












Ⅰ　概 要

1993（平成５）年

1994（平成６）年

1995（平成７）年

1996（平成 8）年

1997（平成９）年

1998（平成 10）年 
 

「平和祈念資料館移転改築事業」基本計画及び展示基本設計調査業務
委託契約を沖縄県平和祈念資料館移転改築事業・基本計画及び展示
設計調査業務共同企業体（商工美術㈱　㈱沖縄ノムラ）と締結

第１回「平和祈念資料館移転改築事業」推進検討委員会開催

第１回「平和祈念資料館移転改築基本計画」検討委員会開催

沖縄県平和祈念資料館（仮称）設計プロポーザル・エスキス競技最
優秀賞 team DREAM に決定
沖縄県平和祈念資料館（仮称）展示設計プロポーザル競技により（株）
乃村工藝社を設計者に選定
第１回沖縄県平和祈念資料館（仮称）監修委員会開催

県議会：建設工事請負契約議決
沖縄県平和祈念資料館（仮称）建設工事着工
県議会：展示製作委託業務契約議決

沖縄県平和祈念資料館（仮称）・資料収集広報キャンペーンを
開催（巡回展、講演会）

12月７日

１月31日

10月12日 

３月28日　

６月25日  

９月26日

10月21日  
10月22日
12月22日

３月17日　

1　沿　革
[ 沖縄県立平和祈念資料館 ]（旧館）
　1972（昭和 47）年沖縄県援護課を主管に資料館構想がつくられ、1974（昭和 49）年に鉄筋コンクリー
ト２階建て（延床面積 1,003㎡）の館落成。管理運営を財団法人沖縄県戦没者慰霊奉賛会に委託して
1975（昭和 50）年６月 11 日に開館した。以来、沖縄戦について学び、平和について考える施設とし
て活動を続ける。2000（平成 12）年３月 31 日に閉館。

[ 沖縄県平和祈念資料館 ]（新館）
　旧資料館の「設立理念」と「展示むすびのことば」の精神を継承し、平和の創造と人類の恒久平和
に寄与する拠点的な施設として移転改築した。2000（平成 12）年３月 29 日に開館記念式典が挙行さ
れ、４月１日に開館。

外 間 盛 治
阿波根　昌　安
島　袋　記美子
川 満 茂 雄
宮 城 智 子
大 川 芳 子
呉 屋 禮 子
上與那原美和子
國 仲　　 功
原 田 直 美
外 間 裕 朋
雉 鼻 章 郎
前　川　早由利

2000（平成 12）年４月～ 2002（平成 14）年３月
2002（平成 14）年４月～ 2003（平成 15）年３月
2003（平成 15）年４月～ 2005（平成 17）年３月
2005（平成 17）年４月～ 2007（平成 19）年３月
2007（平成 19）年４月～ 2009（平成 21）年３月
2009（平成 21）年４月～ 2011（平成 23）年３月
2011（平成 23）年４月～ 2013（平成 25）年３月
2013（平成 25）年４月～ 2014（平成 26）年３月
2014（平成 26）年４月～ 2016（平成 28）年３月
2016（平成 28）年４月～ 2019（平成 31）年３月
2019（平成 31）年４月～ 2021（令和３）   年３月
2021（令和３）   年４月～ 2022（令和４）   年３月
2022（令和４）   年４月～

[ 歴代館長 ]

[ 主な事項 ]
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1999（平成 11）年

2000（平成 12）年

2001（平成 13）年

2002（平成 14）年

2003（平成 15）年

2004（平成 16）年

2005（平成 17）年

2006（平成 18）年

2007（平成 19）年

2008（平成 20）年

2009（平成 21）年

2010（平成 22）年

2011（平成 23）年

沖縄県平和祈念資料館（仮称）建設工事完了

沖縄県平和祈念資料館　開館記念式典・内覧会挙行
沖縄県平和祈念資料館監修委員会（最終）開催
沖縄県立平和祈念資料館（旧資料館）閉館
開館（一般公開始まる）
入館者 10 万人達成

「ヒロシマ・ナガサキ原爆展」開催　主催：広島市、長崎市（～ 27 日）
九州・沖縄サミット首脳会合沖縄開催（～ 23 日）
ビル・クリントン アメリカ合衆国大統領 ｢平和の礎」訪問   

『沖縄県平和祈念資料館総合案内』発刊           
『資料館学習の手引き』発刊
入館者 50 万人達成

入館者 100 万人達成

入館者 150 万人達成

「ピース＆ヒューマンライツフェスティバル」開催
第１回ボランティア養成講座開始

（～ 12 月 18 日）平成 18 年度まで

入館者 200 万人達成

沖縄県新採用職員研修　
入館者 250 万人達成

ミュージアムショップ開店（運営：沖縄県平和祈念財団）
入館者 300 万人達成

八重山平和祈念館の正面展示パネル刷新　
入館者 350 万人達成

「沖縄・カンボジア『平和博物館』協力」事業（～ 2012 年 3 月）
入館者 400 万人達成
常設展示のキャプション整備（英文表記追加）　
常設展示室等映像機器等入れ替え（～３月 31 日）

特別収蔵庫空調機修繕入れ替え（～３月 19 日）
情報ライブラリー等管理業務委託開始  （～ 2012 年３月 31 日）
ピースメモリアルグッズ開発事業委託（～ 2012 年３月 31 日）
皇太子行啓　　
沖縄県平和祈念資料館ジュニア版ガイドブック発刊　　

『詩集　写真の中の少年』を刊行

入館者 450 万人達成
人数カウンター設置工事開始（～ 10 月 30 日）
ノーベル科学賞受賞者鈴木章氏来館
合同企画展「２つの平和博物館の平和創造展」カンボジア国立
トゥール・スレン虐殺博物館にて開催

6月30日

3月29日
3月30日 
3月31日
4月1日

5月28日
7月14日
7月21日

3月30日
3月30日
4月25日

10月18日

12月11日

1月10日
7月24日

4月7日

4月12日
6月1日

6月21日
7月6日

4月23日
10月9日

5月19日
11月18日
12月22日
12月23日

1月25日
4月1日

7月15日
7月27日

10月10日
10月30日

2月3日
10月20日

3月6日
3月7日
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2012（平成 24）年

2013（平成 25）年

2014（平成 26）年

2015（平成 27）年

2016（平成 28）年

2017（平成 29）年

2018（平成 30）年

2019（令和 1）年

2020（令和 2）年

2021（令和 3）年

2022（令和 4）年

入館者 500 万人達成
「子や孫につなぐ平和のウムイ事業」（～ 2012 年 3 月 27 日）
沖縄・カンボジア『平和文化』創造の博物館づくり協力」事業

（～ 2015 年 3 月）

入館者 550 万人達成

キャロライン・ケネディ駐日アメリカ合衆国大使来館
入館者 600 万人達成

デービッド・イゲ ハワイ州知事来館
「沖縄・カンボジア『平和文化』創造の博物館づくり協力」事業ＪＩ
ＣＡ理事長賞受賞

「沖縄のこころ」平和発信強化事業 多言語タブレット等運用開始
入館者 650 万人達成
沖縄・カンボジア「博物館から発信する平和教育普及プロジェ　　　　　　　　　　　　　　
クト」事業　※ JICA 草の根技術協力事業（～ 2017 年 6 月）

李俊揆（イ　ジュンギュ）駐日大韓民特命全権大使視察
入館者 700 万人達成
ウィリアム・F・ハガティ駐日アメリカ合衆国大使視察

韓国済州島済州道立美術館のギム・シュンギ館長一行来館
ハリール・アルムーサウｲー駐日イラク大使視察

入館者 750 万人達成
マハテイール・ビン・モハマド首相 ( マレーシア ) 視察

戦の語り部功労者に対する感謝状贈呈式
ミハイル Y．ガルージン 駐日ロシア連邦大使視察

ミュージアムショップ閉店（運営：沖縄県平和祈念財団）
学芸員新規採用
キャロリン・グラスマン広報・文化交流担当公使視察

喫茶室閉店（運営：沖縄県平和祈念財団）

5月28日
7月13日
12月1日

10月29日

2月12日
2月7日

10月10日
10月16日

3月1日
6月15日

7 月

4月19日
11月9日

11月13日

6月22日
7月20日

4月20日
12月28日

10月17日
12月10日

3月31日
4月1日

7月29日

3月31日
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2000（平成 12）年度

2001（平成 13）年度

2002（平成 14）年度

2003（平成 15）年度

2004（平成 16）年度

2005（平成 17）年度

2006（平成 18）年度

2007（平成 19）年度

2008（平成 20）年度

2009（平成 21）年度

2010（平成 22）年度

2011（平成 23）年度

2012（平成 24）年度

第１回 企画展「寄贈・寄託展」、児童・生徒の平和メッセージ展、第１回 ミニ
企画展「子どもたちと沖縄戦」
　　　　　　　　　　　
特別企画展「収蔵品展」、児童・生徒の平和メッセージ展、ミニ企画展
 ( ４回 )、沖縄県平和祈念資料館講習会 ( ２回 )

企画展「占領下のこども文化展」、児童・生徒の平和メッセージ展、子ど　　　　　　　　　　
も向け企画展 ( ４回 )、沖縄県平和祈念資料館講習会

企画展「銃後を護れ－戦時下のくらしと情報統制－」、児童・生徒の平和　　　　　　　　　　
メッセージ展、子ども向け企画展 ( ４回 )、沖縄県平和祈念資料館講習会
　　　　　　　　　　　　
特別企画展「寄贈・寄託品展－語りかける歴史の証言者たち－」、児童・生
徒の平和メッセージ展、子ども向け企画展 ( ４回 )、沖縄県平和祈念資料　　　　　　　　　　
館講習会、ボランティア養成講座、人権ラブソングコンテスト

特別企画展「沖縄戦と疎開－引き裂かれた戦時下の家族－」、児童・生徒
の平和メッセージ展、子ども向け企画展 ( ３回）、沖縄県平和祈念資料館講　　　　　　　　　　
習会、ボランティア養成講座、人権ラブソングコンテスト

特別企画展「沖縄戦における住民動員－戦時下の根こそぎ動員と失われた明日
－」、児童・生徒の平和メッセージ展、子ども・プロセス企画展 ( ４回 )、沖縄
県平和祈念資料館講習会、ボランティア養成講座、人権ラブソングコンテスト

特別企画展「沖縄戦と戦争遺跡－戦世 ( ｲｸｻﾕｰ ) の真実を伝えるために－」、児　　　　　　　　　 
童・生徒の平和メッセージ展、子ども・プロセス企画展 ( ５回 )、沖縄県平和
祈念資料館講習会、人権ラブソングコンテスト、沖縄戦講座 ( ２回 )

特別企画展「カンポーヌクェヌクサー－沖縄戦後混乱から復興へ－」、児                    
童・生徒の平和メッセージ展、子ども・プロセス企画展 ( ５回 )、沖縄県平和
祈念資料館講習会、人権ラブソングコンテスト、沖縄戦講座、新収蔵品展　　　　　　　　　　　　

 特別企画展「イクサユーヌワラビ～戦時下の教育と子どもたち～」、児童・生
徒の平和メッセージ展、子ども・プロセス企画展、沖縄県平和祈念資料館講習会、
沖縄戦講座、「ひびけ !! 平和創造のうた」、新収蔵品展
　　　　　　　　　　
特別企画展『「沖縄のこころを世界へ」－過去をつたえ、現在をみつめ、
未来をひらく－』、児童・生徒の平和メッセージ展、子ども・プロセス　　　　　　　　　 
企画展 ( ５回 )、沖縄県平和祈念資料館講習会、沖縄戦講座、「平和音楽祭 2 
010」（20 回）、新収蔵品展、「平和教育の公開授業とパネルディスカッション」、

「『NAHA マラソンの道』～走る道、逃げる道～」展、「子ども・未来・メッセー                    
ジ展」( 台湾・沖縄交流事業 )

特別企画展『「アメリカ世
ユー

の沖縄」―逞しくしたたかに生きてきたウチナーン
チュ－』、児童・生徒の平和メッセージ展、子ども・プロセス企画展 ( ５回 )、
沖縄県平和祈念資料館講習会、沖縄戦講座、新収蔵品展、大城弘明写真展「沖縄・
終わらない戦後」

特別企画展『沖縄人が見た戦世とアメリカ世』児童・生徒の平和メッセージ展、
子ども・プロセス企画展 ( ５回 )、沖縄県平和祈念資料館講習会、沖縄戦講座、「絵
本が語りつぐ戦世」展

[ 主な企画展等、その他催し ]
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2013（平成 25）年度

2014（平成 26）年度

2015（平成 27）年度

2016（平成 28）年度

2017（平成 29）年度

2018（平成 30）年度

2019（ 令 和 1) 年 度

2020（ 令 和 2) 年 度

2021（ 令 和 3) 年 度

特別企画展『ハワイ日系移民が見た戦争と沖縄』、児童・生徒の平和メッセージ展、
子ども・プロセス企画展 ( ５回 )、沖縄県平和祈念資料館講習会、沖縄戦講座「ハ
ワイ日系二世兵が見た戦争と沖縄」、新収蔵品展、「カンボジア光と影Ⅱ」展

特別企画展『南洋の群星が見た理想郷と戦』、児童・生徒の平和メッセージ展、
子ども・プロセス企画展 ( ５回 )、沖縄県平和祈念資料館講習会沖縄戦講座「日
系二世ウチナーンチュが見た戦中・戦後」、「平成２６年度子や孫につなぐ平和
のウムイ事業成果」報告展、企画展「絵本原画展及びオーサーズトーク」「日
系米国人版戦争体験収録事業」報告展、「カンボジア光と影Ⅲ」展

特別企画展『ウチナーンチュが見た 戦前・戦時下の台湾・フィリピン』
児童・生徒の平和メッセージ展、子ども・プロセス企画展（５回）
沖縄戦講座「東アジアの歴史と展望」、沖縄県平和祈念資料館講習会
 企画展「戦時中の手紙・手記から見る家族の絆」展、企画展「新収蔵品展（平
成 25 年度・26 年度寄贈）」、日本平和博物館会議「戦後 70 年共同展示」巡回展、
沖縄県博物館協会総会・春の研修会、全県高等学校生徒代表者会議

特別企画展『ウチナーンチュが見た満洲～『旧満州国』・『偽満洲国』～」
児童・生徒の平和メッセージ展（県内 5 カ所、国外 1 カ所）
子ども・プロセス企画展 ( ５回 )、特別講座「“回想”～遙かなる大地、満洲～」
沖縄県平和祈念資料館講習会

特別企画展『戦世と沖縄芝居　～夢に見る沖縄　元姿やしが～』
児童・生徒の平和メッセージ展（県内５ヵ所、国外１ヵ所）、特別講座「戦世
と沖縄文化－文化財と芝居の視点から－」、企画展「新収蔵品展（平成 27 年度
・28 年度寄贈）」、新企画展「ギャラリー展」( ５回 )、子ども・プロセス企画展（５
回）沖縄県平和祈念資料館講習会、第２４回日本平和博物館会議（当館開催）

特別企画展「沖縄県民の戦争被害と次代への継承」
児童・生徒の平和メッセージ展（県内４ヵ所、国外１ヵ所）
特別講座「沖縄戦の教訓をどのように伝え、平和の創造へ繋げていくのか」
新企画展「ギャラリー展」( ４回 ) 子ども・プロセス企画展（４回）
沖縄県平和祈念資料館講習会

特別展「武田美通・鉄の造形 30 作品展　戦死者たちからのメッセージ」
児童・生徒の平和メッセージ展（県内５カ所）
ギャラリー展（４回）
子ども・プロセス企画展（４回）

戦後 75 年事業「戦の語り部功労者感謝状贈呈式及びパネル展」
特別展「戦時中の少女たちがつづった『学級日誌』 ～滋賀県瀬田国民学校五　　　　　　　　　　　　　
年智組～ 1944-1945」
児童・生徒の平和メッセージ展（県内３カ所）
ギャラリー展（４回）
子ども・プロセス企画展（４回）
 沖縄県平和祈念資料館講習会

特別企画展「戦時体制下の国民の生活 」～制限下の庶民の暮らし～
企画展「新収蔵品展（令和元年度・２年度寄贈）」
児童・生徒の平和メッセージ展（県内４カ所）
ギャラリー展（３回）
子ども・プロセス企画展（４回）
 沖縄県平和祈念資料館講習会
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２　日誌（抄）2021（令和３）年度
4月５日  
5月５日
5月６日  
5月７日  
5月16日　
5月18日　

5月23日　
6月10日
6月23日  
　〃
　〃 

7月14日
7月21日　
7月22日
7月26日
7月27日　
7月28日  
　〃 

7月29日
　〃
　〃 

７月30日　
８月１日
　〃 

８月７日　
８月８日  
８月９日  
８月25日 
９月８日
　〃 

９月29日　
10月１日　

10月８日　

10月15日　

10月24日
10月27日　
11月１日
11月10日  

平和講話等利用説明会
子どもの日親子ビデオ上映会（中止）
県立学校初任者研修
島尻教育事務所中堅教諭等資質向上研修（データ受け渡し）
大学連携事業（当館及び平和祈念公園内）
第１回ギャラリー展（～ 10 月 12 日）

「戦争マラリア - 八重山諸島の沖縄戦 -」
臨時休館（新型コロナウイルス緊急事態宣言 ～ 7 月 11 日 ) 
幼稚園・認定こども園初任者研修（オンライン研修）
慰霊の日に係る常設展示室無料公開（開館時間延長なし）
慰霊の日ビデオ上映会 ( 中止）
児童・生徒の平和メッセージ展 ( 当館 )（中止）
児童・生徒の平和メッセージ展（石垣市）（～ 22 日）
友の会学習会（祈念公園・祈念ホール）
臨時休館（新型コロナウイルス緊急事態宣言 ～ 9 月 30 日 ) 
那覇教育事務所初任者及び中堅教諭等資質向上研修（オンライン研修）
島尻教育事務所初任者研修（データ受け渡し）
養護教諭初任者研修
地下収蔵庫等燻蒸（～ 7 月 29 日）
在沖米総領事広報課展示案内
キャロリン・グラスマン広報・文化交流担当公使視察
八重瀬町教育委員会・与那原町教育委員会中堅教諭資質向上研修
児童・生徒の平和メッセージ展（宮古島市）（～ 8 月 5 日）
夏休み自由研究相談室【情報ライブラリー】（中止）
夏休み子ども教室【情報ライブラリー】（中止）
平和アニメ上映会（中止）
親子で学ぶ沖縄戦（講話・常設展示室見学）（中止）
親子平和フィールドワーク（平和祈念公園内）（中止）
学芸員実習【沖国大１名、安田女子大１名】（～ 9 月 1 日）
友の会主催平和公園内フィールドワーク
児童・生徒の平和メッセージ展 ( 名護市 )（中止）
児童・生徒の平和メッセージ展（那覇市）（～ 10 月 11 日）
第１回子ども・プロセス企画展（～ 10 月 31 日）

「沖縄戦をとらえた１００枚の写真」
特別企画展（～ 12 月 19 日）

「戦時体制下の国民の生活 」～制限下の庶民の暮らし～
第２回ギャラリー展（～ 2 月 15 日）

「あの日の沖縄 - 戦前編 -」
大人のための平和学習（入門編）
防災訓練（当館、財団、祈念堂）
日本平和博物館会議（オンライン会議）
第２回子ども・プロセス企画展（～ 2 月 20 日）

「太平洋戦争と沖縄県の学童疎開 - 家族との再会を夢見て -」
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11月13日  
11月20日
11月22日
11月27日　
11月28日　
12月９日　
12月29日
１月13日
２月25日　

３月１日　

３月15日

児童・生徒の平和メッセージ表彰式（当館）
第 16 回 沖縄県平和祈念資料館友の会定期総会

「平和への思い」発信・交流・継承事業　共同学習（～ 11 月 28 日）
「平和への思い」発信・交流・継承事業　成果報告会（沖縄空手会館）
大人のための平和学習（入門編）
沖縄県平和祈念資料館運営協議会
～１月 3 日（休館日）
児童・生徒の平和メッセージ展優秀作品展示（～ 2 月 20 日）
第３回ギャラリー展（～ 5 月 12 日）

「あの日の沖縄 - 戦後編 -」
第３回子ども・プロセス企画展（～ 5 月 22 日）

「切り離された沖縄 - クイズで学ぶ 27 年間の米軍統治 -」
沖縄県平和祈念資料館講習会

沖縄県平和祈念資料館と平和の火

− 7 −



沖縄県平和祈念資料館の建物のかたちは、沖縄の伝統的な赤瓦屋根の集落をイメージしたものです。
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３３ 施施 設設

((11)) 平平和和祈祈念念資資料料館館のの役役割割

ア 全戦没者への追悼と恒久平和の祈念

沖縄戦の実相と教訓を継承し、沖縄戦で亡くなられた20万余の国内外のすべての人々
に追悼の意を表すとともに、世界の恒久平和を祈念する場とする。

イ 平和の発信と創造

沖縄の先達から受け継いだ「沖縄のこころ」を原点に、県民が主体的かつ積極的に平

和の創造に関わり、平和を発信する拠点施設とする。

ウ 平和教育、平和交流及び人材育成

平和を求める人々の積極的な参加と交流を促進する各種の平和教育、平和交流等の活

動を展開する。また、平和学習等に必要な人材育成を支援する。

エ 平和のネットワークの構築

平和をテーマとした内外の関連施設を中核として、学校、図書館等の公共の施設等と

平和ネットワークを構築し、情報交換や平和研究等の人的交流を促進し、平和活動を支

援する。

オ 平和のデータベースと調査研究

沖縄戦や平和に関する資料・情報及び調査研究の成果等をデータベースとして構築し、

県民をはじめ、広く内外に提供するとともに、展示や事業活動を展開するための調査研

究を実施するなど平和活動等に寄与する。

((22)) 建建設設概概要要

ア 事業期間 平成５年度～平成11年度
イ 事業規模 地下１階地上２階 ＲＣ造り

敷地面積 約１２,８０８平方メ－トル
延床面積 １０,１７９平方メ－トル

ウ 総事業費 約７,２９１百万円(県債6,510、施設整備基金139、一般642)
工 事 費 ４,９００百万円
設 計 費 １５５ 〃

展示工事費 １,５３５ 〃

展示設計費 １２６ 〃

情報システム １７１ 〃

そ の 他 ４０４ 〃

エ 主な施設

常設展示室（１～５室）１,３６０平方メ－トル
企画展示室 ２５５ 〃

子ども・プロセス展示室 ５１８ 〃

情報ライブラリー ４７２ 〃

平和祈念ホール ２４５ 〃

海と礎の回廊 ２５６ 〃

会 議 室 ２００ 〃

一般収蔵庫 １,２０１(1F、2F) 〃
特別収蔵庫 ２８１(1F、2F) 〃

3　施　設
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4　組　織

（1）機構　2021（令和 3）年 4 月 1 日現在

(2) 職員構成 2021（令和３）年４月１日現在

館　長
（事　務）

班　長
（総務班）

班　長
（学芸班）

総務班
　主査　1 人
　主任　2 人

八重山平和祈念館
　主　査　１人
　学芸員　２人（会計年度任用職員）

八重山平和祈念館
分館長（八重山事務所
総務課長兼）

学芸班
　主　　　査　４人
　主任学芸員　１人
　学　芸　員　1 人
　学　芸　員　2 人（会計年度任用職員）

（情報ライブラリー等管理委託）
（財）沖縄県平和祈念財団
　主任学芸員　１人（嘱託員）
　学　芸　員　３人（嘱託員）

＊その他ビル管理会社の常駐委託職員
　受付（３人）　警備（２人）　清掃（２人）　機械設備管理（１人）

資料館業務の総理に関すること雉鼻　章郎館　長

担　当　業　務氏　名職　名
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総　務　班 凡例：主：主担当　　副：副担当　　共：共通
職　名

班　長
（出納員） 

主　査

主　任

主　任

氏　　名

伊佐　康幸

安延　亮子

亀谷　耕

与那嶺　一史

担　　当　　業　　務
総務班業務の総括に関する事項
平和祈念資料館中長期計画の進捗に関する事項（総務関連）
個別施設計画の進捗（R4 年度改修工事含む）に関する事項
予算、決算、監査の総括に関する事項
財産管理の総括に関する事項（財産の維持、保全補修等管理全般、
金庫の鍵、公印保管等）
消防訓練、防災・緊急時対応に関する事項
労働・安全衛生に関する事項
議会関係に関する事項
委託業者の監督調整等に関する対外的事項に関する事項
運営協議会に関する事項（公募・会議開催の庶務的事項）
土日祝日勤務割り振りに関する事項
その他庶務会計に関する事項

給与の支払、諸手当の認定、任用等服務に関する事項
文書の収受、保管に関する事項
団体入館及び会議室等予約に関する事項
出勤簿、超勤命令簿等の管理に関する事項
需用費、役務費､ 使用料及び賃借料等の執行に関する事項
旅費、報酬、謝金に関する事項
決算に関する事項
公用車の管理に関する事項
消耗品、切手等の受払に関する事項
雑入に関する事項
共済事務に関する事項
職員の健康管理に関する事項
その他庶務会計に関する事項
委託料（施設管理、中央監視、情報システム、映像・音響）に関する事項
修繕料に関する事項
工事請負費（上水及び電源装置を除く）に関する事項
団体入館及び会議室等予約（サイネージ入力含む）に関する事項
電子申請予約への対応に関する事項
入館者の日報月報等統計業務に関する事項
音響・映像機器（音声ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ含む）の管理に関する事項
リーフレットの印刷・送付に関する事項
拾得物に関すること
情報システム運用に関する事項
総合案内等の出版（増刷）等許諾契約に関する事項
その他庶務・会計に関する事項
出納事務に関する事項（日計表の確認含む）
施設・設備、財産の使用許可業務に関する事項
団体入館予約及び会議室等予約に関する事項
電子申請予約への対応に関する事項
歳入事務（観覧料等）に関する事項（八重山平和祈念館含む）
委託料（施設管理、中央監視、情報システム、映像・音響を除く）に関する事項
個別施設計画に関する事項
修繕料に関する事項（副）
工事請負費（浄水及び電源装置）に関する事項
情報システム等機器のリースに関する事項
受付システムの更新に関する事項
備品の執行管理に関する事項
公有財産に関する事項
その他庶務・会計に関する事項
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学　芸　班 凡例：主：主担当　　副：副担当　　共：共通
職　名 氏　　名 担　　当　　業　　務

班　長
（総括）

主　査

主　査

主　査

金城　孝之

スナール静華

玉城　寿史

伊波　郁

学芸業務の総括及び学芸業務に関する事項（主）
事業計画及び展示活動事業執行の統括に関する事項（主）
予算・決算・議会対応の総括に関する事項 ( 学芸的事項 )（主）
学芸員人材育成事業の総括に関する事項（主）

「復帰 50 周年記念事業 PT」総括に関する事項（主）
運営協議会総括に関する事項（主）
要人・議員団・その他公的研修等案内及び割り振り（主）
沖縄県平和祈念資料館中長期計画に関する事項（主）
常設展示室のリニューアルに関する事項（主）
学芸員実習生の受け入れ等に関する事項（主）
消防防災に関する事項（副）

「平和への思い」発信・交流・継承事業（副）
「戦後の戦争体験者証言映像収録・公開事業」（副）
平和講話に関する事項（共）

「戦後の戦争体験者証言映像多言語編集及び WEB 公開事業」（主）
展示物等の撮影許可・著作権申請等及びマニュアル作成に関する事項（主）

「復帰 50 周年記念事業 PT」証言収録に関する事項（主）
常設展示室（第５及び屋外）の管理運営に関する事項（主）
英語に関する業務
平和講話に関する事項（共）
その他学芸業務に関する事項（共）

児童・生徒の平和メッセージ事業に関する事項（主）
質問照会の回答担当に関する事項（主）
少年院連携事業に関する事項（主）
資料館講習会の企画等に関する事項（主）
情報化推進に関する事項（主）
JICA、国外関係機関等との連携に関する事項（主）
常設展示（子どもﾌﾟﾛｾｽ展示室）の管理運営に関する事項（主）
平和講話に関する事項（共）
運営協議会総括に関する事項（副）
その他学芸業務に関する事項（共）

「平和の思い」発信・交流・継承事業（主）
広報に関する業務（主）
観覧者アンケート統計、分析、月ごとの総括に関する事項（主）
キャリア教育（職場体験・インターンシップ）に関する事項（主）
日本平和博物館会議（主）
平和のための博物館国際ネットワーク（主）
常設展示室（第１・２室）の管理運営に関する事項（主）
平和講話に関する事項（共）
その他学芸業務に関する事項（共）
英語に関する業務
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職　名 氏　　名 担　　当　　業　　務

主　査

学芸員

会計年度
任用職員
（学芸員）

主任学芸員
（再）

（フルタイム）

新垣　光史

仲程　勝哉

工藤　紗也香
仲地　華

久部良　和子

証言映像・収蔵資料の貸出に関する事項（主）
県内小中高校生への平和講話等の対応に関する事項（主）
夏休み親子平和学習に関する事項（主）
大学との連携模索に関する事項（主）
収蔵品展・ミニ企画展（主）
千羽鶴の受理に関する事項（主）
離島・遠隔地講師派遣事業に関する事項（主）
常設展示（第３・４室）の管理に関する事項（主）
児童・生徒の平和メッセージ事業に関する事項（副）
情報化推進に関する事項（副）
平和講話に関する事項（共）
その他学芸業務に関する事項（共）

学芸員人材育成事業研修（研修者）
特別企画展の企画・立案に関する事項（主）
寄贈資料の受理、整理保存に関する事項（主）

「復帰 50 周年記念事業 PT」特別企画展に関する事項（主）
収蔵資料の管理に関する事項（主）
特別講座に関する事項（主）
友の会活動の支援・推進に関する事項（主）
収蔵品展・ミニ企画展（副）
その他学芸業務に関する事項（共）

ギャラリー展に関する事項（主）
用職員展示活動の企画・準備・実施に関する事項（副）
資料・収蔵品の登録・整理・管理に関する事項
HP の更新に関する事項
質問照会の回答担当に関する事項（副）
その他学芸業務の補助に関する事項
・館内事業案内掲示など広報等に関する事項
・沖縄戦・平和教育に関わる記事の収集等に関する事項
その他上司の命に関する事項

八重山平和資料館との連携に関する事項（主）
「資料館だより」の編集・発行に関する事項（主）
「年報」の発行に関する事項（主）
収蔵庫の燻蒸・消毒の実施に関する事項（主）
こどもの日・慰霊の日のアニメ上映会に関する事項（主）
館内広報に関する業務（主）
学芸員実習生の受け入れ等に関する事項（副）

「戦後の戦争体験者証言映像収録・公開事業」（副）
「復帰 50 周年記念事業 PT」証言収録に関する事項（副）
「復帰 50 周年記念事業 PT」特別企画展に関する事項（副）
その他学芸業務に関する事項（共）
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委　託（沖縄県平和祈念財団）

八重山平和祈念館

職　名

職　名

氏　　名

氏　　名

担　　当　　業　　務

担　　当　　業　　務

嘱託員
（主任学芸員）

分館長

主　査

会計年度
任用職員

嘱託員
（学芸員）

平田　守

笠原　宗一郎

米原　明子

井出　麻里衣
田盛　敦子

狩俣　友美
儀間　智美

石持　みずき

学芸員人材育成事業研修（指導員）
施設の設備の管理、施設の図書資料等の管理
子ども・プロセス企画展の開催、施設の利用促進
沖縄戦に関するレファレンス業務
資料館が企画する講演会・講習会等の講師
特別企画展に関する事項全般への指導助言
収蔵資料の登録、整理に関する指導助言

分館の事務を処理し、所属職員を指揮監督すること。

館の施設、備品等の維持管理に関する事項
契約事務、支出事務に関する事項
資料の寄贈、寄託関係に関する手続き事務に関する事項
その他、館の運営及び指示された事項

展示物及び資料の収集、保存及び管理に関する事項
展示物及び資料の説明に関する事項
館の施設及び備品等の維持管理に関する事項
観覧料の収納事務に関する事項
その他八重山平和祈念館の管理運営に関する事項

情報ライブラリーの管理運営に関する事項
子ども・プロセス展示室の管理に関する事項
収蔵資料の整理に関する事項
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５５  令令和和３３年年度度  歳歳入入歳歳出出決決算算（（本本館館及及びび分分館館））

歳歳　　入入 単位:円

常設展示室
ホール、会議
室等使用料

ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ等
不用品
売払代

合計

10,271,945 0 0 0 10,271,945

本 館 10,149,800 10,149,800

分 館 122,145 122,145

0 127,660 0 0 127,660

本 館 127,460 127,460

分 館 200 200

0 0 39,547 0 39,547

本 館 39,547 39,547

分 館 0

250,250 250,250

0

271,820 271,820

10,271,945 127,660 561,617 0 10,961,222

本 館 10,149,800 127,460 561,617 0 10,838,877

分 館 122,145 200 0 0 122,345

歳歳　　出出 単位：円

管 理 運 営 展 示 活 動 学   芸   員

事　   　業 事　　   業 人材育成事業

74,400 8,243,520 0 0 8,317,920

本 館 74,400 4,910,400 4,984,800

分 館 0 3,333,120 3,333,120

0 1,584,867 0 0 1,584,867

本 館 912,691 912,691

分 館 672,176 672,176

報 償 費 20,800 20,800

93,480 650,530 10,000 0 754,010

本 館 44,840 585,960 10,000 640,800

分 館 48,640 64,570 113,210

29,988,864 425,435 0 0 30,414,299

本 館 28,223,262 388,115 28,611,377

分 館 1,765,602 37,320 1,802,922

1,492,270 0 0 0 1,492,270

本 館 1,399,561 1,399,561

分 館 92,709 92,709

79,714,425 15,914,819 26,436,442 2,205,000 124,270,686

本 館 78,386,901 15,914,819 26,436,442 2,205,000 122,943,162

分 館 1,327,524 1,327,524

4,368,604 0 0 0 4,368,604

本 館 4,361,568 4,361,568

分 館 7,036 7,036

工 事 請 負 費 21,726,100 21,726,100

備 品 購 入 費 88,330 88,330

本 館 54,450 54,450

分 館 33,880 33,880

10,000 10,000

137,577,273 26,819,171 26,446,442 2,205,000 193,047,886

本 館 134,301,882 22,711,985 26,446,442 2,205,000 185,665,309

分 館 3,275,391 4,107,186 0 0 7,382,577

職 員 手 当

雑 入 ( 本 館 )

合合 計計

合　　計科　　目

資 料 館 観 覧 料

資 料 館 使 用 料

建 物 使 用 料

建 物 貸 付 料 ( 本 館 )

寄 附 金

合合 計計

「平和への思い」発
信・交流・継承事業

負担金補助及び交付金

報 酬

旅 費

需 用 費

役 務 費

委 託 料

使 用 料 及 び 賃 借 料

5　2021（令和 3）年度 歳入歳出決算（本館及び分館）
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6　沖縄県平和祈念資料館運営協議会・八重山平和祈念館部会
（１）沖縄県平和祈念資料館運営協議会委員名簿

（２）八重山平和祈念館　部会委員名簿

任期：2019 （平成 31/ 令和元）年 12 月 18 日～ 2021（令和 3）12 月 17 日

（３）沖縄県平和祈念資料館運営協議会活動
　　　① 2021（令和３）年度　運営協議会　12 月 9 日（木）　14：00 ～ 15：30　    
　　　　日時：2021 年（令和３）12 月 9 日（木）　14：00 ～ 15：30　    
　　　　場所：平和祈念資料館　２階　大会議室    
　　　　内容： 資料館の運営に関する重要事項について協議を行った。沖縄戦研究者や教育関係者、

県民の代表の意見を集約し、県民に親しまれ、誇れる資料館運営に努める。
　　　　議題： ①沖縄県平和祈念資料館　2021（令和３）年度事業報告   
　　　　　　　②沖縄県平和祈念資料館　2022（令和４）年度事業計画（案）について
　　　　　　　③八重山平和祈念館　2021（令和３）年度事業報告
　　　　　　　④八重山平和祈念館　2022（令和４）年度事業計画（案）について   
　　　② 2021（令和３）年度　八重山平和祈念館部会　　    
　　　　日時：2021 年（令和３）8 月　　※新型コロナウィルス感染拡大の影響により中止。　  
　　　　場所：平和祈念資料館　２階　大会議室    
　　　　内容：当館の分館としての八重山平和祈念館の運営に関する重要事項について協議する。

沖縄考古学会顧問
沖縄県平和祈念資料館友の会会長
ライター（元沖縄大学非常勤講師）
沖縄観光コンベンションビューロー会長
沖縄県平和祈念財団評議員
ひめゆり平和祈念資料館学芸員
琉球大学教育学部　名誉教授
社会福祉法人理事長（保育園園長）
元豊見城教育委員会指導主事
おきなわ女性財団理事長
自営業（元公立小学校教諭） 

沖縄県平和祈念資料館友の会会長 
沖縄県平和祈念財団評議員 
琉球大学教育学部　名誉教授 

役職名
会　長
副会長
委　員
委　員
委　員
委　員
委　員
委　員
委　員
委　員
委　員

役職名
副会長
委　員
委　員

学 識 経 験 者
教 育 関 係 者

学 識 経 験 者

公 募

教 育 関 係 者

當　眞　嗣　一
久 保 田　　曉
安　里　英　子
下　地　芳　郎
照　屋　　　寛
前　泊　克　美
里　井　洋　一
船　附　初　江
平　良　正　栄
大 城　 貴 代 子
出　　井　　香

久 保 田　　曉
照　屋　　　寛
里　井　洋　一

区　分

区　分

氏　名

氏　名

現　職　名

現　職　名

運営協議会の様子
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Ⅱ　調査研究事業
1　第 28 回日本平和博物館会議

　日本平和博物館会議は、戦争の惨禍を人々に伝え平和の実現に資することを目的とする博物館等が
協力して調査・研究等を行うことにより、相互の連携を図りつつ平和推進事業の一層の発展を期する
ことを目的として、1994 年に設立された。年１回の定例会開催のほか、研修や共同事業を行っている。
　2021（令和３）年度は、広島平和記念資料館が事務局を担当した。11 月１日 ( 月 ) ～ ２ 日 ( 火 )
に広島平和記念資料館にて開催する予定だったが、新型コロナウイルス感染防止の観点から、昨年度
に引き続き通常の形での開催は見送り、オンラインで討議になった。

　（１）期間：2021（令和３）年 11 月１日（月）
　（２）開催場所：オンライン討議
　（３）参加博物館
　　　 ①埼玉県平和資料館（埼玉県）　　②川崎市平和館（神奈川県）
　　　 ③立命館大学国際平和ミュージアム（京都府）　　④ピースおおさか（大阪府）、
　　　 ⑤広島平和記念資料館（広島県）　　⑥長崎原爆資料館（長崎県）
　　　 ⑦沖縄県平和祈念資料館（沖縄県）　⑧神奈川県立地球市民かながわプラザ（神奈川県）
　　　 ⑨ひめゆり平和祈念資料館（沖縄県）
　（４）開催までの流れ
　　　 　8 月 16 日　開催館より開催方法についてのアンケートを各館に送信
　　　 　9 月  3 日　開催館より開催方法についてのアンケートの集計結果を各館に送信
　　　 　　　　　　 （書面 4/ 通常通り 1/ 書面とオンライン 4/ その他 1
　　　 　　　　　　 （通常開催が難しい場合は書面とオンライン）
　　　 　9 月  3 日　開催通知（書面とオンライン）、参加申込書、
　　　 　　　　　　 協議題・聴取事項アンケートを各館に送信
　　　 　9 月 17 日　参加申込書提出締切、協議題・聴取事項アンケート回答締切
　　　 　9 月 28 日　協議題・聴取事項、入館者数調査の回答依頼
　　　  10 月 15 日　協議題・聴取事項、入館者数調査の回答締切
　　　  11 月  1 日　第 28 回日本博物館会議開催（オンライン）
　（５）定例会（オンライン会議）次第
　　　  2021（令和３）年 11 月 1 日（月） 定例会
　　　  受　付 13:15 ～ 13:30（於：Zoom）
　　　  定例会 13:30 ～ 15:30（於：Zoom）
　　　  　(1) 事務局館挨拶 広島平和記念資料館 副館長 豆谷利宏
　　　  　(2) Zoom 機能説明
　　　  　(3) 出席館紹介
　　　  　(4) 議長選出
　　　  　(5) 議 事
　　　  　　  協議題１「コロナ禍での学校に対するサポートについて」
　　　  　　  協議題２「オンライン平和学習について」
　　　  　　  協議題３「コロナ後の平和博物館の財政的困難に対する打開策について」
　　　  　　  聴取事項について報告（抜粋）
　　　  　　  ・戦争について未習の子どもたちへどう、戦争を伝えているか
　　　  　　  ・「平和を構築する主体者を育てる」という目的に向けておこなっている工夫点
　　　  　　  ・戦争体験談を記録として残す活動について・展示ガイドに向けた研修について
　　　  　　  ・オンラインを活用した取組みの実施について・寄贈の問合せや受入れ状況について
　　　  　　  ・資料の受入れに係る他館との連携について、各館の資料の収蔵基準や収蔵スペースの
　　　  　　  　確保について・博物館学芸員実習の状況について・学芸員の配置について
　　　  　　  次回開催館の紹介
　　　  　　  その他
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Ⅲ　展示企画事業
１　常設展

⑴　展示構成　
　　常設展示は１階と２階の２つのゾーンで構成されている。

〔歴史を体験するゾーン〕
　　２階の ｢歴史を体験するゾーン｣ は、来館者が沖縄戦及び戦後の歴史的体験をとおして平和の尊

さや戦争の悲惨さを知り、この歴史的教訓を次の世代へと継承していくねらいがあり、５つの展示
室で構成される。

第１展示室 ｢沖縄戦への道｣
　　沖縄が日本の国家体制に組み込まれていく過程を琉球処分からアジア・太平洋戦争末期の沖縄戦

前夜までの映像や写真パネルで解説する。
第２展示室 ｢住民の見た沖縄戦－鉄の暴風－｣
　　およそ３ヵ月に及んだ地上戦の経緯と住民犠牲の諸相について、映像と造形物であらわす。被弾

した旧沖縄県庁の門柱や糸満市に現存する水タンクなど、破壊し尽くされ、瓦礫と化した街のよう
すを原寸で再現した造形物が沖縄戦の凄まじさを物語る。

第３展示室 ｢住民の見た沖縄戦－地獄の戦場－｣
　　空間全体が戦場をイメージして作られる。軍民入り乱れた戦場での住民犠牲の出来事を写真パネ

ル、焼け焦げた衣服や当時の水が入った水筒などの実物資料を展示する。また、住民や日本兵の避
難場所に利用された、ガマ ( 自然の鍾乳洞 ) とその中で起こった出来事が造形物で再現される。

第４展示室 ｢住民の見た沖縄戦－証言－｣
　　旧資料館の証言展示を踏襲しながら、新たに離島や北部の証言を加え、犠牲を強いられた一般住

民の心の叫びを証言文と証言映像で紹介する。沖縄戦を直接体験した人々が重い口を開いて語って
くれた証言は、歴史の真実として心にじかに訴える。

ニュートラルゾーン
　　第４展示室と第５展示室との間にある壁面には、旧資料館から受け継いだ ｢展示～むすびのこと

ば～ ｣ が掲げられている。
第５展示室 ｢太平洋の要石｣
　　終戦後の収容所生活から 27 年間の米軍統治を経て 1972 年５月 15 日に沖縄が日本復帰を果たす

までの住民のようすや政治状況を実物資料、写真パネル、造形物、映像などで展示する。米軍の沖
縄統治の状況、土地闘争、基地に起因するさまざまな問題、復帰運動、さらには ｢太平洋の要石｣
と呼ばれて今日まで続く ｢基地の島｣ 沖縄の実態が浮かび上がる。

　これらの展示は、県民をはじめ、平和学習や平和交流、慰霊などで訪れた県外や海外からの来館者が
沖縄の歴史的体験をできるように構成される。また、観光バスツアーなど、見学時間が短い来館者にも
配慮し、短時間で沖縄の歴史が概観できる設定となっている。

第 1 展示室 第 2 展示室 第 3 展示室
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〔未来を展望するゾーン〕
　　１階の「未来を展望するゾーン」の展示は参加型となっており、主に児童・生徒を対象にしている。

子ども・プロセス展示室は、未来を担う子どもたちが積極的に平和を愛する心を育むためのもので、
大きく３つのゾーンに分かれる。

「ぬちどぅ宝・せかいの子どもたち｣ コーナー
　　さまざまな国の子どもたちの学校のようす、友だち、遊びのことなどを紹介し、かけがえのない命、

そしてぬちどぅ宝・せかいの子どもたち・いのちのわ ( 輪 ) についてメッセージを発信する。
｢いま、世界で何が…｣ コーナー
　　やまない戦争・紛争、人権問題、環境破壊などを取り上げ、その原因や解決方法を考える機会を

提供する。
｢わらびなー（庭）｣ コーナー
　　展示物に触れながら遊びをとおして多様性と共通性に気づき、異文化を認め理解し合う。また、

展示内容に関する子ども・プロセス企画や学習作品の展示を行う ｢ひろば・ゆいまーる｣ というスペー
スがあり、平和活動に貢献した人々の言葉を若い世代へ送るメッセージとして展示する。 　　

①常設展示室２Ｆの殆ど全ての映像機器（LD プレーヤーからブルーレイディスクプレイヤー）
　とコントローラー、映像ディスク（LD ディスクから DVD ディスクへ）を刷新した。（平成 22 年）
②常設展示室２Ｆの第１室と第５室の年表パネルを刷新した。（平成 22 年）
③常設展示室第１室、第２室の展示ケース照明の LED 化。企画展示室の照明装置を LED 照明に刷

新した。（平成 22 年度）
④常設展示室、子どもプロセス展示室、情報ライブラリー、大会議室、事務室の照明装置を LED 照

明に刷新した。（平成 26 年度）
⑤常設展示室２Ｆの第２室の大型スクリーンを刷新した。（平成 27 年度）
⑥タブレット端末による常設展示室展示内容の多言語化（日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語）

を進めた。（平成 27 年度）
　　常設展示室音声ガイダンス機器５０台を新規導入。音声データを英語、中国語、韓国語、スペ

イン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、アラビア語、マレー語、に翻訳した。（平成２７年度）
⑦デジタルサイネージシステムの導入。（平成２７年度）
⑧第４室　住民の見た沖縄戦証言多言語映像モニター４台設置（平成３０年度）

　なお、この階には１クラス程度の子どもたちが一度に利用できるスペースと観覧後の疑問を調べる
ための情報ライブラリーが設置され、一般図書、児童図書など約１万２千冊のほかに、平和学習のため
のビデオなどが備えられており、子どもたちの質問への対応や資料調べのためのアドバイスなどの学習
支援活動を実施する。

⑵　展示資料等の充実

第 4 展示室 第 5 展示室 情報ライブラリー
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展示の様子

日の丸寄せ書き

紙芝居『玉砕軍神部隊』

アルミ製水筒

硬貨の変遷：陶器製 1 銭硬貨

2　企画展
（1）第 20 回特別企画展
　　「　戦時体制下の国民生活　― 制限下の庶民のくらし ―　」

期　　間：2021（令和３）年 10 月 ８日 ( 金 ) ～ 12 月 19 日 ( 日 )
観覧者数：7481 人

2021（令和３）年度の特別企画展は、日中戦争がはじまった昭和 12 年から太平洋戦争終戦に至る
昭和 20 年までの「戦時体制下の国民生活」を大テーマに、戦時体制に至るまでの経緯、国威発揚と戦
意高揚、統制下の国民生活と戦争協力、国民防空の様相について４つのテーマに分け、最後に米軍上陸
前の沖縄の状況を紹介して展示しました。
「１　戦時体制に至るまで」では、戦時体制に至るまでの経緯として、当時の日本が置かれた世界情

勢や成人男性に課せられた兵役義務、満州事変や日中戦争の発生、そして国家総動員法の制定によって
戦時体制に突入していく経緯を概観した。
「２　国威発揚と戦意高揚」では、日本が外国に対して日本の良いイメージや国力を宣伝するために

実施した国威発揚の状況、国民の戦争への協力や愛国心を高めるために実施された戦意高揚の様子、ま
た情報統制により軍にとって都合の悪い情報が隠蔽・改ざんされて国民に伝えられた状況を紹介した。
「３　統制下の国民生活と戦争協力」では、戦争の影響で日用品が不足したことにより国民が生活面

で様々な統制を受けた状況、そして戦費捻出のための国債等の購入の強制、金属の供出や勤労動員など
で国民が戦争協力を強いられた状況を紹介した。
「４　国民防空」では、一般国民による防空活動が法制化されたことで、敵機の監視や防空壕の設置、

そして空襲時の消火活動が国民の義務となり、空襲からの避難が禁止された状況などを紹介した。
「５　アメリカ軍上陸前の沖縄における県民の総動員」では、臨戦態勢となった沖縄での総動員体制

の状況について、証言を中心に紹介した。
また、各テーマで紹介した展示資料のうち特徴的な書籍・冊子については複製品を作成し、閲覧でき

るコーナーを設けた。
来館者からは、「昔の写真や物が見られて良かった (12 歳 / 国頭村 )」「日の丸寄せ書きの一つ一つの

言葉から、当時の戦争に対する意識がわかったような気がします。(17歳/うるま市)」「資材不足で変わっ
ていく硬貨や紙幣の変遷が興味深い (69 歳 / 那覇市 )」「学校の授業で、戦争の時の様子は聞いていたが、
展示を見てより細かく深く歴史に触れられた気がした。(17 歳 )」「当時、陶器製の水筒があったことを
知らなかった。驚きました。(40 歳 / 東京都 )」などの感想が寄せられた。
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展示の様子

展示の様子

ポスター

ポスター

(2)　子ども・プロセス企画展
　　  第１回「沖縄戦をとらえた 100 枚の写真」

　　  第 2 回「チャレンジ！ 夏休み自由研究 －沖縄戦について調べてみよう－」

　アメリカ軍が撮影した多数の沖縄戦記録写真から、戦闘の状況や住民の被害の状況などが写され
た写真 100 枚を選び紹介しました。写真に記録された沖縄戦の様々な場面と向き合い、76 年前に
沖縄で実際に起こった出来事を、目で見て感じ取れるようにしました。激しい戦いのなかで傷つき、
追いつめられていった人々の姿を通して、子どもたちが戦争の実相について考える機会としました。
　期　　間：2021（令和 3）年 7 月 12 日（月）～ 20 日（火）
　　　　　　　　　　　　　　10 月　1 日（金）～ 31 日（日）
　観覧者数：3,073 人

　夏休みの機会に、子どもたちに沖縄戦に関心を持ってもらう企画として、夏休みの自由研究につ
いてのヒントなどを紹介する展示を行います。情報ライブラリー内に、自由研究学習コーナーを設
置して、子どもたちが学習に集中して取り組めるようにします。また、子どもたちへの助言・指導
のため、会期中に自由研究相談室を開催します。
　期間：2021（令和 3）年 7 月 21 日（水）～ 8 月 31 日（火）
　※ 7 月 21 日～ 9 月 30 日、臨時休館（新型コロナウイルス
　　感染症拡大防止のため）により開催中止。
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展示の様子

展示の様子

ポスター

ポスター

　　  第 2 回「太平洋戦争と沖縄県の学童疎開 －家族との再会を夢見て－」

　　  第 3 回「切り離された沖縄 －クイズで学ぶ 27 年間のアメリカ統治－」

　沖縄から多くの子どもたちが九州に避難した学童疎開について取り上げました。なぜ、危険な海
を渡って、大勢の子どもを九州に避難させたのか？　２年もの間、子どもたちはどんな生活をおくっ
ていたのか？　みんな元気で沖縄に帰ってきたのか？　戦時下の学童疎開に焦点をあてることで、
来館した子どもたちに関心をもたせ、太平洋戦争について学ぶ機会としました。
　期　　間：2021（令和 3）年 11 月 10 日（水）～ 2022（令和 4）年 2 月 20 日（日）
　観覧者数：8,360 人

　今年は、1972 年に沖縄が日本に復帰してから 50 年になります。沖縄は、1945 年にアメリカ軍
に占領され、1952 年 4 月 28 日に、日本から切り離されてアメリカの施政権下に置かれました。こ
の 27 年間のアメリカ統治下の沖縄について、クイズを中心に展示しました。子どもたちが、クイズ
を通して沖縄の戦後史について理解を深め、沖縄県民の苦難の歩みと平和への願いについて考える
機会としました。
　期　　間：2022（令和 4）年 3 月 1 日（火）～ 5 月 31 日（火）
　観覧者数：12,565 人
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ポスター

家族で展示を見て学ぶ様子

第 1 展示室（常設展示）

「高熱に苦しむ母子像」
マラリア罹患者を看病する様子

「DDT 噴霧器」
蚊やシラミなどを駆除するための薬剤

「琉球政府時代に派遣された研究者
（マラリアを撲滅する様子）」

第 2 展示室

八重山平和祈念館の
展示の様子だよ♪

第 1 回 ギャラリー展　「戦争マラリア －八重山諸島の沖縄戦－」
期間：2021 年（令和 3）年５月１８日 ( 火 ) ～ 10 月 12 日 ( 火 )   
内容：戦時下の沖縄では、多くの人々がマラリアに罹患し苦しみました。沖縄本島だけではなく、

先島諸島 ( 八重山・宮古 ) も艦砲射撃や空襲に加え、マラリアの感染によって住民が犠牲と
なりました。

　　　　この展示では、特に八重山諸島における「戦争マラリア」について焦点を当てて紹介しま
した。文書や写真だけではなく、体験者である潮平正道さんが描いた絵から「戦争マラリア」
を知る機会とし、また当館の分館である「八重山平和祈念館」について紹介しました。

　　　　地域における様々な沖縄戦の形について考え、改めて学ぶ機会としました。

(3)　ギャラリー展
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親子で展示を見て学ぶ様子

米軍の攻撃によって破壊された美福門
（1945 年 6 月）

修復された美福門
ポスター

ポスター

第２回ギャラリー展「あの日の沖縄－戦前編－」
期間：2021 年（令和 3）年 10 月 15 日 ( 金 ) ～ 2022（令和 4）年 2 月 15 日 ( 火 )   
内容：2021 年は満州事変から 90 年、真珠湾攻撃から 80 年の節目の年になります。沖縄戦以前の町

並みや人々の生活の様子はどのようなものだったのか、当館所蔵が所蔵する戦前・戦中の写真
を通して「いつもの日常」を紹介しました。特に、県内の史跡や観光地など、よく知られている「あ
の場所」の過去と現在の写真を比較することで、沖縄戦によって多くの文化財が失われたこと
がわかるように昔の沖縄の原風景を紹介しました。

第３回ギャラリー展「あの日の沖縄－戦後編－」
期間：2022（令和 4）年２月 25 日 ( 金 ) ～ 7 月 14 日 ( 木 )  
内容：戦後間もない収容所での暮らしや荒廃した故郷を復興させる逞しい人々の姿を展示紹介しました。

貧しい生活の中にも明るく懸命に生きる人々の姿から、現在、日常の生活がいかに平和で大切で
あるというメッセージを感じ取れるように紹介しました。
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2　資料貸出実績

No.
1
2
3
4
5
6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

県立島尻特別支援学校
浦添市立港川小学校
南城市立佐敷小学校
那覇市立城東小学校
那覇市立大道小学校
県立与勝高等学校

うるま市立田場小学校

県立開邦中学校
糸満市立喜屋武小学校

浦添市立神森小学校

糸満市立三和中学校

県立大平特別支援学校

県立北山高等学校

那覇市立小禄南小学校

那覇市立古蔵小学校

豊見城市立ゆたか小学校

県立那覇国際高等学校

県立森川特別支援学校
豊見城市立豊見城中学校

東村立東小中学校

第２宮城学童クラブ

浦添市立牧港小学校

県立島尻特別支援学校

4/26 ～ 5/10
5/8 ～ 5/22
5/14 ～ 5/28
5/17 ～ 5/28
5/19 ～ 5/24
5/19 ～ 6/25

5/21 ～ 6/4

5/24 ～ 6/29
5/25 ～ 6/8

5/27 ～ 6/25

5/28 ～ 6/11

5/28 ～ 7/1

5/29 ～ 6/26

5/30 ～ 6/27

5/30 ～ 6/27

6/1 ～ 6/9

6/1 ～ 6/30

6/1 ～ 6/24
6/1 ～ 6/30

6/3 ～ 6/17

6/5 ～ 6/30

6/7 ～ 7/17

6/9 ～ 6/22

2
2
2
2
6
4

16

7
2

30

10

20

11

10

18

16

17

8
17

9

25

6

1

平和学習キットＢ・Ｃ
平和学習キットＡ・Ｂ
平和学習キットＡ・Ｂ
平和学習キットＡ・Ｂ
沖縄戦実物資料 (6 点 )
沖縄戦実物資料 (4 点 )
平和学習キット C　　 
沖縄戦実物資料 (15 点 )
平和メッセージ入賞作品 (7 点 )
平和学習キットＢ・Ｃ

平和学習キットＢ・Ｄ 
沖縄戦の写真パネル (10 点 ) 
沖縄戦の絵パネル (8 点 ) 
沖縄戦の実物資料 (10 点 )

沖縄戦実物資料 (10 点 )
沖縄戦の写真パネル (6 点 ) 
沖縄戦の絵パネル (14 点 )
平和学習キット A 
沖縄戦実物資料 (10 点 )
沖縄戦の実物資料 (10 点 )

沖縄戦の写真パネル (10 点 ) 
沖縄戦の絵パネル (4 点 ) 
平和学習キットＤ 
平和メッセージ入賞作品 (3 点 )

沖縄戦実物資料（15 点） 
平和学習キットＡ

沖縄戦の絵パネル (11 点 ) 
平和メッセージ入賞作品 (6 点 ) 沖縄
戦の実物資料 (8 点 )
沖縄戦の写真パネル (17 点 )

沖縄戦実物資料 (2 点 ) 
平和メッセージ入賞作品 (7 点 )

沖縄戦実物資料 (5 点 ) 
沖縄戦の写真パネル (14 点 ) 
沖縄戦の絵パネル (4 枚 ) 
平和学習キットＡ・Ｃ

沖縄戦実物資料 (4 点 ) 
平和学習キットＡ・Ｂ
平和学習キットＡ

数量貸出先 貸出期間貸出資料

　（1）資料の貸出
　　　2021（令和３）年 4 月 1 日～ 2022（令和 4）年 3 月 31 日は、県内外あわせて計（63）件、
　　　（681）点の貸出を行いました。
　　　［ 県内　46 件　400 点 ］    
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アカナちゃん

No.
24
25
26

27

28
29
30
31
32

33

34

35
36
37
38
39
40

41

42
43
44
45
46

久米島博物館
伊是名村立伊是名小学校
浦添市立浦添小学校

浦添市立前田小学校

NPO 法人　エンカレッジ
那覇市立真地小学校
豊見城市立豊見城小学校
県立南部農林高等学校
竹富町立船浦中学校

県立那覇高等学校

インターナショナルスクール

南城市立知念小学校
那覇市立若狭小学校
昭和薬科大学附属中学校
糸満市立三和中学校
宗教法人　本願寺沖縄別院
糸満市立糸満南小学校

豊見城市立ゆたか小学校

昭和薬科大学附属中学校
ＳＩＴＹ株式会社
北中城村役場
八重山平和資料館
宗教法人　本願寺沖縄別院

6/10 ～ 6/30
6/10 ～ 6/24
6/10 ～ 6/24

6/11 ～ 6/22

6/11 ～ 6/25
6/12 ～ 6/26
6/12 ～ 6/26
6/14 ～ 7/18
6/15 ～ 6/29

6/16 ～ 7/9

6/16 ～ 6/25

6/19 ～ 6/25
6/20 ～ 7/4
6/21 ～ 7/1
6/21 ～ 7/2
6/22 ～ 7/20
6/22 ～ 7/6

6/23 ～ 6/30

7/14 ～ 7/22
9/24 ～ 10/29
12/8 ～ 12/20
12/12 ～ 2/5
3/24 ～ 4/25

1
1
1

9

2
1
1
7
1

8

20

12
1
1

10
20
2

21

2
1

20
2

15

平和のウムイ地域版 ( 久米島 )
平和のウムイ地域版 ( 北部 )
平和学習キットＢ

平和学習キットＣ・Ｄ 
沖縄戦の写真パネル (2 点 ) 
沖縄戦の絵パネル (1 点 ) 
平和メッセージ入賞作品 (4 点 )

平和学習キットＡ・Ｂ
平和学習キットＢ
平和学習キットＣ
沖縄戦実物資料 (7 点 )
平和のウムイ地域版 ( 石垣島 )
沖縄戦実物資料 (6 点 ) 
平和メッセージ入賞作品 (2 点 )

沖縄戦の写真パネル (17 点 ) 
沖縄戦の絵パネル (3 枚 )
沖縄戦実物資料 (12 点 )
平和のウムイ地域版 ( 那覇南部 )
平和学習キットＢ
沖縄戦実物資料 (10 点 )
平和メッセージ入賞作品 (20 点 )
平和学習キットＣ・Ｄ
沖縄戦実物資料（19 点） 
平和学習キットＡ・Ｄ
平和学習キットＢ・Ｃ
沖縄戦実物資料 (1 点 )
沖縄戦の写真パネル (20 点 )
沖縄戦実物資料 (2 点 )
平和メッセージ入賞作品 (15 点 )

数量貸出先 貸出期間貸出資料

− 40 −



（2）証言映像の貸出
　令和３年度 (4/1 ～ 3/31) の貸出実績　　12 件 (38 本 )〔県内 8 件 27 本、県外 4 件 11 本〕
　　県内外の方々により深く沖縄戦の実相と平和の尊さを伝える事を目的に、戦争体験証言ビデオ
（DVD・Blu-ray）の貸し出しを行っています。今年度は、コロナ感染症対策で来館が難しかった学校・
団体が事前事後の学習教材として活用されています。また、県外の学校からも修学旅行で資料館を訪
れる際の事前学習教材として効果的に活用されています。

No.
1
2
3

4

5
6

7

8
9

10

11

12

13
14
15

16

17

（奈良県）奈良市立三笠中学校
（岐阜県）多治見市立平和中学校
（京都府）城陽市役所

（大阪府）茨木市立南中学校

（東京都）港区役所
（静岡県）袋井市勤労者協議会

（神奈川県）川崎市平和館

（愛知県）刈谷市役所
（愛知県）長久手市役所

（神奈川県）厚木市役所

（大阪府）柏原市人権推進課

（千葉県）市川市役所

（栃木県）鹿沼平和写真展実行委員会
（埼玉県）越谷市役所
（千葉県）流山市役所企画政策課

（千葉県）東海大付属市原望洋高等学校

（千葉県）流山市役所企画政策課

4/19 ～ 5/10
5/28 ～ 6/14
6/29 ～ 7/26

7/5 ～ 7/16

7/23 ～ 8/23
7/28 ～ 8/25

7/29 ～ 8/27

7/30 ～ 8/17
8/2 ～ 8/13

8/2 ～ 8/16

8/2 ～ 8/31

8/4 ～ 8/17

8/6 ～ 8/10
10/28 ～ 11/10
2/17 ～ 3/18

2/25 ～ 3/11

2/18 ～ 3/18

4
12
20

20

20
20

10

20
15

22

20

21

2
20
20

15

20

平和メッセージ入賞作品（4 点）
沖縄戦の写真パネル (12 点 ) 
沖縄戦の写真パネル (20 点 )

沖縄戦実物資料 (18 点 ) 
平和学習キット B・C
沖縄戦実物資料 (20 点 )
沖縄戦の写真パネル (20 点 )
沖縄戦の絵パネル (9 点 ) 
平和学習キットＢ
沖縄戦の写真パネル (20 点 )
沖縄戦の写真パネル (15 点 )
沖縄戦の写真パネル (20 点 ) 
平和学習キットＡ・Ｂ

沖縄戦実物資料 (5 点 ) 
沖縄戦の写真パネル (15 点 )　

沖縄戦の絵パネル (20 点 )　 
平和学習キットＢ
平和学習キットＡ・C
沖縄戦の絵パネル (20 点 )
沖縄戦の写真パネル（20 点）

沖縄戦の写真パネル（13 点） 
平和学習キットＢ・Ｃ
沖縄戦の写真パネル（20 点）

数量貸出先 貸出期間貸出資料

当館では、以下の資料を貸出しています。

当館では、以下の戦争体験証言ビデオ（DVD・Blu-ray）を貸出しています。

沖縄戦写真パネル（201 点）､沖縄戦実物資料（20 種類）､子や孫につなぐ平和のウムイ地域版セッ
ト、児童・生徒平和メッセージ展入選作品パネル（図画・作文・詩）､ 世界人権宣言絵画パネル一式、
沖縄戦絵パネル（52 点）､ 平和学習キット（4 種類）

①戦争体験証言ビデオ・DVD( 全 28 巻 )･･･1 巻に 1 ～３名収録〔全 79 名〕
② DVD『やーさん  ひーさん  しからーさん～集団疎開学童の証言～』【通常版・ダイジェスト版】
③ DVD『そしてぼくらは生き残った』･･･ 米軍撮影の記録映像。捕虜住民の収容所での生活。
④ DVD『強制集団死（集団自決）に係わる証言映像』
⑤ DVD『平和のウムイ』( 全 36 巻 )･･･1 巻に 10 名収録〔全 300 名〕
⑥ DVD『戦争体験者証言多言語吹き替え映像』･･･1 枚に 1 名収録
⑦ DVD『日系二世が見た戦中・戦後』( 全４巻 )1 巻に 4 ～ 6 名収録〔全 19 名〕【日本語版・英語版】
⑧ Blu-ray『住民の見た沖縄戦証言』(2 枚 1 組セット〔全 70 名〕)

［ 県外　17 件　281 点 ］
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Ⅴ　教育普及事業
1　教育普及行事

（１）第 31 回「児童・生徒の平和メッセージ展」
　本県は、去る大戦において、一般住民を巻き込んだ地上戦
の場となり、20 万余の貴い生命とかけがえのない文化遺産を
失いました。戦後 76 年を経過した現在、この歴史的な事実を
風化させることなく次の世代に正しく継承させていくために
児童・生徒の平和に関する図画・作文・詩の創作活動を通して、
児童・生徒が戦争と平和について考え、平和を尊ぶ心を育て
る機会とします。また、応募作品の中から優秀な作品を選定し、
展示、広報することを通して、県民をはじめ広く国内外の人々
の心に沖縄発の児童・生徒の平和メッセージを発信する機会
とします。

①応募総数（2,942 点 ）　
　図画 1,114 点　　作文 328 点　　詩 1,500 点　
　
②令和３年沖縄全戦没者追悼式「平和の詩」朗読者
　宮古島市立西辺中学校２年　　上原　美春　「みるく世の謳」

③展示会
　・石垣市（八重山平和祈念館）　　　　　　　期間：  7 月 14 日 ( 水 ) ～ 7 月 22 日 ( 木 )
　・宮古島市（宮古島市未来創造センター）　　期間：  7 月 29 日 ( 木 ) ～ 8 月３日 ( 火 )
　・那覇市（沖縄県立図書館）　　　　　　　　期間：  10 月１日 ( 月 ) ～ 10 月 11 日 ( 月 )
　・糸満市（沖縄県平和祈念資料館）　　　　　期間：  7 月 28 日 ( 水 ) ～ 8 月 31 日 ( 火 )

③表彰式
　  ・2021（令和３）年 11 月 13 日（土） 午後２時～ 午後３時　
　　  沖縄県平和祈念資料館　１階平和祈念ホール

④入賞作品数（ 209 点 ）
　【小学校低学年の部】　32 作品　

図 画
作 文

詩

図 画
作 文

詩

図 画
作 文

詩

最優秀

最優秀

最優秀

優　秀

優　秀

優　秀

優　良

優　良

優　良

佳　作

佳　作

佳　作

合　計

合　計

合　計

１
１
１

１
１
１

１
１
１

2
0
2

2
1
2

2
3
3

7
0
3

8
2
3

7
4
4

11
1
3

13
4
13

10
7
11

21 作品
  2 作品
  9 作品

28 作品
  8 作品
21 作品

20 作品
15 作品
19 作品

【小学校高学年の部】　53 作品

【中学校の部】　54 作品

ポスター
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記念撮影（図画部門）

記念撮影（詩部門）

展示会の様子

記念撮影（作文部門）

喜ぶ受賞者

図 画
作 文

詩

図 画
作 文

詩

最優秀

最優秀

優　秀

優　秀

優　良

優　良

佳　作

佳　作

合　計

合　計

１
１
１

１
１
１

2
2
2

2
1
1

7
3
3

4
2
2

10
2
3

7
7
4

20 作品
  8 作品
  9 作品

14 作品
11 作品
  8 作品

【高等学校の部】　37 作品

【特別支援（学校及び学級）の部】　33 作品
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①「子どもの日」ビデオ上映会（於：１階平和祈念ホール）
　期日：2021（令和 3）年 5 月 5 日（水）
　内容：子どもの日は、子どもを対象に無料入館を実施するとともに、
　　　　沖縄戦等に関するアニメの上映会を実施する。
②「慰霊の日」沖縄戦関連ビデオ上映会（於：１F 平和祈念ホール）
　期日：2021（令和 3）年 6 月 23 日 　
　内容：当館設立理念の普及啓発を図る目的で、慰霊の日は開館時間を 1 時間延長する
　　　　とともに沖縄戦関連ビデオ上映会を実施している。
　　　　今年度は、緊急事態宣言下で、開館以来初めての休館措置をとった。

①『親子で学ぶ沖縄戦』（於：２階大会議室及び常設展示室）
　　期日：2021（令和 3）年 8 月 8 日（日）
　　内容：親子で平和講話の受講と常設展示室を見学し、沖縄戦への関心と理解を深める。
②『平和アニメ上映会』（於：1 階平和祈念ホール）
　　期日：2021 年（令和 3）8 月 7 日（土）・9 日（月）
　　内容：アニメ作品等の鑑賞を通して、平和と人権について考える。
③親子平和フィールドワーク（於：摩文仁の丘周辺／祈念ホール）
　期日：2021（令和 3）年 8 月 9 日（月）
　内容：平和祈念資料館の資料を活用して、平和祈念公園内にある戦跡や
　　　　慰霊碑等を見学して親子で沖縄戦について学習する。
④夏休み自由研究相談室（情報ライブラリー）
　期日：2021（令和 3 年）8 月 1 日（日）～ 8 月 31 日（火）
　内容：情報ライブラリー内に自由研究学習コーナーを設置し、自由研究
　　　　のテーマ選びやまとめ方などをアドバイスする。
⑤夏休み子ども教室（情報ライブラリー）
　期日：7 月下旬　
　内容：情報ライブラリーで用意した研究シートを使って沖縄戦について学習し、
　　　　それをまとめて自由研究ノートなどを作る。

(2) 親子ビデオ上映会　※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止。

(3) 夏休み子ども向け企画　※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止。

アカナちゃん

− 49 −



２　教育機関との連携

　設立理念にうたわれた「沖縄戦の歴史的教訓を正しく次代に伝え、もって恒久平和の樹立に寄与
する」ことを具体化したものに県内の小中高校、特別支援学校等に実施している平和講話がある。
児童・生徒が常設展示室を見学する前に、沖縄戦に至るまでの歴史的な流れや戦闘の経緯、常設展
示室の紹介などを、要点をおさえて 60 分程度で説明し、平和のために一人ひとりが取り組めるこ
とは何かを考えさせる内容となっている。
総計 61 校（74 回）〔5,099 人〕
・小学校 55 校（65 回）〔4,260 人〕 　・中学校３校（４回）〔525 人〕
・高等学校１校（３回）〔252 人〕　　  ・特別支援学校２校（２回）〔50 人〕
・適応指導教室１校（１回）〔12 人〕

期間：通年
実地：6 月 7 日 ( 月 ) 国頭村立奥小学校　　
講師：久保田 曉 氏（沖縄県平和祈念資料館友の会会長）
内容：沖縄県内の学校が、当館の展示室見学に係る事前学習又は事後学習として平和講話を当該学

校にて実施する際に、当館が講師を派遣する。対象は、所在地が離島又は遠隔地にあって、
当館での平和講話受講が困難な学校とする。（いわゆるフリースクールも含む）

７月～ 12 月  ※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により受け入れ要請なし。

【※対象について】
①沖縄県内の学校教育法における小学校、中学校及び高等学校で、所在地が小中学校は国頭地区・

恩納村、高等学校・特別支援学校は北部地区にあって、当館での平和講話の受講が困難なもの。

②いじめや疾病等の理由で、学校教育法に定める学校に通うことができない児童生徒の教育支援
を行っている、いわゆるフリースクールで、所在地が沖縄県内の離島または遠隔地にあって、
当館での平和講話受講が困難なもの。

（１）平和講話

（２）離島・遠隔地講師派遣事業

平和講話の様子（大会議室）

(3)　児童・生徒の職場体験（インターンシップ）の受け入れ
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期日：通年
内容：沖縄少年院の院生を対象に平和講話や常設展示室案内、
　　　摩文仁の戦跡フィールドワークを実施する。
　　　〔実施回数・人数〕　２回　６人 

期日：５月 16 日 ( 日 )13:30 ～ 17:00
内容：県内大学における沖縄戦や平和に関する授業・ゼミと連携した取り組みを通して、沖縄戦の実

相と教訓の継承を担う人材の育成をねらいとする。沖縄戦に至る経緯や戦況、戦後から現代に
至るまで現状や課題等を主題とした平和講話を実施した後、常設展示室の見学、平和の礎や健
児の塔等、摩文仁の戦跡フィールドワークを実施した。

　　　〔参加数〕　沖縄大学　学生 12 名・教授 1 名

(4)　沖縄少年院連携事業

（５）大学との連携事業

期日：８月 24 日 ( 火 ) ～ 9 月１日 ( 水 )（土日を除く平日 7 日間）
内容：県内外の大学で学芸員資格を得ようとする学生を受け入れ、当館事業の一端を学ぶことを通

して、学芸員としての資質を磨く。
　　　※ 沖縄国際大学・安田女子大学から各 1 名（計２名）が受講。

（６）  博物館学芸員実習の受け入れ

実習（作品のパネル作成） 実習（資料を観察し、スケッチする） 実習（公園内の戦跡フィールドワーク）　

　県内学校の教員を対象に、沖縄戦の実相・教訓の継承と平和発信に関する当館の取組を周知し、
平和学習における当館の利活用と連携を深めることを目的に開催する。

期日：10 月 24 日 ( 日 )・11 月 28 日 ( 日 )【2 回実施】  ※毎月第 4 日曜日開催予定
場所：大会議室・常設展示室            
内容：大人を対象に、平和講話（沖縄戦の記憶の継承・沖縄戦の経緯と特徴）と常設展示室見学を行

う。大人世代が、家庭で子・孫と一緒に沖縄戦や平和について話し合う契機とするための、「沖
縄戦を１から学ぶ」ことを目的とし、世代間における沖縄戦の実相と教訓の継承に繋げる。

期日：2022（令和４）年３月 15 日 ( 火 )　 13:00 ～ 17:00
場所：大会議室
内容：バス、タクシー運転手など観光業に従事する人を対象に、沖縄戦の概要や当館常設展示、当館

の事業全般について理解いただき、観光客の案内に資することを目的に開催する。

（7）教員向け平和講話等利用案内説明会　

（8）大人のための平和学習（入門編）
　　「１から学ぶ沖縄戦～子・孫と学び合うために～」

（9）資料館講習会
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3　講座・講習会・研修会

沖縄戦の実相と歴史的教訓を後世へ正し伝え、平和発信に関する当館の取り組みを広く県内小中高
等学校及び特別支援学校等の教育現場に周知し、平和学習における連携を深め、児童・生徒に平和
を大切にする「沖縄のこころ」を育むことを目的として、毎年、年度当初に説明会を開催している。
　［日　時］　2021（令和３）年４月５日（月）　14：00 ～ 15：30
　［場　所］　沖縄県平和祈念資料館　２階大会議室
　［参加者］　小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の教諭等　30 名
　［内　容］　 （１）沖縄県平和祈念資料館について（設立理念、資料館の概要等について）
　　　　　　 （２）2020（令和２）年度事業紹介（児童・生徒の平和メッセージ展等）
　　　　　　 （３）教育機関との連携事業
　　　　　　　　　①県内学校向け平和講話
　　　　　　　　　②平和学習キット、証言映像貸出等
　　　　　　　　　③離島・遠隔地講師派遣事業
　　　　　　 （４）平和学習実践事例報告
　　　　　　　　　那覇市立小禄小学校　６年担任　棚原綾乃　教諭
　　　　　　 （５）質疑応答

　県立高等学校及び県立特別支援学校において本年度新採用された教諭を対象とする沖縄県立総
合教育センター主催の初任者研修において講義を行った。主に沖縄戦の概要や県の平和行政、当資
料館の設立理念や事業内容、平和教育の実際と課題、進め方について理解を図り、平和教育の実践
力向上を図ることをねらいとしている。
　[ 日　時 ]  2021（令和３）年５月６日（木）14 時 00 分～ 16 時 00 分
　[ 場　所 ]  沖縄県平和祈念資料館　１階平和祈念ホール
　[ 受講者 ]  県立学校初任者 73 名 
　[ 内　容 ]  講義：「学校における平和学習・教育に望むもの」

（１）県内学校教員向け平和講話等利用案内説明会

（2）県立学校初任者研修

平和講話等利用案内説明会の様子 平和学習実践事例報告（棚原教諭）
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（3）島尻教育事務所中堅教論等資質向上研修　※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止。

[ 日　時 ]　2021（令和３）年 5 月 13 日（木）

（4）幼稚園・認定こども園初任者研修
　幼稚園及び認定こども園において本年度新採用された教諭を対象とする沖縄県立総合教育セン
ター主催の初任者研修において講義を行った。主に沖縄戦の概要や県の平和行政、当資料館の設立
理念や事業内容、平和教育の実際と課題、進め方について理解を図り、平和教育の実践力向上を図
ることをねらいとしている。
　[ 日　時 ]  2021（令和３）年６月 10 日（木）15 時 15 分～ 16 時 45 分
　[ 場　所 ]  沖縄県立総合教育センター IT 教育棟１F 大講義室
　[ 受講者 ]  幼稚園・認定こども園初任者 103 名 
　[ 内　容 ]  講義：「学校教育における平和教育の意義と必要性について」
　[ 方　法 ]  オンデマンド研修

（5）那覇教育事務所　初任者研修及び中堅教諭等資質向上研修
　教員の初任者及び中堅教諭を対象とする那覇教育事務所主催の研修会において講義・常設展示室
見学を行った。平和教育の状況と資料館の役割について学び、資料館の活用法や平和教育のあり方
について理解を深め、指導の充実に資する事をねらいとしている。
　[ 日　時 ]　2021（令和３）年７月 26 日（月）14 時 45 分～ 16 時 45 分
　[ 場　所 ]　各学校 及び 南部合同庁舎４階第１会議室
　[ 受講者 ]　那覇教育事務所管内　小・中学校 44 名
　[ 内　容 ]　講義：「沖縄県の平和教育について～平和教育の現状と資料館の役割～」
　［方　法］ オンライン研修

（6）島尻教育事務所　初任者研修
　教員の初任者を対象とする島尻教育事務所主催の研修会において講義及び平和の礎・常設展示室見学
を行った。平和教育の状況と資料館の役割について学び、資料館の活用法や平和教育のあり方について
理解を深め、指導の充実に資する事をねらいとしている。

　[ 日　時 ]　2021（令和３）年７月 27 日（火）13 時 30 分～ 16 時 45 分
　[ 場　所 ]　各学校 及び 島尻教育事務所
　[ 受講者 ]　島尻教育事務所管内　小・中学校 57 名、指導主事 3 名　計 60 名
　[ 内　容 ]　講義：「沖縄県の平和教育について～平和教育の現状と資料館の役割～」
　[ 方　法 ]  オンデマンド研修

（7）養護教諭初任者研修
　本年度新採用された養護教諭初任者を対象とする研修会において講義を行った。平和教育の状況
と資料館の役割について学び、資料館の活用法や平和教育のあり方について理解を深め、指導の充
実に資する事をねらいとしている。
　[ 日　時 ]　2021（令和３）年７月 28 日（水）10 時 45 分～ 12 時 15 分
　[ 場　所 ]　県立総合教育センター 第２研修室（本館３階）
　[ 受講者 ]　養護教諭初任者 12 名
　[ 内　容 ]　講義：「平和教育について」

（8）JICA国別研修平和教育における現職教員研修〔対象国：コロンビア〕
　[ 日　時 ]　2021（令和３）年 11 月 10 日（水）
　[ 場　所 ]　レキオウイングス
　[ 方　法 ]　オンデマンド研修
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　県内の旅行・観光等の関係機関において、当館への案内業務に携わる方々を対象に、本館の
設立理念・目的や役割、施設・設備及び展示内容や沖縄戦について理解・認識を深めてもらい、本
館の利活用並びに案内業務の推進を図ることを目的に、講習会を毎年開催している。
　［日　時］令和４年３月 15 日（火）13:30 ～ 16:00　（16:00 ～ 17:00 希望者のみ）
　［場　所］沖縄県平和祈念資料館２階大会議室、常設展示室
　［受講者］県内観光業、旅行業および案内ガイド等関係機関 17 名
　［内　容］・平和祈念資料館の概要について
　　　　　・講話：「沖縄戦の特徴と教訓」（講師：平和祈念財団 平田 守 氏）
　　　　　・平和祈念資料館展示の内容について
　　　　　・令和４（2022）年度年間事業計画
　　　　　・館内案内及びポイント解説（希望者のみ）

（9）沖縄県平和祈念資料館講習会

アカナちゃん

会場の様子

館内を案内する職員

平和講話の様子

館内を案内する職員
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Ⅵ　広報活動・出版物等
○『沖縄県平和祈念資料館 年報　第 21 号』
　　2020（令和 2）年度、当館事業の実績報告書に関わる行政資料
　　入館者の概要、事業内容や活動報告等　A4 版 88 頁、500 部　
　　※博物館、図書館等の施設へ配布。

○「資料館だより」　第 41 号、第 42 号
　　資料館の活動報告や事業計画等について掲載。年間２回発行（9 月、3 月）
　　A4 版 8 頁、2,500 部
　　各学校、公立図書館、博物館施設等へ配布。

○『第 20 回特別企画展 戦時体制下の国民生活　制限下の庶民のくらし 』　
　　図録：A4 版 22 頁、800 部
　　チラシ：A4 版 2,000 枚、ポスター A2 サイズ 600 枚
　　各学校、公立図書館、博物館施設等へ配布。

○「新収蔵品展」　2019 年（令和元年）・2020（令和 2）寄贈資料
　　図録　A4 版 100 部　チラシ A4 版 500 枚
　　各学校、公立図書館、博物館施設等へ配布。

アカナちゃん
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Ⅶ　その他の事業

１　沖縄平和啓発プロモーション事業
　　（戦後の戦争体験者証言映像の多言語編集及び WEB 公開業務）

（１）実施目的
　沖縄戦及び沖縄における終戦直後の復興の記録を次世代に継承するため、また、平和を希求する「沖
縄のこころ」を世界に広く発信するために、沖縄戦及びアジア・太平洋戦争体験者の証言映像の編集（多
言語対応）を行い、WEB サイトを開設して公開する。

（２）実施主体
　・主催　沖縄県（主管　沖縄県平和祈念資料館）
　・受託事業者　
　　①証言映像の多言語編集及び WEB 公開 ： 沖縄コングレ・国建システム共同企業体
　　②証言映像プロモーションビデオ制作 ： 株式会社シネマ沖縄

（３）事業期間
　　①戦後の戦争体験者証言映像の多言語編集及び WEB 公開
　　　2021（令和３）年 10 月１日～ 2022（令和４）年３月 31 日
　　②戦後の戦争体験者証言映像プロモーションビデオ制作 
　　　2022（令和４）年３月２日～ 2022（令和４）年３月 31 日

（４）事業内容
　・2020（令和２）年度に収録・編集（日本語版）した戦争体験者 30 名分の証言映像を多言語編集（字

幕及び吹き替えナレーション挿入）し、公開用 WEB サイト「戦世からのあゆみ 戦争体験者戦中・
戦後の証言映像」を開設しました。

　・証言映像 WEB サイトでは、日本語に加え多言語（英語・中国語・韓国語・スペイン語・ドイツ語・
フランス語・マレー語）で証言映像及び証言文を公開しています。

（５）事業成果
　当館では、沖縄戦等の戦争を体験された方々の証言をとおして、戦争の実相と教訓を次代に正しく伝え、
恒久平和の樹立に寄与するために、設立以来、体験者の証言を収録し発信してきました。また、世界の様々
な地域に紛争の火種が隠れする昨今、国内のみならず、世界の人々と体験者の証言を共有し、平和の尊さ
と平和構築について考えていくことが重要であると考え、戦争体験者の証言を多言語化し公開しています。
　今年度は、2018（平成 30）年度から公開している証言映像「戦世の記憶」に続き、2020（令和２）
年度に収録・編集を行った戦前から戦後復興期に至る 30 名分の証言映像を多言語化して、「戦世からの
あゆみ」として公開しました。証言の中には、収容所生活や終戦直後の食糧難、遺骨収集や地域の復興、
学校の再建、米軍による土地の接収、米軍爆弾処理船 LCT 爆発事故、生活改善事業、戦後の無国籍問
題など沖縄の人々が直面した課題等についても取り上げています。戦世を生き抜き、戦後の復興に尽力
された方々の証言から、荒廃した社会が再建されていく様子や絶望から這い上がった人びとの逞しさと
力強さを感じることができます。当時の記憶の継承が課題となっている今日、戦争の実相と教訓、そし
て戦後の復興へ挑む人々の足跡について証言映像をとおして知っていただきたいと思います。
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「戦世からのあゆみ 戦争体験者
戦中・戦後の証言映像」
WEBサイトで紹介しています。 

　戦争体験者の証言映像「戦世
からのあゆみ」を制作しました。
沖縄本島及び離島、日本本土、
台湾、サイパン、満州などで
戦争を体験された 30 名によ
る戦前から戦後の復興までの
証言映像を公開しています。
沖縄県平和祈念資料館ホーム
ページの 「戦世からのあゆみ」
バナーや下記の QR コードか
らご覧になれます。

証言者名一覧

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

18:25
12:26
28:17
25:34
16:42
29:29
17:55
21:58
22:55
12:01
17:44
17:23
30:00
18:35
17:07
12:23
12:28
34:17
23:51
27:25
21:07
24:22
23:33
19:06
23:08
24:42
29:44
20:37
18:27
20:58

上原美智子（うえはら みちこ）
吉嶺　全一（よしみね ぜんいち）
翁長　安子（おなが やすこ）
大城　藤六（おおしろ とうろく）
中村　英雄（なかむら ひでお）
安里　祥徳（あさと しょうとく）
松田　敬子（まつだ けいこ）
伊波　寛裕（いは かんゆう）
奥田良正光(おくだら しょうこう)
伊藤　トミ (いとう とみ)
長濵 智惠子（ながはま ちえこ）
大朝　初子（おおとも はつこ）
川満　恵清（かわみつ けいせい）
山里　景吉（やまざと けいきち）
島袋徳次郎（しまぶくろ とくじろう）
比嘉　初子（ひが はつこ）
中村トミ子（なかむら とみこ）
古堅　實吉（ふるげん さねよし）
島袋　清徳（しまぶくろ せいとく）
内間　亀吉（うちま かめきち）
島田　長政（しまだ　ながまさ）
正木　　譲（まさき ゆずる）
潮平　正道 (しおひら まさみち)
島袋　善祐（しまぶくろ ぜんゆう）
有銘　政夫（ありめ まさお） 
砂川　金三（すながわ きんぞう)
平良　仁雄（たいら じんゆう） 
平良　敏子（たいら としこ）
平良　啓子（たいら けいこ)
久場　里重（くば さとしげ）

糸満市
那覇市
那覇市
糸満市
本部町
ペルー
読谷村
読谷村

うるま市平安座
うるま市平安座

与那国町
与那国町
宮古島市
宮古島市
名護市
名護市

南風原町
国頭村
伊江村
伊江村
石垣市
石垣市
石垣市
沖縄市

サイパン
宮古島市
久米島町
大宜味村
国頭村
那覇市

ハングリー精神で歩んできた戦後
摩文仁から国際平和へ
ウンチケーサビラ（ご案内しますからご心配なく）
戦後教育は人づくりから
海とともに歩んだ戦後
アメリカでの捕虜生活と私の戦後
生活改善で婦人会とともに歩んだ戦後
ふるさとの学校再建

「平安座市」と私の戦後
変わりゆくシマの暮らしと 残したい宝物
与那国の好景気時代と私

「突き棒漁」を支えた海人の妻
満州での死線を乗り越えて
サシバとタコツボ壕の思い出

「田井等市」と私の戦後
ヤンバルの暮らしと戦争
洋裁から始まった私の戦後
司法への道　～人権と向き合って～
伊江島・傷だらけのシマ
戦中・戦後 伊江島を見つめて
八重山の大地を切り拓いた台湾系移住者の苦難
休戦・敗戦・終戦と私の戦後
絵が語る八重山の戦争
アメリカの２つの顔 ～土地接収とハワイ農業研修～
サイパンからの帰還
遥か海を越えて 私の歩んだ戦後
沖縄愛楽園　光と影を語り継ぐ
芭蕉布とともに歩んだ私の人生

「対馬丸」の生き残りとして歩んだ戦後
戦場にひとり取り残されて

No. 時間氏　　名（敬称略） タイトル出身地
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注）学生は、大学生である。通訳は指導者が務めた。

1

2
3
4
5
6
7

カンボジア

韓国
台湾
ベトナム
日本（沖縄県）
日本（広島県）
日本（長崎県）

5 名

4 名
5 名
5 名
5 名
5 名
5 名

1 名

1 名
1 名
2 名
1 名
1 名
2 名

済州島 4.3 事件
2.28 事件
ベトナム戦争
沖縄戦
広島県における原爆投下
長崎県における原爆投下

カンボジア大虐殺
（ポル・ポト政権下の大虐殺）

参加国・地域
参加者数

学生 指導者・通訳
学習テーマ

2　「平和への思い（ウムイ）」発信・交流・継承事業
（１）実施目的
　沖縄と同様に、悲惨な戦争体験などを有し、体験の継承と平和構築に取り組むアジア諸国と日本の学
生が共に学びつつ相互理解を深め、平和について考える機会を提供し、各国・地域の平和教育・平和活
動に資するとともに、本事業で培った絆により平和構築のためのネットワーク形成と広く平和のために
活動する人材を育成し、事業の成果を平和教育等に継続的に活用する目的で実施しました。
　2019（令和元）年から事業が始まり、令和３年度は、韓国、台湾、ベトナム、カンボジアの参加者はオ
ンラインで、広島、長崎、沖縄の参加者は対面で参加するという、ハイブリッド形式で事業を実施しました。

（２）実施主体
　・主　　　催　　沖縄県（主管　沖縄県平和祈念資料館）
　・受託事業者　　特定非営利活動法人 沖縄平和協力センター（OPAC）

（３）事業期間
　・2021（令和３）年９月～ 2022（令和 4）年３月 18 日（金）
　・共同学習：2021（令和３）年 11 月 22 日（月）～ 11 月 28 日（日）（会場：沖縄空手会館ほか）

（4）参加者

（５）事業成果
　海外からの参加者と沖縄空手会館に参集した日本国内（広島・長崎・沖縄）の参加者をオンラインで繋ぎ、
共同学習を実施しました。共同学習では、沖縄戦に関する特別講義のほか、各国・地域から学習テーマの発
表及び質疑応答を通して、アジア諸国の学生が戦争等の実相や悲惨な経験を通して得た教訓を学びました。
　また、共同学習の日程中、日本国内の参加者は沖縄県平和祈念資料館友の会の上原美智子さんによる
講話に加え、県平和祈念資料館、ひめゆり平和祈念資料館、首里第 32 軍司令部壕跡、首里城跡及び沖
縄市戦後文化資料館ヒストリートのフィールドワークに参加し、沖縄戦と戦後復興の歩みを学びました。
　共同学習最終日には、「平和への思い」発信・交流・継承事業成果報告会を実施し、各国・地域からの
アクションプログラム発表のほか、「各地域の継承の現状とこれから」というテーマでパネルディスカッ
ションを行いました。
　共同学習終了後は、参加者が事後学習を行い、沖縄県の児童・生徒のために、各地域の戦争や紛争を
学ぶことができる平和学習教材を作成してもらい、WEB 公開を行いました。

− 58 −



オンライン共同学習の様子

広島チーム 長崎チーム 沖縄チーム

オンラインメンバーと全員集合

■「平和への思い」発信・交流・継承事業　WEBページ http://www.peace-museum.okinawa.jp/umui/
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３　学芸員人材育成事業　　※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、一部振り替えた研修もある。

○　令和 3 年度採用の学芸員に、沖縄戦及び平和に関する専門性を高めるための人材育成を行う。
　内容：①資料保存管理等に関する業務の育成指導
　　　　　・講義（収蔵品に関する現状と課題）
　　　　　・館内実習（収蔵品の保存・整理・分類、データベース化、利活用）
　　　　　・館外実習（保存法に関する専門館での研修）　　　　　
　　　　②調査・研究等に関する業務の育成指導
　　　　　・講義（沖縄戦研究の現状と課題、レファレンス対応法）
　　　　　・館内実習（資料館の沿革と常設展示室の案内・解説法）
　　　　　・館外実習（戦争体験者からの聞き取り調査、戦争遺跡の実地研修）　　
　　　　③企画展等に関する業務の育成指導
　　　　　・講義（企画展等の実施状況・内容）
　　　　　・館内実習（企画展の企画立案・資料及び図録作成・展示作業）
　　　　　・館外実習（類似館での平和事業調査・研修）
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２
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、※
１と
同
数
を
記
載

　
年
　
月

20
21
年
 4
 月

20
21
年
 5
 月

20
21
年
 6
 月

20
21
年
 7
 月

20
21
年
 8
 月

20
21
年
 9
 月

20
21
年
10
月

20
21
年
11
月

20
21
年
12
月

20
22
年
 1
 月

20
22
年
 2
 月

20
22
年
 3
 月

　
合
　
計

2,
35
2

（
17
0）

2,
08
9

（
79
） 0

（
0） 66
1

（
12
） 0

（
0） 0
（
0）

2,
45
4

（
10
2）

3,
65
9

（
30
8）

3,
39
0

（
24
8）

1,
53
6

（
10
0）

1,
54
4

（
64
）

3,
62
9

（
18
5）

21
,3
14

（
12
68
）

43
6

（
7） 39
1

（
66
） 0

（
0） 80
（
0） 0
（
0） 0
（
0） 31
0

（
2） 50
0

（
85
）

50
3

（
8） 25
9

（
0） 37
7

（
0）

1,
50
0

（
20
）

4,
35
6

（
18
8）

2,
78
8

（
17
7）

2,
48
0

（
14
5） 0
（
0） 74
1

（
12
） 0

（
0） 0
（
0）

2,
76
4

（
10
4）

4,
15
9

（
39
3）

3,
89
3

（
25
6）

1,
79
5

（
10
0）

1,
92
1

（
64
）

5,
12
9

（
20
5）

25
,6
70

（
14
56
）

18
0

（
91
）

20
1

（
15
1） 0
（
0） 66

（
66
） 0

（
0） 0
（
0） 19
7

（
10
9） 88
3

（
14
7）

1,
39
9

（
21
9） 23
（
0） 29
2

（
17
）

44
7

（
10
8）

3,
68
8

（
90
8）

3,
41
3

（
17
45
）

1,
72
4

（
14
29
） 0

（
0） 76
4

（
76
4） 0
（
0） 0
（
0）

2,
38
3

（
13
78
）

13
,2
09

（
14
69
）

10
,5
52

（
12
93
）

47
9

（
0） 16
0

（
10
4）

4,
72
5

（
79
1）

37
,4
09

（
89
73
）

3,
59
3

（
18
36
）

1,
92
5

（
15
80
） 0

（
0） 83
0

（
83
0） 0
（
0） 0
（
0）

2,
58
0

（
14
87
）

14
,0
92

（
16
16
）

11
,9
51

（
15
12
）

50
2

（
0） 45
2

（
12
1）

5,
17
2

（
89
9）

41
,0
97

（
98
81
）

2,
53
2

（
26
1）

2,
29
0

（
23
0） 0
（
0） 72
7

（
78
） 0

（
0） 0
（
0）

2,
65
1

（
21
1）

4,
54
2

（
45
5）

4,
78
9

（
46
7）

1,
55
9

（
10
0）

1,
83
6

（
81
）

4,
07
6

（
29
3）

25
,0
02

（
21
76
）

3,
84
9

（
17
52
）

2,
11
5

（
14
95
） 0

（
0） 84
4

（
76
4） 0
（
0） 0
（
0）

2,
69
3

（
13
80
）

13
,7
09

（
15
54
）

11
,0
55

（
13
01
）

73
8

（
0） 53
7

（
10
4）

6,
22
5

（
81
1）

41
,7
65

（
91
61
）

6,
38
1

（
20
13
）

4,
40
5

（
17
25
） 0

（
0）

1,
57
1

（
84
2） 0
（
0） 0
（
0）

5,
34
4

（
15
91
）

18
,2
51

（
20
09
）

15
,8
44

（
17
68
）

2,
29
7

（
10
0）

2,
37
3

（
18
5）

10
,3
01

（
11
04
）

66
,7
67

（
11
33
7）

30 22 0 9 0 0 31 30 28 28 28 31 23
7

21
3

20
0 0

17
5 0 0

17
2

60
8

56
6 82 85 33
2

28
2

7,
90
1

5,
96
8 0

2,
48
5 0 0

7,
90
5

19
,8
08

16
,8
35

4,
03
5

2,
37
3※
３

12
,4
07

79
,7
17

個
人
入
館
者
数
　
※
１

大
人

小
人

合
計

大
人

小
人

合
計

大
人

小
人

合
計

開
館
日
数
一
日
平
均

入
館
者
数
※
１
入
館
者

総
　
数
※
２

団
体
入
館
者
数
　
※
１

入
館
者
総
数
　
※
１

Ⅷ　入館者状況
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（
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（
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（
0） 0
 

（
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（
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0） 5
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0）
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0） 57
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15
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55
 

（
0）
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1 

（
0） 2
 

（
0）

47
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0） 1
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0） 55
 

（
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（
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2 
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（
15
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（
0） 0
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29
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（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

(0
) 0 (0
) 0 

（
0） 0
 

（
0） 7
 

（
0）
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00
5 

（
0） 66
 

（
1）

11
,7
55
 

（
15
）

68
 

（
0）

9,
24
0 

（
0） 2
 

（
0）

47
9 

（
0） 1
 

（
0） 55
 

（
0） 29
 

(0
)

3,
93
4 (0
)

18
7 

（
2）

28
,4
35
 

（
19
）

12
 

（
12
）

1,
34
1 

（
13
41
）

11
 

（
11
）

1,
10
4 

（
11
04
） 0 

（
0） 0
 

（
0） 9
 

（
9）

74
5 

（
74
5） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 11
 

（
11
）

43
2 

（
43
2） 19
 

（
19
）

1,
24
8 

（
12
48
）

20
 

（
20
）

72
4 

（
72
4） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 4
 

（
4）

10
5 

（
10
4） 6
 

（
6）

41
6 

（
41
6） 92
 

（
92
）

6,
11
5 

（
61
14
）

5 
（
4）

44
7 

（
40
4） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 1
 

（
1） 13
 

（
13
） 0 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 3
 

（
1）

18
5 

（
11
3） 11
 

（
3）

1,
19
2 

（
20
6） 15
 

（
3）

1,
72
2 

（
51
2） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 10
 

（
1）

1,
86
8 

（
33
0） 45
 

（
13
）

5,
42
7 

（
15
78
）

11
 

（
0）

1,
62
5 

（
0） 3
 

（
2）

62
0 

（
32
5） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 8
 

（
3）

1,
74
9 

（
81
6） 57
 

（
1）

10
,7
50
 

（
15
）

58
 

（
3）

8,
08
8 

（
57
） 2 

（
0）

47
9 

（
0） 1
 

（
0） 55
 

（
0） 21
 

（
1）

2,
44
1 

（
45
）

16
1 

（
10
）

25
,8
07
 

（
12
58
）

0 
（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 1
 

（
0） 19
 

（
0） 1
 

（
0） 18
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 2
 

(0
)

37
 

(0
)

28
 

（
16
）

3,
41
3 

（
17
45
）

14
 

（
13
）

1,
72
4 

（
14
29
） 0 

（
0） 0
 

（
0） 10
 

（
10
）

75
8 

（
75
8） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 22
 

（
15
）

2,
36
6 

（
13
61
）

88
 

（
23
）

13
,2
09
 

（
14
69
）

94
 

（
26
）

10
,5
52
 

（
12
93
） 2 

（
0）

47
9 

（
0） 5
 

（
4）

16
0 

（
10
4） 37
 

（
8）

4,
72
5 

（
79
1）

30
0 

（
11
5）

37
,3
86
 

（
89
50
）

0 
（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 2
 

（
2） 6
 

（
6） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 1
 

（
1） 17
 

（
17
） 0 

（
0） 0
 

（
0） 1
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 1
 

（
1） 0
 

（
0） 5
 

（
4） 23
 

（
23
）

28
 

（
16
）

3,
41
3 

（
17
45
）

14
 

（
13
）

1,
72
4 

（
14
29
） 0 

（
0） 0
 

（
0） 12
 

（
12
）

76
4 

（
76
4） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 0
 

（
0） 23
 

（
16
）

2,
38
3 

（
13
78
）

88
 

（
23
）

13
,2
09
 

（
14
69
）

95
 

（
26
）

10
,5
52
 

（
12
93
） 2 

（
0）

47
9 

（
0） 5
 

（
4）

16
0 

（
10
4） 38
 

（
9）

4,
72
5 

（
79
1）

30
5 

（
11
9）

37
,4
09
 

（
89
73
）

人
数

合
計

２
　
年
度
別
入
館
者
数

20
00
年
度

20
01
年
度

20
02
年
度

20
03
年
度

20
04
年
度

20
05
年
度

20
06
年
度

20
07
年
度

20
08
年
度

20
09
年
度

20
10
年
度

20
11
年
度

20
12
年
度

20
13
年
度

20
14
年
度

20
15
年
度

20
16
年
度

20
17
年
度

20
18
年
度

20
19
年
度

20
20
年
度

20
21
年
度

　
累
計

16
1,
36
1(
38
)

11
1,1
97
(3
7)

97
,2
21
(2
9)

10
1,
01
5(
27
)

91
,9
80
(2
6)

96
,3
55
(2
5)

10
7,
81
3(
26
)

10
7,
76
7(
26
)

96
,7
89
(2
4)

86
,4
12
(2
3)

81
,12
4(
22
)

69
,6
48
(1
9)

70
,3
41
(2
1)

74
,16
5(
22
)

70
,5
29
(2
1)

78
,6
73
(2
3)

75
,3
90
(2
2)

77
,0
08
(2
4)

73
,15
6(
23
)

75
,5
43
(2
5)

21
,0
96
(5
2)

20
,0
46
(3
6)

30
5,
81
2

25
1,
98
3

30
7,
32
8

33
7,
73
0

32
1,
30
5

33
6,
41
5

39
8,
29
1

39
0,
66
1

38
8,
26
9

35
8,
58
3

34
5,
52
1

34
4,
28
2

32
2,
94
6

32
8,
33
3

31
4,
59
8

31
7,
86
9

31
9,
10
9

29
9,
93
5

29
2,
49
1

28
6,
33
3

34
,9
94

52
,0
02

3,
59
0

4,
29
3

3,
97
1

3,
03
1

4,
01
4

3,
42
9

4,
12
2

4,
93
7

4,
03
9

6,
44
4

6,
81
1

5,
81
5

6,
42
2

7,
82
5

9,
63
8

12
,17
4

14
,0
34

17
,4
75

17
,0
65

14
,4
52

1,
93
6

1,
69
6

42
0,
80
3

30
0,
09
6

33
9,
25
4

37
0,
40
4

35
6,
91
6

38
1,
42
1

41
6,
74
3

40
9,
10
2

40
1,
29
3

37
4,
66
1

36
2,
23
8

35
9,
29
6

33
8,
23
7

34
4,
10
5

33
1,
72
2

33
9,
08
1

34
1,1
06

32
6,
73
9

31
7,
34
9

30
6,
20
9

40
,4
72

55
,4
30

7,
23
2,
67
7

60
,2
15

36
,14
9

39
,5
39

36
,7
48

37
,19
5

34
,7
41

32
,9
87

30
,3
94

31
,8
70

32
,7
12

33
,9
92

32
,3
36

29
,3
18

31
,3
06

30
,3
70

32
,2
87

31
,3
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29
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31
,2
74

33
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22

7,
10
4
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37
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6,
24
5
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3
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15
2
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11
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6,
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2
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9,
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0
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9,
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6
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3,
16
3

40
7,
37
3
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6,
23
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1,
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2

36
7,
55
5

37
5,
41
1

36
2,
09
2

37
1,
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8

37
2,
50
2

35
6,
61
9

34
8,
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3

33
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63
1
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,5
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,7
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7,
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9,
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9
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0
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3
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4

31
7

31
2

31
4

35
9
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8

35
9

35
9

35
5

35
5

35
2

35
9

35
3
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8

35
6

35
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34
9

35
2

27
8

23
7

7,
37
5

1,
55
2
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07
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1,
20
6

1,
28
4

1,
26
3

1,
32
5

1,
25
3

1,
22
8

1,
20
7

1,1
35

1,1
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1,1
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1,
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4

1,
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6
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6
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7
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6
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2
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43

31
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5

9,
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9,
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9,
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9

8,
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9

7,
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7

7,
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8

7,
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9,
32
9

7,
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3

5,
42
4

3,
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2

1,
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2
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3,
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)
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7,
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2(
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)
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7(
54
)

21
4,
53
5(
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)

21
5,
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3(
60
)

23
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79
1(
61
)

25
3,
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1(
61
)

24
5,
09
3(
60
)

25
2,
57
3(
63
)

23
7,
75
6(
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)

23
4,
25
5(
65
)

24
9,
40
0(
70
)

22
7,
82
7(
67
)

23
2,
29
5(
68
)

22
3,
91
7(
68
)

21
8,
47
8(
64
)

22
6,
00
1(
66
)

20
9,
46
1(
64
)

20
4,
27
7(
64
)

19
4,
97
2(
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)

13
,4
85
(3
3)

28
,4
36
(5
1)

24
,6
58
(6
)

18
,19
5(
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17
,3
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(5
)

17
,2
36
(5
)

16
,3
29
(5
)

18
,9
72
(5
)

21
,3
42
(5
)

20
,5
63
(5
)

18
,9
98
(5
)

16
,2
52
(4
)

15
,0
92
(4
)

11
,5
86
(3
)

10
,4
69
(3
)

11
,0
04
(3
)

10
,2
76
(3
)

12
,4
81
(4
)

12
,4
54
(4
)

13
,4
28
(4
)

13
,4
34
(4
)

11
,9
51
(4
)

4,
05
3(
10
)

4,
16
8(
8)

71
,14
0(
17
)

62
,9
02
(2
1)

40
,6
24
(1
2)

37
,6
18
(1
0)

33
,0
04
(9
)

35
,3
03
(9
)

33
,7
67
(8
)

35
,6
79
(9
)

32
,9
33
(8
)

34
,2
41
(9
)

31
,7
67
(9
)

28
,6
62
(8
)

29
,6
00
(9
)

26
,6
41
(8
)

27
,0
00
(8
)

29
,4
49
(9
)

27
,2
61
(8
)

26
,8
42
(8
)

26
,4
82
(8
)

23
,7
43
(8
)

1,
83
8(
5)

2,
78
0(
5)

年
度
別

有
料
観
覧

※
無
料

観
覧
者

観
覧
者

総
　
数

開
館
日
数

平
　
均

観
覧
券
種
別

出
身
別

計
大
人
個
人（
％
）

県
　
内

県
　
外

外
　
国

大
人
団
体（
％
）
小
人
個
人（
％
）
小
人
団
体（
％
）
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４　市町村別団体入館者数

※学校数や団体数が「0」で人数が表示されているのは、大人の団体に含まれる子供、修学旅行・子供の団体の引率等です。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

19 
5 
2 
1 
4 
3 
10 
3 
4 
6 
3 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
3 
92 

1,949 
351 
209 
4 
93 
365 
537 
255 
309 
634 
296 
13 
0 
6 
26 
97 
25 
89 
129 
21 
0 
0 
68 
0 
0 

151 
67 
92 
135 
84 
15 
16 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
36 
29 

6,115 

3 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
12 

597 
173 
0 
0 
0 
0 
24 
221 
80 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

197 
0 
0 
0 
0 
0 

279 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
9 
0 

1,593 

1 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 

21 
615 
0 
0 
0 
16 
0 
0 

275 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

303 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1,243 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

23 
10 
2 
1 
4 
4 
11 
5 
6 
6 
4 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
3 

113 

2,567 
1,139 
209 
4 
93 
381 
561 
476 
664 
634 
309 
13 
0 
6 
26 
97 
25 
89 
129 
21 
303 
0 

265 
0 
0 

151 
67 
92 
414 
84 
15 
16 
0 
0 
13 
0 
14 
0 
0 
45 
29 

8,951 

5 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 

398 
85 
51 
2 
15 
76 
56 
120 
73 
40 
18 
4 
0 
3 
4 
10 
5 
10 
15 
4 
16 
155 
14 
0 
0 
8 
3 
5 
50 
14 
3 
4 
0 
0 
4 
0 
5 
0 
0 
16 
9 

1,295 

28 
10 
4 
1 
4 
6 
11 
7 
8 
7 
4 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
5 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
3 

133 

2,965 
1,224 
260 
6 

108 
457 
617 
596 
737 
674 
327 
17 
0 
9 
30 
107 
30 
99 
144 
25 
319 
155 
279 
0 
0 

159 
70 
97 
464 
98 
18 
20 
0 
0 
17 
0 
19 
0 
0 
61 
38 

10,246 

那 覇 市
うるま市
宜野湾市
宮古島市
石 垣 市
浦 添 市
名 護 市
糸 満 市
沖 縄 市
豊見城市
南 城 市
国 頭 村
大宜味村
東 村
今帰仁村
本 部 町
恩 納 村
宜野座村
金 武 町
伊 江 村
読 谷 村
嘉手納町
北 谷 町
北中城村
中 城 村
西 原 町
八重瀬町
与那原町
南風原町
久米島町
渡嘉敷村
座間味村
粟 国 村
渡名喜村
南大東村
北大東村
伊平屋村
伊是名村
多良間村
竹 富 町
与那国町

市町村名
小学校

学校 人数
中学校

学校 人数
高等学校 学校

総数 人数
その他の団体

学校 人数
短大・大学・専修
学校 人数 団体

統　計
人数 団体数 人数

合　計
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５　都道府県別団体入館者数

※学校数や団体数が「0」で人数が表示されているのは、大人の団体に含まれる子供、修学旅行・子供の団体の引率等です。

市町村名
小学校

学校 人数
中学校

学校 人数
高等学校 学校

総数 人数 その他の団体
学校 人数

短大・大学・専修
学校 人数 団体

統　計
人数 団体数 人数

合　計

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

92 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 6,115 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
6 
0 
1 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
 33 

 12 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

966 
17 
0 
0 
0 
0 
88 
0 
0 
0 

928 
0 
4 
0 

709 
166 
0 
0 
0 
0 
62 
473 
0 
0 
0 
0 
0 

233 
0 
0 

188 
0 
0 
0 

3,834 

1,593 

1,682 
0 
0 

297 
0 
0 

465 
877 
919 
0 

3,621 
1,123 
3,966 
4,020 
379 
0 
0 
0 

439 
0 
0 

445 
2,619 
83 
0 

160 
1,836 
949 
58 
0 
0 
0 
0 

541 
0 
0 
0 
0 
0 
85 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 25,564 

 1,243 

12 
0 
0 
4 
0 
0 
5 
4 
4 
0 
16 
5 
25 
19 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
20 
2 
0 
4 
14 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

152 

9 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 

0 

12 
0 
0 
4 
0 
0 
5 
4 
4 
0 
16 
5 
33 
20 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
27 
2 
1 
4 
19 
6 
1 
1 
0 
0 
1 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 

187 

 113 

1,682 
0 
0 

297 
0 
0 

465 
877 
919 
0 

3,621 
1,123 
4,932 
4,037 
379 
0 
0 
0 

527 
0 
0 

445 
3,566 
83 
4 

160 
2,545 
1,115 
58 
18 
0 
0 
62 

1,014 
0 
0 
0 
0 
0 

318 
0 
0 

188 
0 
0 
0 

28,435 

82951 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
14 
5 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
5 
0 
1 
6 
11 
6 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
60 

20 

93 
0 
0 
15 
0 
0 
32 
54 
51 
0 

266 
57 
387 
210 
15 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
38 
241 
9 
6 
33 
185 
101 
16 
2 
0 
0 
9 
61 
0 
0 
0 
0 
0 

478 
0 
0 
16 
3 
0 
0 

2,416 

1,295 

12 
0 
0 
4 
0 
0 
5 
4 
4 
0 
18 
5 
47 
25 
2 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
4 
32 
2 
2 
10 
30 
12 
4 
1 
0 
0 
2 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
2 
1 
0 
0 

247 

133 

1,775 
0 
0 

312 
0 
0 

497 
931 
970 
0 

3,887 
1,180 
5,319 
4,247 
394 
0 
0 
0 

565 
0 
0 

483 
3,807 
92 
10 
193 
2,730 
1,216 
74 
20 
0 
0 
71 

1,075 
0 
0 
0 
0 
0 

796 
0 
0 

204 
3 
0 
0 

30,851 

 10,246

北 海 道
青 森 県
岩 手 県
宮 城 県
秋 田 県
山 形 県
福 島 県
茨 城 県
栃 木 県
群 馬 県
埼 玉 県
千 葉 県
東 京 都
神奈川県
新 潟 県
富 山 県
石 川 県
福 井 県
山 梨 県
長 野 県
岐 阜 県
静 岡 県
愛 知 県
三 重 県
滋 賀 県
京 都 府
大 阪 府
兵 庫 県
奈 良 県
和歌山県
鳥 取 県
島 根 県
岡 山 県
広 島 県
山 口 県
徳 島 県
香 川 県
愛 媛 県
高 知 県
福 岡 県
佐 賀 県
長 崎 県
熊 本 県
大 分 県
宮 崎 県
鹿児島県

沖 縄 県

４　市町村別団体入館者数

※学校数や団体数が「0」で人数が表示されているのは、大人の団体に含まれる子供、修学旅行・子供の団体の引率等です。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

19 
5 
2 
1 
4 
3 
10 
3 
4 
6 
3 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
3 
92 

1,949 
351 
209 
4 
93 
365 
537 
255 
309 
634 
296 
13 
0 
6 
26 
97 
25 
89 
129 
21 
0 
0 
68 
0 
0 

151 
67 
92 
135 
84 
15 
16 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
36 
29 

6,115 

3 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
12 

597 
173 
0 
0 
0 
0 
24 
221 
80 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

197 
0 
0 
0 
0 
0 

279 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
9 
0 

1,593 

1 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 

21 
615 
0 
0 
0 
16 
0 
0 

275 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

303 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1,243 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

23 
10 
2 
1 
4 
4 
11 
5 
6 
6 
4 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
3 

113 

2,567 
1,139 
209 
4 
93 
381 
561 
476 
664 
634 
309 
13 
0 
6 
26 
97 
25 
89 
129 
21 
303 
0 

265 
0 
0 

151 
67 
92 
414 
84 
15 
16 
0 
0 
13 
0 
14 
0 
0 
45 
29 

8,951 

5 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 

398 
85 
51 
2 
15 
76 
56 
120 
73 
40 
18 
4 
0 
3 
4 
10 
5 
10 
15 
4 
16 
155 
14 
0 
0 
8 
3 
5 
50 
14 
3 
4 
0 
0 
4 
0 
5 
0 
0 
16 
9 

1,295 

28 
10 
4 
1 
4 
6 
11 
7 
8 
7 
4 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
5 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
3 

133 

2,965 
1,224 
260 
6 

108 
457 
617 
596 
737 
674 
327 
17 
0 
9 
30 
107 
30 
99 
144 
25 
319 
155 
279 
0 
0 

159 
70 
97 
464 
98 
18 
20 
0 
0 
17 
0 
19 
0 
0 
61 
38 

10,246 

那 覇 市
うるま市
宜野湾市
宮古島市
石 垣 市
浦 添 市
名 護 市
糸 満 市
沖 縄 市
豊見城市
南 城 市
国 頭 村
大宜味村
東 村
今帰仁村
本 部 町
恩 納 村
宜野座村
金 武 町
伊 江 村
読 谷 村
嘉手納町
北 谷 町
北中城村
中 城 村
西 原 町
八重瀬町
与那原町
南風原町
久米島町
渡嘉敷村
座間味村
粟 国 村
渡名喜村
南大東村
北大東村
伊平屋村
伊是名村
多良間村
竹 富 町
与那国町

市町村名
小学校

学校 人数
中学校

学校 人数
高等学校 学校

総数 人数
その他の団体

学校 人数
短大・大学・専修
学校 人数 団体

統　計
人数 団体数 人数

合　計
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北海道北海道

青森青森

秋田秋田 岩手岩手

山形山形

栃木栃木

茨城茨城
群馬群馬

埼玉埼玉

千葉千葉神奈川神奈川
東京東京山梨山梨

⾧野⾧野

静岡静岡愛知愛知

岐阜岐阜

富山富山
石川石川

福井福井

滋賀滋賀

三重三重
奈良奈良

和歌山和歌山

大阪大阪

京都京都兵庫兵庫
岡山岡山

鳥取鳥取

島根島根

広島広島

山口山口

福岡福岡

大分大分

宮崎宮崎

鹿児島鹿児島

熊本熊本

佐賀佐賀

⾧崎⾧崎

香川香川
徳島徳島

高知高知愛媛愛媛

福島福島新潟新潟

宮城宮城

9校
809人

（2.6％）

12校
1,775人

（ 5.8％ ）

42校
5,249人
（17％）

0校
0人
（ 0％）

11校
1,146人
（3.7％）

9校
1,003人
（ 3.3％）

61校
4,335人
（14％）

103校
16,534人
（53.6％）

●対象は、県外の小・中学校、高等学校、専門学校、大学とする。
●（　）内の％は、各地方の修学旅行団入館者数を、それぞれ修学
旅行団入館者総数（30,851）にて除した数である。

  県外修学旅行団の入館総数
　247校 / 30,851人

県外修学旅行団の地方別入館状況
沖縄県平和祈念資料館　令和3(2021)年度実績

北海道 
東　北
関　東
中　部
近　畿
中　国
四　国
九　州

（令和2年度実績　106校／14,727人）

令和元年度 令和2年度 令和3年度
1,775人
809人

16,534人
5,249人
4,335人
1,146人

0人
1,003人

993人
247人

7,481人
2,152人
2,494人
1,157人

0人
203人

2,212人
2,756人
97,250人
33,908人
39,940人
8,706人
4,867人
4,029人

●対象は、県外の小・中学校、高等学校、専門学校、大学、その他
●（　）内の％は、各地方の団体入館者数を、それぞれ
　団体入館者総数（30,851）にて除した数

北海道北海道

青森青森

秋田秋田 岩手岩手

山形山形

栃木栃木

茨城茨城
群馬群馬

埼玉埼玉

千葉千葉神奈川神奈川
東京東京山梨山梨

⾧野⾧野

静岡静岡愛知愛知

岐阜岐阜

富山富山
石川石川

福井福井

滋賀滋賀

三重三重
奈良奈良

和歌山和歌山

大阪大阪

京都京都兵庫兵庫
岡山岡山

鳥取鳥取

島根島根

広島広島

山口山口

福岡福岡

大分大分

宮崎宮崎

鹿児島鹿児島

熊本熊本

佐賀佐賀

⾧崎⾧崎

香川香川
徳島徳島

高知高知愛媛愛媛

福島福島新潟新潟

宮城宮城

9校
809人

（2.6％）

12校
1,775人

（ 5.8％ ）

42校
5,249人
（17％）

0校
0人
（ 0％）

11校
1,146人
（3.7％）

9校
1,003人
（ 3.3％）

61校
4,335人
（14％）

103校
16,534人
（53.6％）

●対象は、県外の小・中学校、高等学校、専門学校、大学とする。
●（　）内の％は、各地方の修学旅行団入館者数を、それぞれ修学
旅行団入館者総数（30,851）にて除した数である。

  県外修学旅行団の入館総数
　247校 / 30,851人

県外修学旅行団の地方別入館状況
沖縄県平和祈念資料館　令和3(2021)年度実績

北海道 
東　北
関　東
中　部
近　畿
中　国
四　国
九　州

（令和2年度実績　106校／14,727人）

令和元年度 令和2年度 令和3年度
1,775人
809人

16,534人
5,249人
4,335人
1,146人

0人
1,003人

993人
247人

7,481人
2,152人
2,494人
1,157人

0人
203人

2,212人
2,756人
97,250人
33,908人
39,940人
8,706人
4,867人
4,029人

2021（令和3）年度
県外団体の入館総数
247団体 ／ 30,851人

〈 2020（令和2）年度実績　106団体／14,727人 〉

12団体

0団体

9団体

61団体

103団体

42団体

11団体

9団体
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Ⅸ　八重山平和祈念館
1　概　要

Ⅸ　八重山平和祈念館Ⅸ　八重山平和祈念館Ⅸ　八重山平和祈念館Ⅸ　八重山平和祈念館

１　概　要
　「戦争マラリア」の実相を後世に正しく伝えるとともに、人間の尊厳が保障される社会の構築と、

八重山地域から世界に向けて恒久平和の実現を訴える「平和の発信拠点」の形成を目指す。

　⑴　設立経過

1989年
（平成元）

５月28日
戦争マラリア犠牲者の遺族らが、篠原武夫琉球大学教授を会長に「沖
縄戦強制疎開マラリア犠牲者援護会」結成。国家補償を求めて活動を
開始する。

10月16日
沖縄県議会（９月定例会）において、「沖縄戦強制疎開マラリア犠牲者
の遺族補償に関する意見書」が決議される。

1995年
（平成７）

４月25日
与党戦後50年問題プロジェクトチームで、八重山地域を対象とする慰
藉事業の実施で合意。

12月25日

平成８年度国庫予算において、マラリア慰藉事業費として総額３億円
が認められる。
　慰藉事業の内訳
　　①慰霊碑建立
　　②八重山平和祈念館建設
　　③マラリア死没者慰藉の資料収集・編纂事業
　　④マラリア死没者慰藉のための追悼事業

1997年
（平成９）

３月31日 建物竣工

1998年
（平成10）

１月27日 八重山平和祈念館基本計画検討委員会開催（３月17日まで　計３回）

５月 八重山平和祈念館基本計画策定

11月20日
八重山平和祈念館監修委員会開催（翌年２月22日まで　計３回）
八重山平和祈念館展示設計及び展示製作業務発注（平成11年３月まで）

1999年
（平成11）

３月
「沖縄県立平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例」
一部改正。「八重山平和祈念館」は「沖縄県平和祈念資料館」の分館と
なる。

５月28日 八重山平和祈念館開館式典

５月29日 八重山平和祈念館一般公開

　⑵　施設の概要

　　①　延べ面積：520㎡

　　②　各室面積　第１展示室：130㎡

　　　　　　　　　第２展示室：120㎡

　　　　　　　　　保　管　室： 20㎡

　　　　　　　　　図　書　室： 30㎡

　　　　　　　　　会　議　室： 45㎡

　　　　　　　　　事　務　室： 30㎡

　⑶　開館時間

　　　午前９時～午後５時（入館は午後４時30分まで）

　⑷　休館日

　　　毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開館）及び年末年始（12月29日から１月３日まで）
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Ⅸ　八重山平和祈念館Ⅸ　八重山平和祈念館

１　概　要
　「戦争マラリア」の実相を後世に正しく伝えるとともに、人間の尊厳が保障される社会の構築と、

八重山地域から世界に向けて恒久平和の実現を訴える「平和の発信拠点」の形成を目指す。

　⑴　設立経過

1989年
（平成元）

５月28日
戦争マラリア犠牲者の遺族らが、篠原武夫琉球大学教授を会長に「沖
縄戦強制疎開マラリア犠牲者援護会」結成。国家補償を求めて活動を
開始する。

10月16日
沖縄県議会（９月定例会）において、「沖縄戦強制疎開マラリア犠牲者
の遺族補償に関する意見書」が決議される。

1995年
（平成７）

４月25日
与党戦後50年問題プロジェクトチームで、八重山地域を対象とする慰
藉事業の実施で合意。

12月25日

平成８年度国庫予算において、マラリア慰藉事業費として総額３億円
が認められる。
　慰藉事業の内訳
　　①慰霊碑建立
　　②八重山平和祈念館建設
　　③マラリア死没者慰藉の資料収集・編纂事業
　　④マラリア死没者慰藉のための追悼事業

1997年
（平成９）

３月31日 建物竣工

1998年
（平成10）

１月27日 八重山平和祈念館基本計画検討委員会開催（３月17日まで　計３回）

５月 八重山平和祈念館基本計画策定

11月20日
八重山平和祈念館監修委員会開催（翌年２月22日まで　計３回）
八重山平和祈念館展示設計及び展示製作業務発注（平成11年３月まで）

1999年
（平成11）

３月
「沖縄県立平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例」
一部改正。「八重山平和祈念館」は「沖縄県平和祈念資料館」の分館と
なる。

５月28日 八重山平和祈念館開館式典

５月29日 八重山平和祈念館一般公開

　⑵　施設の概要

　　①　延べ面積：520㎡

　　②　各室面積　第１展示室：130㎡

　　　　　　　　　第２展示室：120㎡

　　　　　　　　　保　管　室： 20㎡

　　　　　　　　　図　書　室： 30㎡

　　　　　　　　　会　議　室： 45㎡

　　　　　　　　　事　務　室： 30㎡

　⑶　開館時間

　　　午前９時～午後５時（入館は午後４時30分まで）

　⑷　休館日

　　　毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開館）及び年末年始（12月29日から１月３日まで）
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Ⅸ　八重山平和祈念館Ⅸ　八重山平和祈念館

１　概　要
　「戦争マラリア」の実相を後世に正しく伝えるとともに、人間の尊厳が保障される社会の構築と、

八重山地域から世界に向けて恒久平和の実現を訴える「平和の発信拠点」の形成を目指す。

　⑴　設立経過

1989年
（平成元）

５月28日
戦争マラリア犠牲者の遺族らが、篠原武夫琉球大学教授を会長に「沖
縄戦強制疎開マラリア犠牲者援護会」結成。国家補償を求めて活動を
開始する。

10月16日
沖縄県議会（９月定例会）において、「沖縄戦強制疎開マラリア犠牲者
の遺族補償に関する意見書」が決議される。

1995年
（平成７）

４月25日
与党戦後50年問題プロジェクトチームで、八重山地域を対象とする慰
藉事業の実施で合意。

12月25日

平成８年度国庫予算において、マラリア慰藉事業費として総額３億円
が認められる。
　慰藉事業の内訳
　　①慰霊碑建立
　　②八重山平和祈念館建設
　　③マラリア死没者慰藉の資料収集・編纂事業
　　④マラリア死没者慰藉のための追悼事業

1997年
（平成９）

３月31日 建物竣工

1998年
（平成10）

１月27日 八重山平和祈念館基本計画検討委員会開催（３月17日まで　計３回）

５月 八重山平和祈念館基本計画策定

11月20日
八重山平和祈念館監修委員会開催（翌年２月22日まで　計３回）
八重山平和祈念館展示設計及び展示製作業務発注（平成11年３月まで）

1999年
（平成11）

３月
「沖縄県立平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例」
一部改正。「八重山平和祈念館」は「沖縄県平和祈念資料館」の分館と
なる。

５月28日 八重山平和祈念館開館式典

５月29日 八重山平和祈念館一般公開

　⑵　施設の概要

　　①　延べ面積：520㎡

　　②　各室面積　第１展示室：130㎡

　　　　　　　　　第２展示室：120㎡

　　　　　　　　　保　管　室： 20㎡

　　　　　　　　　図　書　室： 30㎡

　　　　　　　　　会　議　室： 45㎡

　　　　　　　　　事　務　室： 30㎡

　⑶　開館時間

　　　午前９時～午後５時（入館は午後４時30分まで）

　⑷　休館日

　　　毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開館）及び年末年始（12月29日から１月３日まで）
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Ⅸ　八重山平和祈念館Ⅸ　八重山平和祈念館

１　概　要
　「戦争マラリア」の実相を後世に正しく伝えるとともに、人間の尊厳が保障される社会の構築と、

八重山地域から世界に向けて恒久平和の実現を訴える「平和の発信拠点」の形成を目指す。

　⑴　設立経過

1989年
（平成元）

５月28日
戦争マラリア犠牲者の遺族らが、篠原武夫琉球大学教授を会長に「沖
縄戦強制疎開マラリア犠牲者援護会」結成。国家補償を求めて活動を
開始する。

10月16日
沖縄県議会（９月定例会）において、「沖縄戦強制疎開マラリア犠牲者
の遺族補償に関する意見書」が決議される。

1995年
（平成７）

４月25日
与党戦後50年問題プロジェクトチームで、八重山地域を対象とする慰
藉事業の実施で合意。

12月25日

平成８年度国庫予算において、マラリア慰藉事業費として総額３億円
が認められる。
　慰藉事業の内訳
　　①慰霊碑建立
　　②八重山平和祈念館建設
　　③マラリア死没者慰藉の資料収集・編纂事業
　　④マラリア死没者慰藉のための追悼事業

1997年
（平成９）

３月31日 建物竣工

1998年
（平成10）

１月27日 八重山平和祈念館基本計画検討委員会開催（３月17日まで　計３回）

５月 八重山平和祈念館基本計画策定

11月20日
八重山平和祈念館監修委員会開催（翌年２月22日まで　計３回）
八重山平和祈念館展示設計及び展示製作業務発注（平成11年３月まで）

1999年
（平成11）

３月
「沖縄県立平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例」
一部改正。「八重山平和祈念館」は「沖縄県平和祈念資料館」の分館と
なる。

５月28日 八重山平和祈念館開館式典

５月29日 八重山平和祈念館一般公開

　⑵　施設の概要

　　①　延べ面積：520㎡

　　②　各室面積　第１展示室：130㎡

　　　　　　　　　第２展示室：120㎡

　　　　　　　　　保　管　室： 20㎡

　　　　　　　　　図　書　室： 30㎡

　　　　　　　　　会　議　室： 45㎡

　　　　　　　　　事　務　室： 30㎡

　⑶　開館時間

　　　午前９時～午後５時（入館は午後４時30分まで）

　⑷　休館日

　　　毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開館）及び年末年始（12月29日から１月３日まで）
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Ⅸ　八重山平和祈念館Ⅸ　八重山平和祈念館

１　概　要
　「戦争マラリア」の実相を後世に正しく伝えるとともに、人間の尊厳が保障される社会の構築と、

八重山地域から世界に向けて恒久平和の実現を訴える「平和の発信拠点」の形成を目指す。

　⑴　設立経過

1989年
（平成元）

５月28日
戦争マラリア犠牲者の遺族らが、篠原武夫琉球大学教授を会長に「沖
縄戦強制疎開マラリア犠牲者援護会」結成。国家補償を求めて活動を
開始する。

10月16日
沖縄県議会（９月定例会）において、「沖縄戦強制疎開マラリア犠牲者
の遺族補償に関する意見書」が決議される。

1995年
（平成７）

４月25日
与党戦後50年問題プロジェクトチームで、八重山地域を対象とする慰
藉事業の実施で合意。

12月25日

平成８年度国庫予算において、マラリア慰藉事業費として総額３億円
が認められる。
　慰藉事業の内訳
　　①慰霊碑建立
　　②八重山平和祈念館建設
　　③マラリア死没者慰藉の資料収集・編纂事業
　　④マラリア死没者慰藉のための追悼事業

1997年
（平成９）

３月31日 建物竣工

1998年
（平成10）

１月27日 八重山平和祈念館基本計画検討委員会開催（３月17日まで　計３回）

５月 八重山平和祈念館基本計画策定

11月20日
八重山平和祈念館監修委員会開催（翌年２月22日まで　計３回）
八重山平和祈念館展示設計及び展示製作業務発注（平成11年３月まで）

1999年
（平成11）

３月
「沖縄県立平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例」
一部改正。「八重山平和祈念館」は「沖縄県平和祈念資料館」の分館と
なる。

５月28日 八重山平和祈念館開館式典

５月29日 八重山平和祈念館一般公開

　⑵　施設の概要

　　①　延べ面積：520㎡

　　②　各室面積　第１展示室：130㎡

　　　　　　　　　第２展示室：120㎡

　　　　　　　　　保　管　室： 20㎡

　　　　　　　　　図　書　室： 30㎡

　　　　　　　　　会　議　室： 45㎡

　　　　　　　　　事　務　室： 30㎡

　⑶　開館時間

　　　午前９時～午後５時（入館は午後４時30分まで）

　⑷　休館日

　　　毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開館）及び年末年始（12月29日から１月３日まで）
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⑸　観覧料

通常料金 団体料金
（※団体は20名以上）

大　人 100円 70円

小　人
（小学～大学生）

50円 35円

　⑹　常設展の展示構成

　　①アジア・太平洋戦争に起因する沖縄戦

　　②沖縄戦と八重山

　　③戦争マラリアの悲劇

　　④マラリア根絶に向かって

　　⑤戦争マラリア援護会の活動

　　⑥八重山地域における平和発信拠点を目指して

　⑺　展示の内容

　　①写真、地図、絵のパネル等

　　②戦前の切手、紙幣、硬貨等

　　③遺品類（ハガキ、キセル等）

　　④高熱に苦しむ母子像（マラリア患者の看病の様子）

　　⑤児童生徒の平和メッセージ展の八重山地区受賞作品（詩、図画、作文）

うりずんの季節には、色とりどりの花が通る人の目を楽しませ
当館の来館者を出迎えてくれます

地域の婦人会（新栄町婦人会）の方々による念入りな花壇の手入れにより
石垣市婦人連合会主催「花と緑あふれる地域コンクール」にて

6 年連続「最優秀賞」を受賞いたしました。
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⑸　観覧料

通常料金 団体料金
（※団体は20名以上）

大　人 100円 70円

小　人
（小学～大学生）

50円 35円

　⑹　常設展の展示構成

　　①アジア・太平洋戦争に起因する沖縄戦

　　②沖縄戦と八重山

　　③戦争マラリアの悲劇

　　④マラリア根絶に向かって

　　⑤戦争マラリア援護会の活動

　　⑥八重山地域における平和発信拠点を目指して

　⑺　展示の内容

　　①写真、地図、絵のパネル等

　　②戦前の切手、紙幣、硬貨等

　　③遺品類（ハガキ、キセル等）

　　④高熱に苦しむ母子像（マラリア患者の看病の様子）

　　⑤児童生徒の平和メッセージ展の八重山地区受賞作品（詩、図画、作文）

うりずんの季節には、色とりどりの花が通る人の目を楽しませ
当館の来館者を出迎えてくれます

地域の婦人会（新栄町婦人会）の方々による念入りな花壇の手入れにより
石垣市婦人連合会主催「花と緑あふれる地域コンクール」にて

6 年連続「最優秀賞」を受賞いたしました。
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うりずんの季節には、色とりどりの花が通る人の目を楽しませ当館の来館者を出迎えてくれます

－ 49－

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

Ⅸ

Ⅹ

Ⅺ

Ⅻ

概

要

調
査
研
究

事

業

展
示
企
画

事

業

資
料
収
集
・

活
用
事
業

教
育
普
及

事

業

広
報
活
動
・

出

版

等

そ
の
他
の

事

業

入
館
者
状
況

八
重
山
平
和

祈

念

館

友

の

会

活
動
報
告

関
係
条
例
・

規
則
・
要
綱

年

度

別

入
館
状
況

平面図

２　施　設

── 55 ──

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

Ⅸ

Ⅹ

ⅩⅠ

ⅩⅡ

概

　
要

調
査
研
究

事

業

展
示
企
画

事

業

資
料
収
集
・

活
用
事
業

教
育
普
及

事

業

広
報
活
動
・

出

版

等

そ
の
他
の

事

業

入
館
者
状
況

八
重
山
平
和

祈

念

館

友

の

会

活
動
報
告

関
係
条
例
・

規
則
・
要
綱

年

度

別

入
館
状
況

第１展示室

畜
舎
で
の
薬
剤
散
布

撒
布
に
向
か
う
防
あ
つ
所
職
員

防
あ
つ
所
職
員
の
ス
ナ
ッ
プ

ハ
マ
ダ
ラ
蚊
の
写
真

コ
ダ
カ
ハ
マ
ダ
ラ
蚊
の

生
息
分
布
・
石
垣
島

八
重
山
群
島
住
民
の

年
次
的
マ
ラ
リ
ア
罹
患
状
況

戦
時
中
の
八
重
山
地
域
の

マ
ラ
リ
ア
発
生
と
死
亡
者
状
況

ソ
ロ
モ
ン
の

子
供
達

マ
ラ
リ
ア
撲
滅
計
画
表噴
霧
器
・
散
粉
器

マ
ス
ク
・
顕
微
鏡

マ
ラ
リ
ア

原
虫
写
真

マ
ラ
リ
ア

と
はキ
ナ
の
木
記
事

高
熱
に
苦
し
む
母
子
像

東
畑
参
謀
長
の

軍
命
を
示
す

手
記
（
複
製
）

マ
ラ
リ
ア
発
生
状
況
調
査
綴

蚊
族
幼
虫
調
査
月
表

ウ
ィ
ラ
ー
博
士
依
頼

「
マ
ラ
リ
ア
発
生
状
況
調
査
綴
」

「
マ
ラ
リ
ア
患
者
発
生
状
況
報
告
」

「
マ
ラ
リ
ア
防
逷
に
関
す
る
書
類
」

「
マ
ラ
リ
ア
患
者
原
簿
」

「
マ
ラ
リ
ア
原
虫
保
有
者
名
簿
」

「
脾
腫
患
者
名
簿
」

「
マ
ラ
リ
ア
保
有
者
発
病
者
統
計
表
」

「
薬
剤
散
布
報
告
書
綴
」

「
藪
伐
採
関
係
書
類
綴
」

「
蚊
族
（
幼
虫
）
調
査
月
表
綴
」
D
D
Tの
薬
剤
調
合

マ
ラ
リ
ア
の
注
意
文
書

撲
滅
協
力
文
な
ど

マ
ラ
リ
ア
の
注
意
文
書

撲
滅
協
力
文
な
ど

受
診
証

ア
テ
ブ
リ
ン

受
診
証

ア
テ
ブ
リ
ン

終
戦
を
伝
え
る

新
聞
終
戦
を
伝
え
る

新
聞

サ
ン
サ
ン

潮
平
實
保
氏

日
記
（
複
製
）

潮
平
實
保
氏

日
記
（
複
製
）

み
の
か
さ
部
隊

の
鉄
カ
ブ
ト

み
の
か
さ
部
隊

の
鉄
カ
ブ
ト

ハ
マ
ダ
ラ
蚊
の
駆
除

マ
ラ
リ
ア
原
虫
検
鏡

ウ
ィ
ラ
ー
博
士
の

顔
写
真

ウ
ィ
ラ
ー
プ
ラ
ン
に
基
づ
く

採
血
の
様
子

西
表
島
・
戦
前
の

マ
ラ
リ
ア
に
よ
る
廃
屋

八
重
山
戦
後
・

武
器
海
中
投
棄

忘
勿
石
の
拓
本
空
撮
に
よ
る

避
難
経
路
及
び
避
難
地

戦
時
中
の
マ
ラ
リ
ア
有
病
地
へ
の

退
去
（
強
制
避
難
） 徴
用
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

軍
の
防
空
壕

脾
臓
検
診
の
様
子

日
本
軍
が
使
用
し
て

い
た
防
毒
面
・
水
筒
類

鉄
製
ヘ
ル
メ
ッ
ト
・
刀
の
柄

革
製
銃
剣
差
し
・
落
下
傘
信
号
銃

軍
隊
で
の
教
科
書
類

教
育
勅
語
・
旗
の
日

軍
隊
手
帳

奉
公
袋
と
そ
の
中
に
入
っ
て
い
た
も
の

大
日
本
国
防
婦
人
会
の
た
す
き

千
人
針

死
亡
告
知
書

（
複
製
）

開
戦
を
伝
え
る
新
聞

戦
前
・
戦
中
の
雑
誌

戦
前
・
戦
中
の
教
科
書
類

戦
前
・
戦
中
の
紙
幣

硬
貨
・
切
手
類

保
険
証
領
収
書

証
券
類

か
ん
ざ
し
・
キ
セ
ル

た
ば
こ
入
れ
等
の

戦
前
・
戦
中
の

生
活
用
具

マ
ラ
リ
ア
看
病
の
様
子

報
告
板

避
難
小
屋
の
絵

避
難
小
屋
の
模
型

石
垣
島
白
水
の
戦
争

遺
跡
群
ジ
オ
ラ
マ

名
蔵
・
白
水
の
八
重
山
支
庁
壕
跡

空
襲
避
難
を
示
し
た
絵

避
難
所
の
カ
マ
ド
跡
の
模
型

死
者
埋
葬
の
絵
避
難
地
で
あ
る
白
水
か
ら

採
取
し
た
遺
留
品

マ
ラ
リ
ア
犠
牲
者
後
援
会

総
決
起
大
会
・
遺
族
の
方
々

マ
ラ
リ
ア
慰
謝
事
業
の
概
要

「
マ
ラ
リ
ア
犠
牲
者
追
悼
式
」・
遺
族
の
献
花

『
悲
し
み
を
の
り
越
え
て
』
の

証
言
集
が
読
め
る
コ
ー
ナ
ー戦
争
マ
ラ
リ
ア
に

関
す
る
ビ
デ
オ
を

視
聴
で
き
る
テ
レ
ビ

援護
会・
厚生
省

へ要
請行
動

「
マ
ラ
リ
ア
犠
牲
者
追
悼
式
」

遺
族
会
参
列

援
護
会
の
主
な
活
動

厚
生
省
へ
の
陳
情
書

ソ
ロ
モ
ン
で
の

ボ
ウ
フ
ラ
採
取

ソ
ロ
モ
ン
の
蚊
取
線
香

作
製
風
景

ア
ン
ケ
ー
ト
コ
ー
ナ
ー

八
重
山
戦
争
マ
ラ
リ
ア

犠
牲
者
慰
霊
之
碑
の
石

平
和
の
礎
の
パ
ネ
ル

八
重
山
戦
争
マ
ラ
リ
ア

犠
牲
者
慰
霊
之
碑
の
パ
ネ
ル

世
界
地
図
に
よ
る

マ
ラ
リ
ア
有
病
地
帯
の
現
状

後
援
会
の
た
す
き 陳
情
書

後
援
会
組
織
図

戦
前
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
生
活
用
具

及
び
農
耕
具

米
軍
の
上
陸
と
進
攻

沖
縄
戦

米
軍
上
陸

沖
縄
戦

対
空
放
火

沖
縄
戦

各
地
を
進
む
戦
車

沖
縄
戦

壕
か
ら
親
子
を
助
け
る

米
兵

沖
縄
戦
・
住
民
の
死

石
垣
島
防
衛
要
図

平
喜
名
飛
行
場
の
絵

戦
時
中
八
重
山
で
の

防
火
訓
練

八
重
山
農
学
校
の

軍
事
教
練

八
重
山
の
学
徒
達
が

沖
縄
本
島
旅
行
よ
り

帰
校
し
た
写
真

奉
安
殿

気
象
台
の
砲
弾
跡

平
和
の
礎
の
石

マ
ラ
リ
ア
犠
牲
者
調
査
表
録

篠
原
後
援
会
会
長
の
活
動
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
一
冊

石
垣
島
気
象
台
の

弾
痕
跡
・
外
壁
の

一
部

戦
争
マ
ラ
リ
ア
の

実
相
シ
ス
テ
ム

世
界
の
子
供
た
ち
の
パ
ネ
ル

「児
童・
生徒
の平
和メ
ッセ
ージ
展」

の八
重山
関係
優秀
作品
展示

ボ
ウ
フ
ラ
・
ハ
マ
ダ
ラ
蚊
の
写
真

キ
ナ
の
木

── 56 ──－ 50－
− 68 −



平面図

２　施　設

── 55 ──

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

Ⅸ

Ⅹ

ⅩⅠ

ⅩⅡ

概

　
要

調
査
研
究

事

業

展
示
企
画

事

業

資
料
収
集
・

活
用
事
業

教
育
普
及

事

業

広
報
活
動
・

出

版

等

そ
の
他
の

事

業

入
館
者
状
況

八
重
山
平
和

祈

念

館

友

の

会

活
動
報
告

関
係
条
例
・

規
則
・
要
綱

年

度

別

入
館
状
況

第１展示室

畜
舎
で
の
薬
剤
散
布

撒
布
に
向
か
う
防
あ
つ
所
職
員

防
あ
つ
所
職
員
の
ス
ナ
ッ
プ

ハ
マ
ダ
ラ
蚊
の
写
真

コ
ダ
カ
ハ
マ
ダ
ラ
蚊
の

生
息
分
布
・
石
垣
島

八
重
山
群
島
住
民
の

年
次
的
マ
ラ
リ
ア
罹
患
状
況

戦
時
中
の
八
重
山
地
域
の

マ
ラ
リ
ア
発
生
と
死
亡
者
状
況

ソ
ロ
モ
ン
の

子
供
達

マ
ラ
リ
ア
撲
滅
計
画
表噴
霧
器
・
散
粉
器

マ
ス
ク
・
顕
微
鏡

マ
ラ
リ
ア

原
虫
写
真

マ
ラ
リ
ア

と
はキ
ナ
の
木
記
事

高
熱
に
苦
し
む
母
子
像

東
畑
参
謀
長
の

軍
命
を
示
す

手
記
（
複
製
）

マ
ラ
リ
ア
発
生
状
況
調
査
綴

蚊
族
幼
虫
調
査
月
表

ウ
ィ
ラ
ー
博
士
依
頼

「
マ
ラ
リ
ア
発
生
状
況
調
査
綴
」

「
マ
ラ
リ
ア
患
者
発
生
状
況
報
告
」

「
マ
ラ
リ
ア
防
逷
に
関
す
る
書
類
」

「
マ
ラ
リ
ア
患
者
原
簿
」

「
マ
ラ
リ
ア
原
虫
保
有
者
名
簿
」

「
脾
腫
患
者
名
簿
」

「
マ
ラ
リ
ア
保
有
者
発
病
者
統
計
表
」

「
薬
剤
散
布
報
告
書
綴
」

「
藪
伐
採
関
係
書
類
綴
」

「
蚊
族
（
幼
虫
）
調
査
月
表
綴
」
D
D
Tの
薬
剤
調
合

マ
ラ
リ
ア
の
注
意
文
書

撲
滅
協
力
文
な
ど

マ
ラ
リ
ア
の
注
意
文
書

撲
滅
協
力
文
な
ど

受
診
証

ア
テ
ブ
リ
ン

受
診
証

ア
テ
ブ
リ
ン

終
戦
を
伝
え
る

新
聞
終
戦
を
伝
え
る

新
聞

サ
ン
サ
ン

潮
平
實
保
氏

日
記
（
複
製
）

潮
平
實
保
氏

日
記
（
複
製
）

み
の
か
さ
部
隊

の
鉄
カ
ブ
ト

み
の
か
さ
部
隊

の
鉄
カ
ブ
ト

ハ
マ
ダ
ラ
蚊
の
駆
除

マ
ラ
リ
ア
原
虫
検
鏡

ウ
ィ
ラ
ー
博
士
の

顔
写
真

ウ
ィ
ラ
ー
プ
ラ
ン
に
基
づ
く

採
血
の
様
子

西
表
島
・
戦
前
の

マ
ラ
リ
ア
に
よ
る
廃
屋

八
重
山
戦
後
・

武
器
海
中
投
棄

忘
勿
石
の
拓
本
空
撮
に
よ
る

避
難
経
路
及
び
避
難
地

戦
時
中
の
マ
ラ
リ
ア
有
病
地
へ
の

退
去
（
強
制
避
難
） 徴
用
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

軍
の
防
空
壕

脾
臓
検
診
の
様
子

日
本
軍
が
使
用
し
て

い
た
防
毒
面
・
水
筒
類

鉄
製
ヘ
ル
メ
ッ
ト
・
刀
の
柄

革
製
銃
剣
差
し
・
落
下
傘
信
号
銃

軍
隊
で
の
教
科
書
類

教
育
勅
語
・
旗
の
日

軍
隊
手
帳

奉
公
袋
と
そ
の
中
に
入
っ
て
い
た
も
の

大
日
本
国
防
婦
人
会
の
た
す
き

千
人
針

死
亡
告
知
書

（
複
製
）

開
戦
を
伝
え
る
新
聞

戦
前
・
戦
中
の
雑
誌

戦
前
・
戦
中
の
教
科
書
類

戦
前
・
戦
中
の
紙
幣

硬
貨
・
切
手
類

保
険
証
領
収
書

証
券
類

か
ん
ざ
し
・
キ
セ
ル

た
ば
こ
入
れ
等
の

戦
前
・
戦
中
の

生
活
用
具

マ
ラ
リ
ア
看
病
の
様
子

報
告
板

避
難
小
屋
の
絵

避
難
小
屋
の
模
型

石
垣
島
白
水
の
戦
争

遺
跡
群
ジ
オ
ラ
マ

名
蔵
・
白
水
の
八
重
山
支
庁
壕
跡

空
襲
避
難
を
示
し
た
絵

避
難
所
の
カ
マ
ド
跡
の
模
型

死
者
埋
葬
の
絵
避
難
地
で
あ
る
白
水
か
ら

採
取
し
た
遺
留
品

マ
ラ
リ
ア
犠
牲
者
後
援
会

総
決
起
大
会
・
遺
族
の
方
々

マ
ラ
リ
ア
慰
謝
事
業
の
概
要

「
マ
ラ
リ
ア
犠
牲
者
追
悼
式
」・
遺
族
の
献
花

『
悲
し
み
を
の
り
越
え
て
』
の

証
言
集
が
読
め
る
コ
ー
ナ
ー戦
争
マ
ラ
リ
ア
に

関
す
る
ビ
デ
オ
を

視
聴
で
き
る
テ
レ
ビ

援護
会・
厚生
省

へ要
請行
動

「
マ
ラ
リ
ア
犠
牲
者
追
悼
式
」

遺
族
会
参
列

援
護
会
の
主
な
活
動

厚
生
省
へ
の
陳
情
書

ソ
ロ
モ
ン
で
の

ボ
ウ
フ
ラ
採
取

ソ
ロ
モ
ン
の
蚊
取
線
香

作
製
風
景

ア
ン
ケ
ー
ト
コ
ー
ナ
ー

八
重
山
戦
争
マ
ラ
リ
ア

犠
牲
者
慰
霊
之
碑
の
石

平
和
の
礎
の
パ
ネ
ル

八
重
山
戦
争
マ
ラ
リ
ア

犠
牲
者
慰
霊
之
碑
の
パ
ネ
ル

世
界
地
図
に
よ
る

マ
ラ
リ
ア
有
病
地
帯
の
現
状

後
援
会
の
た
す
き 陳
情
書

後
援
会
組
織
図

戦
前
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
生
活
用
具

及
び
農
耕
具

米
軍
の
上
陸
と
進
攻

沖
縄
戦

米
軍
上
陸

沖
縄
戦

対
空
放
火

沖
縄
戦

各
地
を
進
む
戦
車

沖
縄
戦

壕
か
ら
親
子
を
助
け
る

米
兵

沖
縄
戦
・
住
民
の
死

石
垣
島
防
衛
要
図

平
喜
名
飛
行
場
の
絵

戦
時
中
八
重
山
で
の

防
火
訓
練

八
重
山
農
学
校
の

軍
事
教
練

八
重
山
の
学
徒
達
が

沖
縄
本
島
旅
行
よ
り

帰
校
し
た
写
真

奉
安
殿

気
象
台
の
砲
弾
跡

平
和
の
礎
の
石

マ
ラ
リ
ア
犠
牲
者
調
査
表
録

篠
原
後
援
会
会
長
の
活
動
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
一
冊

石
垣
島
気
象
台
の

弾
痕
跡
・
外
壁
の

一
部

戦
争
マ
ラ
リ
ア
の

実
相
シ
ス
テ
ム

世
界
の
子
供
た
ち
の
パ
ネ
ル

「児
童・
生徒
の平
和メ
ッセ
ージ
展」

の八
重山
関係
優秀
作品
展示

ボ
ウ
フ
ラ
・
ハ
マ
ダ
ラ
蚊
の
写
真

キ
ナ
の
木

── 56 ──－ 50－
− 69 −
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①企画展「戦
イクサ

 世
ユー

の始まりから未来の平
ヘイ

和
ワ

 世
ユー

を考える　～戦争は突然やってこない～　」
　満州事変を起点とし日中戦争、アジア・太平洋戦争を経て敗戦
にいたるまでの 15 年を十五年戦争と呼ぶことから、沖縄戦につ
いても満州事変から語られることが多いです。しかし、満州事変
以前、日露戦争、日清戦争と歴史を遡り、琉球処分へとつながる
1874（明治 7）年の台湾出兵が近世の戦世の始まりと言われてい
ます。そのきっかけとなった宮古島島民事件から 150 年の節目と
なる年に、1870 年代以降の世界、日本、沖縄・八重山の歴史を
振り返り、未来の平和世を考える機会になればと企画しました。
　展示にあたり、石垣市在住の個人の方が保管している資料「婦
人会記録（字新川）」を借用し展示しました。戦前の婦人会活動
が記録された貴重な資料を通して、日常生活が否応なく戦時体制
に巻き込まれていく様子を展示しました。また、本館からは展示
用手榴弾を借用しました。実物資料に直に触れることで、来館者
が少しでも戦世を知るきっかけとなるよう工夫しました。

【期間】2021（令和 3）年 12 月 15 日（水）～ 2022（令和 4）年１月 30 日（日）
【場所】八重山平和祈念館　第２展示室
【入場者】606 名

（１）展示活動

観覧の様子（展示用手榴弾を手に取る児童） 企画展を観覧する市民

来場者の感想（アンケートより）

●当時の新聞や教科書は大変貴重な資料で、証言とともに展示されているため、現実のこと
と認識を新たにしました。（女性、県外）

●今とは違う日本地図や、普段触ることのない手榴弾を触ることができたので良かったです。
（男性、13 歳、県外）

●小中高校と学校で戦争についてふれてきた上に、地域の高齢者から話を聞く機会もありま
したが、このようにきれいにまとめられ、実物を豊富に見られたのは良かったです。

　（男性、24 歳、八重山地域内）

●本島からみる戦争と八重山からみる視点が違っていて参考になりました。中国や台湾との
関係、日本政府の対応についても知られていない事実が多くあるなと感じました。歴史の
真実を後世に。すばらしい企画です。（男性、68 歳、県内）

●太平洋戦争を牡丹社事件からとらえたのはよかった。しめくくりの台湾事件と宮古住人と
の交流の話に救われるいい展示会でした。（女性、65 歳、八重山地域内）

3　事業概要
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①初任者教諭対象見学説明会
　　平和学習の場として当館を活用いただくことを目的として、小中学校の初任者教諭を対象とした

見学説明会を実施しました。のべ 19 名の先生方にご参加いただき、当館の設立経緯、利用手続き、
八重山の戦争、常設展示の解説を行いました。

　　説明会後、八重山教育事務所と意見交換を行い、平和学習担当教諭や八重山地域外からの転入教
諭にも見学説明会のニーズがあると思われるとのことでしたので、次年度の開催時に改善していく
予定です。

　【期間】2021（令和３）年 10 月７日（木）、11 月 18 日（木）

② 第 31 回「児童・生徒の平和メッセージ展」八重山会場
　八重山会場では、八重山地区の入選作品を含む多くの作品の展示を行いました。
　展示会場には、地域の児童生徒や入選者のご父兄等が訪れ、熱心に作品を観覧していました。
　【期間】2021（令和３）７月 14 日（水）～ 21 日（水）
　【場所】八重山平和祈念館　第２展示室
　【入場者】114 名

（２）平和教育活動

研修の様子 研修の様子

展示・観覧の様子
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（３）調査研究活動
　①戦争体験者の証言収集

真栄里ビーチの銃眼跡（遠景）。真ん中に人が出入りできる穴が開いているのがわかる。
満潮時には海中に隠れてしまう。

大盛清子さん（左）、与那国節子さん（右） 保里安枝さん（左）、田本徹さん（中）、田本浩さん（右）

②戦跡調査
　真栄里の戦争遺跡群（石垣市）
　　八重山諸島に配備された陸軍第 45 旅団は、米軍は石垣島南岸から上陸してくると予想し、多くの陣

地や壕を築きました。市街地やリゾートの開発のため埋められたものもあり、今回の調査では、多田浜
1 カ所、真栄里ビーチ（起沖電側）1 カ所を確認しました。

　【調査日】令和３年４月 12 日（月）

氏　　名

保
ほ り

里　 安
や す え

枝（旧姓：田
た も と

本）

田
た も と

本　　浩
ひろし

正
ま さ き

木　  譲
ゆずる

大
おおもり

盛　 清
き よ こ

子

与
よ な ぐ に

那国 節
せ つ こ

子

島
しまむら

村　 修
おさむ

大正 10 年

大正 13 年

昭和９年

昭和９年

昭和９年

大正 15 年

昭和８年の台風のこと（企画展に展示）

シンガポール陥落と飛行機墜落
（企画展に展示）
白水へ向かう途中、機銃掃射に襲われる

（企画展に展示）
機銃掃射の火の玉が顔のそばをかすめる

（企画展に展示）
日中戦争に出征した兄のこと、戦争マラリア
で亡くなった親族のこと、現地召集された自
身の体験談など（聞き取り調査）

石垣市

石垣市

石垣市

石垣市

石垣市

竹富町
（波照間島）

生まれ年 備　　　考出身地
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Ⅹ　沖縄県平和祈念資料館　友の会

Ⅹ　沖縄県平和祈念資料館友の会Ⅹ　沖縄県平和祈念資料館友の会

団　体 実施回数（対前年） 実施人数（対前年） 派遣講師（対前年）
高 等 学 校 6件（－62件） 2,018人（－10,072） 11人（－57）
中 学 校 6件（－41件） 2,049人（－4,522） 7人（－40）
小 学 校 1件（－17件） 105人（－9,813） 1人（－17）
そ の 他 6件（－51件） 1,830人（－1,725） 6人（－151）
合　計 19件（－171件） 6,002人（－26,132） 25人（－265）

県　内：小学校１校、中学校３校、高等学校１校
県　外：小学校０校、中学校３校、高等学校５校
その他：県内３件、県外３件
キャンセル　114件

４　2020（令和２）年度  平和講話・ガイド活動実績件数

Ⅹ　沖縄県平和祈念資料館友の会

１　活動内容
　⑴　県内学校及び地域における平和学習支援

　⑵　平和講話

　⑶　ポイントガイド（平和祈念公園地域の案内等）

　⑷　戦跡案内

　⑸　バス乗車による戦跡案内

　⑹　その他

２　申込方法
　別紙「派遣依頼申込書」に必要事項を記入の上、全

行程を含む旅行行程表を添えて下記の事務局まで、ＦＡＸまたは郵送してください。

　事務局：沖縄県平和祈念資料館友の会

　所在地：〒901-0333　沖縄県糸満市字摩文仁614番地の１

　ＴＥＬ：098－997－3844（沖縄県平和祈念資料館と同じ）

　ＦＡＸ：098－997－3947（沖縄県平和祈念資料館と同じ）

　　　　　＊学校名、団体名、連絡窓口、担当者名には必ずフリガナをつけてください。

　　　　　＊決定通知は事務局よりＦＡＸでお知らせします。

　　　　　＊電話での申込及び変更には応じられませんのでご了承ください。

３　申込条件
　⑴　申込締切は原則として２ヶ月前とします。

　⑵　平和学習の団体については事前学習を実施してください。

　⑶　協力金は次のとおりです。

内　　容 協　力　金

県内学校及び地域における学習支援 １回につき　 5,000円
平和講話　 １回につき　15,000円
ポイントガイド １回につき　 5,000 ～ 7,000円（時間により変動）

バス乗車 １回につき　10,000円
その他 要相談

※協力金は終了後直接本人にお渡しください。

⑷　事故に関しまして沖縄県平和祈念資料館友の会は一切責任を負いません。

平和講話の講師の皆さん
（写真提供：南城市立大里中学校）
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1　活動紹介

4　講話・ガイド活動状況　※新型コロナウイルス感染防止の中、下記の活動を行いました。

　沖縄県平和祈念資料館友の会 ( 以下、「友の会」という ) は、沖縄県平和祈念資料館設立理念をふまえ、
学校及び地域における平和学習支援活動を通して、沖縄戦の歴史的教訓を正しく次の世代に伝えるとともに
学習会等（平和講話、戦跡フィールドワーク、講演会、オンライン平和講話、研修会）の活動を行っています。

高等学校
中学校
小学校
その他
合　計

8
7
3
7

25

3711
1816
228
449

6204

14
11
2
9

36

( 2 )
( 1 )
( 2 )
( 1 )
( 6 )

( 1693 )
( -233 )
( 123 )
( -1381 )
( 202 )

( 3 )
( 4 )
( 1 )
( 3 )
( 11 )

団　体 実施件数 実施人数 派遣講師（ 前 年 度 比 ） （ 前 年 度 比 ） （ 前 年 度 比 ）

※キャンセル、日程変更件数 105 件

活動内容
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友の会定期総会 上原美智子副会長による開会挨拶

学習会

＜講師紹介：仲本 和彦＞
【プロフィール】
米メリーランド大学大学院卒業
記録管理学会員
外務省外交記録公開推進委員会外部有識者委員

（2010 年～ 2012 年）、
沖縄県史各論編現代部会専門委員、
八重瀬町史戦争編専門部会専門委員、
読谷村史編集委員会委員

（1）第 16 回友の会定期総会・学習会
日　時：2021（令和３）年 11 月 20 日 ( 土 )　13：00 ～ 17：00
場　所：沖縄県平和祈念資料館祈念ホール
内　容：①総　会　13：00 ～ 13：30
　　　　　参加者：14 名　　　

②学習会　14：00 ～ 17：00
　　　　　講　話：「米国における沖縄戦関連資料について」
　　　　　講　師：仲本和彦氏　沖縄県文化振興会 ( 公文書管理課資料公開班長 認証アーキビスト )　
　　　　　参加者：40 名

内　容：仲本氏は、米国メリーランド大学院卒業後、沖縄県公文書館の専門員として、
長年、米国における沖縄戦及び米国の沖縄統治に関する資料の調査収集に携
わってきました。現在、沖縄県公文書館には、文書 400 万頁、写真 12 万点、
動画 2,500 点、空中写真 3,500 点以上の記録が保管されています。学習会で
は、①米国での資料収集の成果～ビジュアル資料を中心に～、②沖縄県公文
書館におけるビジュアル資料の利用、③今後の課題などについて報告してい
ただきました。特に、「米軍作戦報告書を読み解く」は、米軍が綿密に計画を
立て、沖縄を調査研究していたかがわかる資料で、現在の市町村の戦跡調査
においても役に立つ興味深い内容でした。

5　2021（令和 3）年度 活動内容
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Ⅺ　関係条例・規則・要綱Ⅺ　関係条例・規則・要綱Ⅺ　関係条例・規則・要綱Ⅺ　関係条例・規則・要綱

１　沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例
　沖縄県立平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例（昭和49年沖縄県条例第30号） 

の全部を改正する。

〔設置〕

第１条　第二次世界大戦で貴い命を失ったすべての人々に哀悼の意を表すとともに、悲惨な戦争の教

訓を後世に伝え、世界の恒久平和の実現に寄与するため、沖縄県平和祈念資料館（以下「平和祈念

資料館」という。）及び平和の礎を設置する。

２　平和祈念資料館に分館として八重山平和祈念館を置く。

〔位置〕

第２条　平和祈念資料館（分館を除く。）及び平和の礎の位置は、糸満市字摩文仁とする。

２　八重山平和祈念館の位置は、石垣市新栄町とする。

〔事業〕

第３条　平和祈念資料館は、次に掲げる事業を行う。　　　　　　

　⑴　沖縄戦及び平和に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。

　⑵　沖縄戦に関する調査及び研究に関すること。

　⑶　沖縄戦における戦争体験の継承に関すること。

　⑷　平和に関する講演会、学習会等の平和を考える場の提供に関すること。

　⑸　その他設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

　〔平和祈念資料館の利用の禁止又は制限〕

第４条　知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、平和祈念資料館への入館を拒み、又は退

館を命ずることができる。

　⑴　資料又は建物若しくは附属設備をき損するおそれがある者

　⑵　公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反する行為を行うおそれがある者

　⑶　他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

　⑷　前３号に掲げる者のほか、利用させることが適当でない者

　〔観覧料〕

第５条　平和祈念資料館に展示している資料等を観覧しようとする者は、別表第１に定める観覧料を

納めなければならない。

２　平和祈念資料館において特別に展示する資料等を観覧させる場合の当該資料を観覧する者は、前

項の規定にかかわらず、500円を超えない範囲内でその都度知事が定める額の観覧料を納めなけれ

ばならない。

３　前２項の観覧料は、観覧の際に納めなければならない。

　〔使用の許可〕

第６条　別表第２に掲げる平和祈念資料館の施設又は附属設備（以下「施設等」という。）を使用し

ようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。許可を受けた者（以下「使用者」

という。）が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

２　知事は、施設等の管理上必要と認めるときは、前項の許可をするに当たり、条件を付すことがで

きる。

３　知事は、第１項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許

可をしないことができる。

　⑴　公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

　⑵　公益を害するおそれがあるとき。
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Ⅺ　関係条例・規則・要綱

1　沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例
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　⑶　施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

　⑷　前３号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があるとき。

　〔使用料〕

第７条　使用者は、別表第２に定める使用料を納めなけれはならない。

２　前項の使用料は、前納とする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、後納すること

ができる。　　　　　　　　　　　

〔観覧料又は使用料の減免〕

第８条　知事は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又は使用料を減額し、又は免除すること

ができる。

〔観覧料及び使用料の不還付〕

第９条　既に納付した観覧料及び使用料は、返還しない。ただし、知事が特別の理由があると認める

ときは、この限りではない。

〔使用権の譲渡等の禁止〕

第10条　使用者は、施設等を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

〔許可の取消し等〕　　

第11条　知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第６条第１項の許可を取り消し、又は施設

等の使用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。　

　⑴　この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

　⑵　偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

　⑶　許可に付した条件に違反したとき。

　⑷　第６条第３項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

〔原状回復義務〕　　　

第12条　使用者は、施設等の使用が終了したとき、又はその使用の許可が取り消されたときは、直ち

にこれを原状に回復して返還しなければならない。

〔平和の礎の管理〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第13条　平和の礎の管理は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の２第

３項の規定により、法人その他の団体であって知事の指定するもの（以下「指定管理者」という。）

に行わせるものとする。

〔指定管理者の業務〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第14条　指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

　⑴　第18条の規定による利用の禁止又は制限に関する業務

　⑵　平和の礎の工作物及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

　⑶　前２号に掲げるもののほか、平和の礎の管理運営に関して、知事が必要と認める業務

〔指定管理者の指定の申請〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第15条　第13条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他

規則で定める書類（以下「事業計画書等」という。）を添えて、知事に提出しなければならない。

〔指定管理者の指定〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第16条　知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、最も適切に

平和の礎の管理を行うことができると認められるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指

定管理者を指定するものとする。

　⑴　事業計画書等の内容が、県民の公平な利用を確保できるものであること。

　⑵　事業計画書等の内容が、平和の礎の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、効率的な

管理がなされるものであること。

　⑶　事業計画に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有するものであること。

　⑷　前３号に掲げるもののほか、平和の礎の設置目的を達成するために十分な能力を有するもので

── 64 ──

あること。

〔指定管理者の指定等の告示〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第17条　知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。　

２　前項の規定は、法第244条の２第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を

定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。

〔平和の礎の利用の禁止又は制限〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第18条　指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、平和の礎の観覧を拒否すること

ができる。

　⑴　工作物又は附属設備をき損するおそれがある者

　⑵　公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反する行為を行うおそれがある者

　⑶　他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

　⑷　前３号に掲げる者のほか、利用させることが適当でない者

〔損害の賠償等〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第19条　平和祈念資料館の資料若しくは建物若しくは附属設備又は平和の礎の工作物若しくは附属設

備を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は相当の代価をもって賠償しな

ければならない。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減額し、又は免

除することができる。

〔事業報告書の提出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第20条　指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、

知事に提出しなければならない。

〔運営協議会〕

第21条　平和祈念資料館の運営に関する重要事項について協議するため、沖縄県平和祈念資料館運営

協議会（以下「運営協議会」という。）を置く。

２　運営協議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

〔規則への委任〕

第22条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

　備　考

　平成12年３月31日全部改正（平成12年４月１日施行）、平成17年10月26日一部改正（平成18年４月

１日施行）、平成31年３月29日一部改正（令和元年10月１日施行）

　別表第１（第５条関係）

区　　　　　分
観　　　　覧　　　　料

個　人 20人以上の団体

平和祈念資料館
（分館を除く）

大　人 　 300円 １人につき　240円

小　人 　 150円 １人につき　100円

八重山平和祈念館
大　人 　 100円 １人につき　　70円

小　人 　　 50円 １人につき　　35円

備考

　１　この表において「大人」とは、学生を除く成年者をいう。

　２　この表において「小人」とは、学齢に達しない者を除く未成年者又は学生をいう。
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　⑶　施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

　⑷　前３号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があるとき。

　〔使用料〕

第７条　使用者は、別表第２に定める使用料を納めなけれはならない。

２　前項の使用料は、前納とする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、後納すること

ができる。　　　　　　　　　　　

〔観覧料又は使用料の減免〕

第８条　知事は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又は使用料を減額し、又は免除すること

ができる。

〔観覧料及び使用料の不還付〕

第９条　既に納付した観覧料及び使用料は、返還しない。ただし、知事が特別の理由があると認める

ときは、この限りではない。

〔使用権の譲渡等の禁止〕

第10条　使用者は、施設等を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

〔許可の取消し等〕　　

第11条　知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第６条第１項の許可を取り消し、又は施設

等の使用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。　

　⑴　この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

　⑵　偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

　⑶　許可に付した条件に違反したとき。

　⑷　第６条第３項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

〔原状回復義務〕　　　

第12条　使用者は、施設等の使用が終了したとき、又はその使用の許可が取り消されたときは、直ち

にこれを原状に回復して返還しなければならない。

〔平和の礎の管理〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第13条　平和の礎の管理は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の２第

３項の規定により、法人その他の団体であって知事の指定するもの（以下「指定管理者」という。）

に行わせるものとする。

〔指定管理者の業務〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第14条　指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

　⑴　第18条の規定による利用の禁止又は制限に関する業務

　⑵　平和の礎の工作物及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

　⑶　前２号に掲げるもののほか、平和の礎の管理運営に関して、知事が必要と認める業務

〔指定管理者の指定の申請〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第15条　第13条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他

規則で定める書類（以下「事業計画書等」という。）を添えて、知事に提出しなければならない。

〔指定管理者の指定〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第16条　知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、最も適切に

平和の礎の管理を行うことができると認められるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指

定管理者を指定するものとする。

　⑴　事業計画書等の内容が、県民の公平な利用を確保できるものであること。

　⑵　事業計画書等の内容が、平和の礎の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、効率的な

管理がなされるものであること。

　⑶　事業計画に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有するものであること。

　⑷　前３号に掲げるもののほか、平和の礎の設置目的を達成するために十分な能力を有するもので
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あること。

〔指定管理者の指定等の告示〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第17条　知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。　

２　前項の規定は、法第244条の２第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を

定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。

〔平和の礎の利用の禁止又は制限〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第18条　指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、平和の礎の観覧を拒否すること

ができる。

　⑴　工作物又は附属設備をき損するおそれがある者

　⑵　公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反する行為を行うおそれがある者

　⑶　他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

　⑷　前３号に掲げる者のほか、利用させることが適当でない者

〔損害の賠償等〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第19条　平和祈念資料館の資料若しくは建物若しくは附属設備又は平和の礎の工作物若しくは附属設

備を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は相当の代価をもって賠償しな

ければならない。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減額し、又は免

除することができる。

〔事業報告書の提出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第20条　指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、

知事に提出しなければならない。

〔運営協議会〕

第21条　平和祈念資料館の運営に関する重要事項について協議するため、沖縄県平和祈念資料館運営

協議会（以下「運営協議会」という。）を置く。

２　運営協議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

〔規則への委任〕

第22条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

　備　考

　平成12年３月31日全部改正（平成12年４月１日施行）、平成17年10月26日一部改正（平成18年４月

１日施行）、平成31年３月29日一部改正（令和元年10月１日施行）

　別表第１（第５条関係）

区　　　　　分
観　　　　覧　　　　料

個　人 20人以上の団体

平和祈念資料館
（分館を除く）

大　人 　 300円 １人につき　240円

小　人 　 150円 １人につき　100円

八重山平和祈念館
大　人 　 100円 １人につき　　70円

小　人 　　 50円 １人につき　　35円

備考

　１　この表において「大人」とは、学生を除く成年者をいう。

　２　この表において「小人」とは、学齢に達しない者を除く未成年者又は学生をいう。
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　⑶　施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

　⑷　前３号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があるとき。

　〔使用料〕

第７条　使用者は、別表第２に定める使用料を納めなけれはならない。

２　前項の使用料は、前納とする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、後納すること

ができる。　　　　　　　　　　　

〔観覧料又は使用料の減免〕

第８条　知事は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又は使用料を減額し、又は免除すること

ができる。

〔観覧料及び使用料の不還付〕

第９条　既に納付した観覧料及び使用料は、返還しない。ただし、知事が特別の理由があると認める

ときは、この限りではない。

〔使用権の譲渡等の禁止〕

第10条　使用者は、施設等を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

〔許可の取消し等〕　　

第11条　知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第６条第１項の許可を取り消し、又は施設

等の使用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。　

　⑴　この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

　⑵　偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

　⑶　許可に付した条件に違反したとき。

　⑷　第６条第３項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

〔原状回復義務〕　　　

第12条　使用者は、施設等の使用が終了したとき、又はその使用の許可が取り消されたときは、直ち

にこれを原状に回復して返還しなければならない。

〔平和の礎の管理〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第13条　平和の礎の管理は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の２第

３項の規定により、法人その他の団体であって知事の指定するもの（以下「指定管理者」という。）

に行わせるものとする。

〔指定管理者の業務〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第14条　指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

　⑴　第18条の規定による利用の禁止又は制限に関する業務

　⑵　平和の礎の工作物及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

　⑶　前２号に掲げるもののほか、平和の礎の管理運営に関して、知事が必要と認める業務

〔指定管理者の指定の申請〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第15条　第13条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他

規則で定める書類（以下「事業計画書等」という。）を添えて、知事に提出しなければならない。

〔指定管理者の指定〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第16条　知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、最も適切に

平和の礎の管理を行うことができると認められるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指

定管理者を指定するものとする。

　⑴　事業計画書等の内容が、県民の公平な利用を確保できるものであること。

　⑵　事業計画書等の内容が、平和の礎の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、効率的な

管理がなされるものであること。

　⑶　事業計画に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有するものであること。

　⑷　前３号に掲げるもののほか、平和の礎の設置目的を達成するために十分な能力を有するもので
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あること。

〔指定管理者の指定等の告示〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第17条　知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。　

２　前項の規定は、法第244条の２第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を

定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。

〔平和の礎の利用の禁止又は制限〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第18条　指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、平和の礎の観覧を拒否すること

ができる。

　⑴　工作物又は附属設備をき損するおそれがある者

　⑵　公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反する行為を行うおそれがある者

　⑶　他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

　⑷　前３号に掲げる者のほか、利用させることが適当でない者

〔損害の賠償等〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第19条　平和祈念資料館の資料若しくは建物若しくは附属設備又は平和の礎の工作物若しくは附属設

備を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は相当の代価をもって賠償しな

ければならない。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減額し、又は免

除することができる。

〔事業報告書の提出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第20条　指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、

知事に提出しなければならない。

〔運営協議会〕

第21条　平和祈念資料館の運営に関する重要事項について協議するため、沖縄県平和祈念資料館運営

協議会（以下「運営協議会」という。）を置く。

２　運営協議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

〔規則への委任〕

第22条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

　備　考

　平成12年３月31日全部改正（平成12年４月１日施行）、平成17年10月26日一部改正（平成18年４月

１日施行）、平成31年３月29日一部改正（令和元年10月１日施行）

　別表第１（第５条関係）

区　　　　　分
観　　　　覧　　　　料

個　人 20人以上の団体

平和祈念資料館
（分館を除く）

大　人 　 300円 １人につき　240円

小　人 　 150円 １人につき　100円

八重山平和祈念館
大　人 　 100円 １人につき　　70円

小　人 　　 50円 １人につき　　35円

備考

　１　この表において「大人」とは、学生を除く成年者をいう。

　２　この表において「小人」とは、学齢に達しない者を除く未成年者又は学生をいう。
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　別表第２（第７条関係）

　　１　施設使用料

区　　　　　分 単　　位 使　用　料

平和祈念資料館
（分館を除く）

ホ ー ル １時間につき 1,570円

展 示 室 １ 日 に つ き 4,540円

大会議室 １時間につき 620円

中会議室 １時間につき 430円

小会議室 １時間につき 190円

八重山平和祈念館 展 示 室 １時間につき 100円

　　２　附属設備使用料

種　別 単　　　　位 使　　用　　料

舞台器具 １回１点又は一式につき 700円以内で知事が定める額

音響器貝 １回１点又は一式につき 500円以内で知事が定める額

照明器具 １回１点又は一式につき 460円以内で知事が定める額

そ の 他 １回１点又は一式につき 1,260円以内で知事が定める額

備考

１　許可された使用時間を超過して使用する場合は、追加使用料を徴収する。この場合にお

いて、当該超過して使用した時間が１時間未満であるとき又は当該使用時間に１時間未満

の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間を１時間として計算する。

２　ホールを練習、準備のため専用して使用する場合の使用料の額は、この表の区分に従い、

当該区分に定める額の100分の30に相当する額とする。

３　１及び２において算出された使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てる。

４　施設の冷房を使用する場合は、その実費に相当する額を使用料として別に徴収する。　　

２　沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例施行規則
　沖縄県立平和祈念資料館及び平和の礎の管理に関する規則（昭和49年沖縄県規則第57号）の全部を

改正する。

〔趣旨〕

第１条　この規則は、沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例（平成12年沖

縄県条例第11号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　〔開館時間〕　

第２条　沖縄県平和祈念資料館（以下「平和祈念資料館」という。）の開館時間は、午前９時から午

後５時までとする。ただし、平和祈念資料館に展示している資料等の観覧のための展示室への入室

は午後４時30分までとする。

２　知事は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する開館時間外においても平和祈念資料

館を使用させることができる。

〔休館日〕

第３条　平和祈念資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、第１号に規定する休館日は、八重

山平和祈念館に限る。　　　　　　　　　　　　

　⑴　定期休館日　月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する

休日（元日を除く。）又は沖縄県慰霊の日を定める条例（昭和49年沖縄県条例第42号、以下「慰

霊の日を定める条例」という。）第２条に規定する慰霊の日に当たるときは、その日を除く。）
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　別表第２（第７条関係）

　　１　施設使用料

区　　　　　分 単　　位 使　用　料

平和祈念資料館
（分館を除く）

ホ ー ル １時間につき 1,570円

展 示 室 １ 日 に つ き 4,540円

大会議室 １時間につき 620円

中会議室 １時間につき 430円

小会議室 １時間につき 190円

八重山平和祈念館 展 示 室 １時間につき 100円

　　２　附属設備使用料

種　別 単　　　　位 使　　用　　料

舞台器具 １回１点又は一式につき 700円以内で知事が定める額

音響器貝 １回１点又は一式につき 500円以内で知事が定める額

照明器具 １回１点又は一式につき 460円以内で知事が定める額

そ の 他 １回１点又は一式につき 1,260円以内で知事が定める額

備考

１　許可された使用時間を超過して使用する場合は、追加使用料を徴収する。この場合にお

いて、当該超過して使用した時間が１時間未満であるとき又は当該使用時間に１時間未満

の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間を１時間として計算する。

２　ホールを練習、準備のため専用して使用する場合の使用料の額は、この表の区分に従い、

当該区分に定める額の100分の30に相当する額とする。

３　１及び２において算出された使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てる。

４　施設の冷房を使用する場合は、その実費に相当する額を使用料として別に徴収する。　　

２　沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例施行規則
　沖縄県立平和祈念資料館及び平和の礎の管理に関する規則（昭和49年沖縄県規則第57号）の全部を

改正する。

〔趣旨〕

第１条　この規則は、沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例（平成12年沖

縄県条例第11号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　〔開館時間〕　

第２条　沖縄県平和祈念資料館（以下「平和祈念資料館」という。）の開館時間は、午前９時から午

後５時までとする。ただし、平和祈念資料館に展示している資料等の観覧のための展示室への入室

は午後４時30分までとする。

２　知事は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する開館時間外においても平和祈念資料

館を使用させることができる。

〔休館日〕

第３条　平和祈念資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、第１号に規定する休館日は、八重

山平和祈念館に限る。　　　　　　　　　　　　

　⑴　定期休館日　月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する

休日（元日を除く。）又は沖縄県慰霊の日を定める条例（昭和49年沖縄県条例第42号、以下「慰

霊の日を定める条例」という。）第２条に規定する慰霊の日に当たるときは、その日を除く。）
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　別表第２（第７条関係）

　　１　施設使用料

区　　　　　分 単　　位 使　用　料

平和祈念資料館
（分館を除く）

ホ ー ル １時間につき 1,570円

展 示 室 １ 日 に つ き 4,540円

大会議室 １時間につき 620円

中会議室 １時間につき 430円

小会議室 １時間につき 190円

八重山平和祈念館 展 示 室 １時間につき 100円

　　２　附属設備使用料

種　別 単　　　　位 使　　用　　料

舞台器具 １回１点又は一式につき 700円以内で知事が定める額

音響器貝 １回１点又は一式につき 500円以内で知事が定める額

照明器具 １回１点又は一式につき 460円以内で知事が定める額

そ の 他 １回１点又は一式につき 1,260円以内で知事が定める額

備考

１　許可された使用時間を超過して使用する場合は、追加使用料を徴収する。この場合にお

いて、当該超過して使用した時間が１時間未満であるとき又は当該使用時間に１時間未満

の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間を１時間として計算する。

２　ホールを練習、準備のため専用して使用する場合の使用料の額は、この表の区分に従い、

当該区分に定める額の100分の30に相当する額とする。

３　１及び２において算出された使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てる。

４　施設の冷房を使用する場合は、その実費に相当する額を使用料として別に徴収する。　　

２　沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例施行規則
　沖縄県立平和祈念資料館及び平和の礎の管理に関する規則（昭和49年沖縄県規則第57号）の全部を

改正する。

〔趣旨〕

第１条　この規則は、沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例（平成12年沖

縄県条例第11号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　〔開館時間〕　

第２条　沖縄県平和祈念資料館（以下「平和祈念資料館」という。）の開館時間は、午前９時から午

後５時までとする。ただし、平和祈念資料館に展示している資料等の観覧のための展示室への入室

は午後４時30分までとする。

２　知事は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する開館時間外においても平和祈念資料

館を使用させることができる。

〔休館日〕

第３条　平和祈念資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、第１号に規定する休館日は、八重

山平和祈念館に限る。　　　　　　　　　　　　

　⑴　定期休館日　月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する

休日（元日を除く。）又は沖縄県慰霊の日を定める条例（昭和49年沖縄県条例第42号、以下「慰

霊の日を定める条例」という。）第２条に規定する慰霊の日に当たるときは、その日を除く。）
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　⑵　年始休館日　１月１日から同月３日まで　　　　　　　　　　　　　　　

　⑶　年末休館日　12月29日から同月31日まで

　⑷　臨時休館日　特別の事情により知事が休館を必要と認めた日

２　前項第４号の臨時休館日は、あらかじめ公告するものとする。ただし、天災地変その他やむを得

ない理由がある場合は、この限りでない。　

〔観覧券の交付〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第４条　知事は、平和祈念資料館に展示している資料等を観覧しようとする者が、条例別表第１に定

める観覧料を納付した場合は、観覧券（第１号様式）を交付するものとする。

　〔観覧料の免除〕

第５条　次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第８条の規定により、観覧料を免除する。

　⑴　慰霊の日を定める条例第２条に規定する慰霊の日に観覧する場合　　　　　　　　　　

　⑵　沖縄県内の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の児童生徒及び教職員で、教育課程に

基づく教育活動の一環として観覧する場合

　⑶　平和祈念資料館の広報宣伝に資すると認められる取材のために観覧する場合

　⑷　身体障害者福祉法（昭和24法律第283号）第15条第４項の規定に基づいて身体障害者手帳の交

付を受けている者が観覧する場合

　⑸　知的障害者で都道府県知事又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定

都市の市長から療育手帳の交付を受けている者が観覧する場合　　　　　

　⑹　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２項の規定に基

づいて精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が観覧する場合　　　

　⑺　前６号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める場合　

２　前項第２号、第３号及び第７号の規定により、観覧料の免除を受けようとする者は、観覧料免除

申請書（第２号様式）を知事に提出し、承認を受けなければならない。

３　第１項第４号、第５号及び第６号に該当する者が観覧料の免除を受けようとするときは、身体障

害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

〔使用許可の申請〕

第６条　条例第６条第１項の規定により、平和祈念資料館の施設又は附属設備（以下「施設等」とい

う。）の使用許可（以下「使用許可」という。）を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

沖縄県平和祈念資料館使用許可申請書（第３号様式）を知事に提出しなければならない。

２　前項の申請書は、ホールについては使用しようとする日（引き続き２日以上使用する場合は、そ

の最初の日。以下同じ。）の６月前から１週間前まで、ホール以外の施設については使用しようと

する日の３月前から３日前までの期間内に提出しなければならない。

３　知事は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、前項に定める期間を変更するこ

とができる。

〔使用許可書の交付〕

第７条　知事は、使用許可をしたときは、沖縄県平和祈念資料館使用許可書（第４号様式．以下「使

用許可書」という。）を申請者に交付するものとする。

〔使用許可の変更又は取消し〕

第８条　使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、使用許可を得た事項を変更しようとす

るときは、沖縄県平和祈念資料館使用変更許可申請書（第５号様式）に使用許可書を添えて、知事

に提出しなければならない。

２　知事は、使用の変更の許可をしたときは、沖縄県平和祈念資料館使用変更許可書（第６号様式）

を使用者に交付するものとする。

３　使用者は、使用の取消しをしようとするときは、使用許可書（前項の沖縄県平和祈念資料館使用

変更許可書を含む。）を添えて、沖縄県平和祈念資料館使用取消届（第７号様式）を知事に提出し
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　別表第２（第７条関係）

　　１　施設使用料

区　　　　　分 単　　位 使　用　料

平和祈念資料館
（分館を除く）

ホ ー ル １時間につき 1,570円

展 示 室 １ 日 に つ き 4,540円

大会議室 １時間につき 620円

中会議室 １時間につき 430円

小会議室 １時間につき 190円

八重山平和祈念館 展 示 室 １時間につき 100円

　　２　附属設備使用料

種　別 単　　　　位 使　　用　　料

舞台器具 １回１点又は一式につき 700円以内で知事が定める額

音響器貝 １回１点又は一式につき 500円以内で知事が定める額

照明器具 １回１点又は一式につき 460円以内で知事が定める額

そ の 他 １回１点又は一式につき 1,260円以内で知事が定める額

備考

１　許可された使用時間を超過して使用する場合は、追加使用料を徴収する。この場合にお

いて、当該超過して使用した時間が１時間未満であるとき又は当該使用時間に１時間未満

の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間を１時間として計算する。

２　ホールを練習、準備のため専用して使用する場合の使用料の額は、この表の区分に従い、

当該区分に定める額の100分の30に相当する額とする。

３　１及び２において算出された使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てる。

４　施設の冷房を使用する場合は、その実費に相当する額を使用料として別に徴収する。　　

２　沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例施行規則
　沖縄県立平和祈念資料館及び平和の礎の管理に関する規則（昭和49年沖縄県規則第57号）の全部を

改正する。

〔趣旨〕

第１条　この規則は、沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例（平成12年沖

縄県条例第11号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　〔開館時間〕　

第２条　沖縄県平和祈念資料館（以下「平和祈念資料館」という。）の開館時間は、午前９時から午

後５時までとする。ただし、平和祈念資料館に展示している資料等の観覧のための展示室への入室

は午後４時30分までとする。

２　知事は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する開館時間外においても平和祈念資料

館を使用させることができる。

〔休館日〕

第３条　平和祈念資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、第１号に規定する休館日は、八重

山平和祈念館に限る。　　　　　　　　　　　　

　⑴　定期休館日　月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する

休日（元日を除く。）又は沖縄県慰霊の日を定める条例（昭和49年沖縄県条例第42号、以下「慰

霊の日を定める条例」という。）第２条に規定する慰霊の日に当たるときは、その日を除く。）
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　別表第２（第７条関係）

　　１　施設使用料

区　　　　　分 単　　位 使　用　料

平和祈念資料館
（分館を除く）

ホ ー ル １時間につき 1,570円

展 示 室 １ 日 に つ き 4,540円

大会議室 １時間につき 620円

中会議室 １時間につき 430円

小会議室 １時間につき 190円

八重山平和祈念館 展 示 室 １時間につき 100円

　　２　附属設備使用料

種　別 単　　　　位 使　　用　　料

舞台器具 １回１点又は一式につき 700円以内で知事が定める額

音響器貝 １回１点又は一式につき 500円以内で知事が定める額

照明器具 １回１点又は一式につき 460円以内で知事が定める額

そ の 他 １回１点又は一式につき 1,260円以内で知事が定める額

備考

１　許可された使用時間を超過して使用する場合は、追加使用料を徴収する。この場合にお

いて、当該超過して使用した時間が１時間未満であるとき又は当該使用時間に１時間未満

の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間を１時間として計算する。

２　ホールを練習、準備のため専用して使用する場合の使用料の額は、この表の区分に従い、

当該区分に定める額の100分の30に相当する額とする。

３　１及び２において算出された使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てる。

４　施設の冷房を使用する場合は、その実費に相当する額を使用料として別に徴収する。　　

２　沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例施行規則
　沖縄県立平和祈念資料館及び平和の礎の管理に関する規則（昭和49年沖縄県規則第57号）の全部を

改正する。

〔趣旨〕

第１条　この規則は、沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例（平成12年沖

縄県条例第11号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　〔開館時間〕　

第２条　沖縄県平和祈念資料館（以下「平和祈念資料館」という。）の開館時間は、午前９時から午

後５時までとする。ただし、平和祈念資料館に展示している資料等の観覧のための展示室への入室

は午後４時30分までとする。

２　知事は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する開館時間外においても平和祈念資料

館を使用させることができる。

〔休館日〕

第３条　平和祈念資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、第１号に規定する休館日は、八重

山平和祈念館に限る。　　　　　　　　　　　　

　⑴　定期休館日　月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する

休日（元日を除く。）又は沖縄県慰霊の日を定める条例（昭和49年沖縄県条例第42号、以下「慰

霊の日を定める条例」という。）第２条に規定する慰霊の日に当たるときは、その日を除く。）
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なければならない。

〔附属設備等の使用料〕

第９条　条例別表第２第２号の表に規定する知事が定める額及び同表備考４の規定により実費に相当

する額を使用料として別に徴収する額は、別表のとおりとする。

　〔使用料の納付〕

第10条　平和祈念資料館の施設使用料は、使用許可書の交付を受ける際に、納付しなければならない。

ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

２　平和祈念資料館の附属設備使用料は、知事が定める日までにその全額を納付しなければならない。

３　条例第７条第２項ただし書に規定する知事が特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げ

るときとする。

　⑴　条例別表第２備考１に規定する使用料を納付するとき。

　⑵　国又は地方公共団体が使用するとき。

　⑶　知事がやむを得ないと認めるとき。

　〔使用料の返還〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第11条　条例第９条ただし書に規定する知事が特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げる

ときとし、返還する使用料の額は、当該各号に定める額とする。

　⑴　天災その他使用者の責めに帰すことができない事情により使用できなかったとき。　当該使用

料の全額

　⑵　使用者が、ホールを使用しようとする日前30日までに使用の取消しを届け出たとき。　当該使

用料の５割。

　⑶　使用者が、ホール以外の施設を使用しようとする日前15日までに使用の取消しを届け出たとき。　

当該使用料の５割。

２　条例第９条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、沖縄県平和祈念資料館使

用料返還申請書（第８号様式）を知事に提出しなければならない。

　〔使用料の減免〕

第12条　条例第８条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲

げるときとし、当該各号に定めるとおり減額し、又は免除するものとする。

　⑴　沖縄県が使用するとき。　　免除　　　　　　　　　　

　⑵　国又は地方公共団体若しくは公共的団体（以下「国等」という。）が、沖縄県と共催し、平和

に 関する事業を行うために使用するとき。　　免除

　⑶　国等が、平和に関する事業を行うために使用するとき。　　５割

　⑷　前３号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めるとき。　　知事が定める割合

２　条例第８条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、沖縄県平和祈念資料館使

用料減免申請書（第９号様式）を知事に提出しなければならない。

３　知事は、使用料の減額又は免除を承認したときは、沖縄県平和祈念資料館使用料減免承認書（第

10号様式）を使用者に交付するものとする。

〔使用方法等の事前打合わせ〕

第13条　使用者は、事前に係員と施設等の使用方法、遵守事項その他必要事項を打ち合わせなければ

ならない。

〔使用者の遵守事項〕

第14条　使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

　⑴　使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

　⑵　入場者の安全確保の措置を講ずること。

　⑶　入場者の秩序を維持するため、責任者を置き、及び必要に応じて整理員を置くこと。

　⑷　施設等は、善良なる管理者の注意をもって管理すること。
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なければならない。

〔附属設備等の使用料〕

第９条　条例別表第２第２号の表に規定する知事が定める額及び同表備考４の規定により実費に相当

する額を使用料として別に徴収する額は、別表のとおりとする。

　〔使用料の納付〕

第10条　平和祈念資料館の施設使用料は、使用許可書の交付を受ける際に、納付しなければならない。

ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

２　平和祈念資料館の附属設備使用料は、知事が定める日までにその全額を納付しなければならない。

３　条例第７条第２項ただし書に規定する知事が特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げ

るときとする。

　⑴　条例別表第２備考１に規定する使用料を納付するとき。

　⑵　国又は地方公共団体が使用するとき。

　⑶　知事がやむを得ないと認めるとき。

　〔使用料の返還〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第11条　条例第９条ただし書に規定する知事が特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げる

ときとし、返還する使用料の額は、当該各号に定める額とする。

　⑴　天災その他使用者の責めに帰すことができない事情により使用できなかったとき。　当該使用

料の全額

　⑵　使用者が、ホールを使用しようとする日前30日までに使用の取消しを届け出たとき。　当該使

用料の５割。

　⑶　使用者が、ホール以外の施設を使用しようとする日前15日までに使用の取消しを届け出たとき。　

当該使用料の５割。

２　条例第９条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、沖縄県平和祈念資料館使

用料返還申請書（第８号様式）を知事に提出しなければならない。

　〔使用料の減免〕

第12条　条例第８条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲

げるときとし、当該各号に定めるとおり減額し、又は免除するものとする。

　⑴　沖縄県が使用するとき。　　免除　　　　　　　　　　

　⑵　国又は地方公共団体若しくは公共的団体（以下「国等」という。）が、沖縄県と共催し、平和

に 関する事業を行うために使用するとき。　　免除

　⑶　国等が、平和に関する事業を行うために使用するとき。　　５割

　⑷　前３号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めるとき。　　知事が定める割合

２　条例第８条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、沖縄県平和祈念資料館使

用料減免申請書（第９号様式）を知事に提出しなければならない。

３　知事は、使用料の減額又は免除を承認したときは、沖縄県平和祈念資料館使用料減免承認書（第

10号様式）を使用者に交付するものとする。

〔使用方法等の事前打合わせ〕

第13条　使用者は、事前に係員と施設等の使用方法、遵守事項その他必要事項を打ち合わせなければ

ならない。

〔使用者の遵守事項〕

第14条　使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

　⑴　使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

　⑵　入場者の安全確保の措置を講ずること。

　⑶　入場者の秩序を維持するため、責任者を置き、及び必要に応じて整理員を置くこと。

　⑷　施設等は、善良なる管理者の注意をもって管理すること。
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〔行為の制限〕

第15条　使用者又は入場者は、平和祈念資料館において、次に掲げる行為をしてはならない。

　⑴　火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為

　⑵　騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為

　⑶　施設等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為

　⑷　許可を受けないで行う広告類の掲出又は配布

　⑸　許可された場所以外の場所への立入り

　⑹　所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

　⑺　許可を受けないで寄附金品を募集し、又は物品若しくは飲食物を販売し、若しくは提供する行

為

　⑻　前各号に掲げるもののほか、知事が不適当と認める行為

〔損傷等の届出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第16条　使用者は、その使用に際し、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨

を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

〔使用後の点検〕

第17条　使用者は、施設等の使用を終えたときは、係員の点検を受けなければならない。

〔寄贈及び寄託〕

第18条　知事は、戦争及び平和に関する資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

２　資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、あらかじめ資料寄贈申込書（第11号様式）又は資料寄

託申請書（第12号様式）を提出しなければならない。

３　前項の規定により寄贈を受けた資料は、理由のいかんにかかわらず返還しない。

〔受領証の交付〕

第19条　知事は、前条第１項の規定により寄託を受けたときは、寄託者に対し、寄託物受領証（第13

号様式）を交付するものとする。

〔寄託資料の保管〕

第20条　第18条第１項の規定により寄託された資料の管理は、平和祈念資料館所蔵の資料の管理に準

ずるものとする。

〔寄託資料の返還〕

第21条　寄託資料は、寄託期間の終了、寄託者の請求又は平和祈念資料館の都合により返還できるも

のとする。

２　寄託者は、前項の規定により寄託資料を返還する場合は、寄託物受領証も同時に返付しなければ

ならない。

〔資料の貸出〕

第22条　知事は必要と認めたときは、条件を付して資料の館外貸出しを許可することができる。

２　資料の館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ資料貸出申請書（第14号様式）を知事に提

出しなければならない。

〔許可証の交付〕

第23条　知事は、資料の館外貨出しを許可した場合は、資料貸出許可証（第15号様式）を交付するも

のとする。

〔貸出資料の保管〕

第24条　第22条第１項の規定により貸出しを受けた資料（以下「貸出資料」という。）は、貸出しを

受けた者（以下「利用者」という。）が責任をもって保管しなければならない。

〔貸出資料の返還〕

第25条　利用者は、貸出期間が終了したときは、貸出資料を速やかに返還しなければならない。

２　貸出資料は、平和祈念資料館の都合により、貸出期間中といえども返還させることができる。
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〔附属設備等の使用料〕

第９条　条例別表第２第２号の表に規定する知事が定める額及び同表備考４の規定により実費に相当

する額を使用料として別に徴収する額は、別表のとおりとする。

　〔使用料の納付〕

第10条　平和祈念資料館の施設使用料は、使用許可書の交付を受ける際に、納付しなければならない。

ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

２　平和祈念資料館の附属設備使用料は、知事が定める日までにその全額を納付しなければならない。

３　条例第７条第２項ただし書に規定する知事が特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げ

るときとする。

　⑴　条例別表第２備考１に規定する使用料を納付するとき。

　⑵　国又は地方公共団体が使用するとき。

　⑶　知事がやむを得ないと認めるとき。

　〔使用料の返還〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第11条　条例第９条ただし書に規定する知事が特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げる

ときとし、返還する使用料の額は、当該各号に定める額とする。

　⑴　天災その他使用者の責めに帰すことができない事情により使用できなかったとき。　当該使用

料の全額

　⑵　使用者が、ホールを使用しようとする日前30日までに使用の取消しを届け出たとき。　当該使

用料の５割。

　⑶　使用者が、ホール以外の施設を使用しようとする日前15日までに使用の取消しを届け出たとき。　

当該使用料の５割。

２　条例第９条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、沖縄県平和祈念資料館使

用料返還申請書（第８号様式）を知事に提出しなければならない。

　〔使用料の減免〕

第12条　条例第８条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲

げるときとし、当該各号に定めるとおり減額し、又は免除するものとする。

　⑴　沖縄県が使用するとき。　　免除　　　　　　　　　　

　⑵　国又は地方公共団体若しくは公共的団体（以下「国等」という。）が、沖縄県と共催し、平和

に 関する事業を行うために使用するとき。　　免除

　⑶　国等が、平和に関する事業を行うために使用するとき。　　５割

　⑷　前３号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めるとき。　　知事が定める割合

２　条例第８条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、沖縄県平和祈念資料館使

用料減免申請書（第９号様式）を知事に提出しなければならない。

３　知事は、使用料の減額又は免除を承認したときは、沖縄県平和祈念資料館使用料減免承認書（第

10号様式）を使用者に交付するものとする。

〔使用方法等の事前打合わせ〕

第13条　使用者は、事前に係員と施設等の使用方法、遵守事項その他必要事項を打ち合わせなければ

ならない。

〔使用者の遵守事項〕

第14条　使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

　⑴　使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

　⑵　入場者の安全確保の措置を講ずること。

　⑶　入場者の秩序を維持するため、責任者を置き、及び必要に応じて整理員を置くこと。

　⑷　施設等は、善良なる管理者の注意をもって管理すること。
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３　利用者は、前２項の規定により、貸出資料を返還する場合、資料貸出許可証も同時に返付しなけ

ればならない。

　〔指定管理者の指定申請書等〕　　　　　　　

第26条　条例第15条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書（第16号様式）によるものとする。

２　条例第15条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

　⑴　法人である団体にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

　⑵　法人でない団体にあっては、定款又は寄附行為に相当する書類及び代表者の身分証明書（市町

村長が発行するものに限る。）

　⑶　申請に係る業務の実施の方法を記載した書類

　⑷　最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎

を有することを明らかにする書類（申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、そ

の設立時における財産目録）

　⑸　役員の氏名、住所及び履歴を記載した書類

　⑹　前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

〔事業報告書〕　　　　　　　

第27条　条例第20条の事業報告書は、次に掲げる事項を記載して提出するものとする。

　⑴　平和の礎の管理運営に関する業務（以下「業務」という。）の実施状況

　⑵　業務に係る収支状況

　⑶　前２号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

　〔運営協議会の組織等〕

第28条　条例第21条に規定する沖縄県平和祈念資料館運営協議会（以下「運営協議会」という。）は、　　

委員15人以内をもって組織する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　委員は、学識経験者、教育関係者等のうちから知事が委嘱し、又は任命する。

３　運営協議会の委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

４　運営協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

５　会長は運営協議会を代表し、会務を総理する。

６　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

７　運営協議会の会議は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

８　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

９　会議は公開とする。ただし、出席委員の３分の２以上の多数で議決したときは、公開しないこと

ができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

10　運営協議会は協議のため必要があると認める場合は、調査を行い、又は専門家その他の関係者の

出席を求め、意見若しくは説明を聴くことができる。

11　運営協議会の委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす

る。　

12　運営協議会の庶務は、平和祈念資料館において処理する。

13　その他運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

〔補則〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第29条　この規則に定めるもののほか、平和祈念資料館及び平和の礎の管理に関し必要な事項は、知

事が別に定める。

　備　考

　平成12年３月31日全部改正（平成12年４月１日施行）、平成17年10月26日一部改正（平成18年４月

１日施行）平成18年３月31日一部改正（平成18年４月１日施行）、平成19年３月23日一部改正（平成

19年４月１日施行）、令和元年９月13日一部改正（令和元年10月１日施行）
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　別表（第９条関係）

　　１　附属設備使用料　　

種　別 品　　　　　目 単　位 使　用　料

ホ

　
　
　

ー

　
　
　

ル

舞
台
器
具

演台 １台 300円

司会者卓 １台 150円

花台 １台 100円

金びょうぶ １双 700円

音
響
器
具

ダイナミックマイク １本 230円

ワイヤレスマイク １本 450円

カセットテープレコーダー １台 300円

ＣＤプレーヤー １台 500円

ビデオデッキ（ＶＨＳ） １台 500円

レーザーディスクプレーヤー １台 500円

照
明
器
具

ボーダーライト（150Ｗ×48灯） １列 250円

サスペンションライト（500Ｗ×12台） １列 300円

シーリングスポットライト（500Ｗ×15台） １列 460円

アッパーホリゾントライト（150Ｗ×60灯） １列 360円

ロアーホリゾントライト（150Ｗ×60灯） １列 300円

フットライト（60Ｗ×48灯） １列 100円

フォロースポットライト（１ＫＷ） １式 100円

そ
の
他

映写機16ｍｍ １台 1,260円

スライドプロジェクター １台 520円

会
議
室

音
響
器
具

ダイナミックマイク １本 230円

ワイヤレスマイク １本 450円

カセットテープレコーダー １台 300円

ＣＤプレーヤー １台 400円

ビデオデッキ（ＶＨＳ） １台 400円

そ
の
他

ビデオプロジェクター １台 1,260円

オーバーヘッドプロジェクター １台 520円

展
示
室

そ
の
他

展示ケース（大） １台 1,000円

展示ケース（小） １台 500円

備考　ホール及び会議室の附属設備使用料は、１ステージごとに徴収する。ただし、長時間連

続して使用する場合は、４時間ごとに１ステージとみなす。

　

　　２　施設冷房使用料

区　　　　分 単　　　位 使　用　料

平和祈念資料館
（分館を除く）

ホ ー ル １時間につき 2,120円

展 示 室 １時間につき 890円

大 会 議 室 １時間につき 700円

中 会 議 室 １時間につき 460円

小 会 議 室 １時間につき 110円

八重山平和祈念館 展 示 室 １時間につき 100円
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　別表（第９条関係）

　　１　附属設備使用料　　

種　別 品　　　　　目 単　位 使　用　料

ホ

　
　
　

ー

　
　
　

ル

舞
台
器
具

演台 １台 300円

司会者卓 １台 150円

花台 １台 100円

金びょうぶ １双 700円

音
響
器
具

ダイナミックマイク １本 230円

ワイヤレスマイク １本 450円

カセットテープレコーダー １台 300円

ＣＤプレーヤー １台 500円

ビデオデッキ（ＶＨＳ） １台 500円

レーザーディスクプレーヤー １台 500円

照
明
器
具

ボーダーライト（150Ｗ×48灯） １列 250円

サスペンションライト（500Ｗ×12台） １列 300円

シーリングスポットライト（500Ｗ×15台） １列 460円

アッパーホリゾントライト（150Ｗ×60灯） １列 360円

ロアーホリゾントライト（150Ｗ×60灯） １列 300円

フットライト（60Ｗ×48灯） １列 100円

フォロースポットライト（１ＫＷ） １式 100円

そ
の
他

映写機16ｍｍ １台 1,260円

スライドプロジェクター １台 520円

会
議
室

音
響
器
具

ダイナミックマイク １本 230円

ワイヤレスマイク １本 450円

カセットテープレコーダー １台 300円

ＣＤプレーヤー １台 400円

ビデオデッキ（ＶＨＳ） １台 400円

そ
の
他

ビデオプロジェクター １台 1,260円

オーバーヘッドプロジェクター １台 520円

展
示
室

そ
の
他

展示ケース（大） １台 1,000円

展示ケース（小） １台 500円

備考　ホール及び会議室の附属設備使用料は、１ステージごとに徴収する。ただし、長時間連

続して使用する場合は、４時間ごとに１ステージとみなす。

　

　　２　施設冷房使用料

区　　　　分 単　　　位 使　用　料

平和祈念資料館
（分館を除く）

ホ ー ル １時間につき 2,120円

展 示 室 １時間につき 890円

大 会 議 室 １時間につき 700円

中 会 議 室 １時間につき 460円

小 会 議 室 １時間につき 110円

八重山平和祈念館 展 示 室 １時間につき 100円
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３　利用者は、前２項の規定により、貸出資料を返還する場合、資料貸出許可証も同時に返付しなけ

ればならない。

　〔指定管理者の指定申請書等〕　　　　　　　

第26条　条例第15条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書（第16号様式）によるものとする。

２　条例第15条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

　⑴　法人である団体にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

　⑵　法人でない団体にあっては、定款又は寄附行為に相当する書類及び代表者の身分証明書（市町

村長が発行するものに限る。）

　⑶　申請に係る業務の実施の方法を記載した書類

　⑷　最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎

を有することを明らかにする書類（申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、そ

の設立時における財産目録）

　⑸　役員の氏名、住所及び履歴を記載した書類

　⑹　前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

〔事業報告書〕　　　　　　　

第27条　条例第20条の事業報告書は、次に掲げる事項を記載して提出するものとする。

　⑴　平和の礎の管理運営に関する業務（以下「業務」という。）の実施状況

　⑵　業務に係る収支状況

　⑶　前２号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

　〔運営協議会の組織等〕

第28条　条例第21条に規定する沖縄県平和祈念資料館運営協議会（以下「運営協議会」という。）は、　　

委員15人以内をもって組織する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　委員は、学識経験者、教育関係者等のうちから知事が委嘱し、又は任命する。

３　運営協議会の委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

４　運営協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

５　会長は運営協議会を代表し、会務を総理する。

６　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

７　運営協議会の会議は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

８　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

９　会議は公開とする。ただし、出席委員の３分の２以上の多数で議決したときは、公開しないこと

ができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

10　運営協議会は協議のため必要があると認める場合は、調査を行い、又は専門家その他の関係者の

出席を求め、意見若しくは説明を聴くことができる。

11　運営協議会の委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす

る。　

12　運営協議会の庶務は、平和祈念資料館において処理する。

13　その他運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

〔補則〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第29条　この規則に定めるもののほか、平和祈念資料館及び平和の礎の管理に関し必要な事項は、知

事が別に定める。

　備　考

　平成12年３月31日全部改正（平成12年４月１日施行）、平成17年10月26日一部改正（平成18年４月

１日施行）平成18年３月31日一部改正（平成18年４月１日施行）、平成19年３月23日一部改正（平成

19年４月１日施行）、令和元年９月13日一部改正（令和元年10月１日施行）
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　別表（第９条関係）

　　１　附属設備使用料　　

種　別 品　　　　　目 単　位 使　用　料

ホ

　
　
　

ー

　
　
　

ル

舞
台
器
具

演台 １台 300円

司会者卓 １台 150円

花台 １台 100円

金びょうぶ １双 700円

音
響
器
具

ダイナミックマイク １本 230円

ワイヤレスマイク １本 450円

カセットテープレコーダー １台 300円

ＣＤプレーヤー １台 500円

ビデオデッキ（ＶＨＳ） １台 500円

レーザーディスクプレーヤー １台 500円

照
明
器
具

ボーダーライト（150Ｗ×48灯） １列 250円

サスペンションライト（500Ｗ×12台） １列 300円

シーリングスポットライト（500Ｗ×15台） １列 460円

アッパーホリゾントライト（150Ｗ×60灯） １列 360円

ロアーホリゾントライト（150Ｗ×60灯） １列 300円

フットライト（60Ｗ×48灯） １列 100円

フォロースポットライト（１ＫＷ） １式 100円

そ
の
他

映写機16ｍｍ １台 1,260円

スライドプロジェクター １台 520円

会
議
室

音
響
器
具

ダイナミックマイク １本 230円

ワイヤレスマイク １本 450円

カセットテープレコーダー １台 300円

ＣＤプレーヤー １台 400円

ビデオデッキ（ＶＨＳ） １台 400円

そ
の
他

ビデオプロジェクター １台 1,260円

オーバーヘッドプロジェクター １台 520円

展
示
室

そ
の
他

展示ケース（大） １台 1,000円

展示ケース（小） １台 500円

備考　ホール及び会議室の附属設備使用料は、１ステージごとに徴収する。ただし、長時間連

続して使用する場合は、４時間ごとに１ステージとみなす。

　

　　２　施設冷房使用料

区　　　　分 単　　　位 使　用　料

平和祈念資料館
（分館を除く）

ホ ー ル １時間につき 2,120円

展 示 室 １時間につき 890円

大 会 議 室 １時間につき 700円

中 会 議 室 １時間につき 460円

小 会 議 室 １時間につき 110円

八重山平和祈念館 展 示 室 １時間につき 100円
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３　八重山平和祈念館部会の設置及び運営に関する要綱
〔設置〕

第１条　沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例施行規則（平成12年沖縄県

規則第87号）第28条第13項の規定により、沖縄県平和祈念資料館運営協議会（以下「運営協議会」

という。）に、八重山平和祈念館部会（以下「部会」という。）を設置する。

〔任務〕

第２条　部会は、八重山平和祈念館の運営に関する重要事項について調査、審議し、その結果を運営

協議会に報告する。

〔構成〕

第３条　部会は、運営協議会副会長を部会長とする３人の運営協議会の委員（以下「部会委員」とい

う。）で構成する。

２　部会委員は、運営協議会で選任する。

３　部会委員の任期は、運営協議会の委員の在任期間とする。

〔部会長〕

第４条　部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

２　部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名した部会委員がその職務を代理する。

〔会議〕

第５条　部会は、部会長が招集する。

２　部会は、必要があると認めるときは、部会に専門家その他の関係者の出席を求め、意見若しくは

説明を聴くことができる。

３　会議は、公開とする。ただし、出席した者の３分の２以上の多数で議決したときは、公開しない

ことができる。

〔秘密の保持〕

第６条　部会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

〔補　則〕

第７条　この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。

　附　則

　この要綱は、平成12年12月６日から施行する。
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３　八重山平和祈念館部会の設置及び運営に関する要綱
〔設置〕

第１条　沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例施行規則（平成12年沖縄県

規則第87号）第28条第13項の規定により、沖縄県平和祈念資料館運営協議会（以下「運営協議会」

という。）に、八重山平和祈念館部会（以下「部会」という。）を設置する。

〔任務〕

第２条　部会は、八重山平和祈念館の運営に関する重要事項について調査、審議し、その結果を運営

協議会に報告する。

〔構成〕

第３条　部会は、運営協議会副会長を部会長とする３人の運営協議会の委員（以下「部会委員」とい

う。）で構成する。

２　部会委員は、運営協議会で選任する。

３　部会委員の任期は、運営協議会の委員の在任期間とする。

〔部会長〕

第４条　部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

２　部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名した部会委員がその職務を代理する。

〔会議〕

第５条　部会は、部会長が招集する。

２　部会は、必要があると認めるときは、部会に専門家その他の関係者の出席を求め、意見若しくは

説明を聴くことができる。

３　会議は、公開とする。ただし、出席した者の３分の２以上の多数で議決したときは、公開しない

ことができる。

〔秘密の保持〕

第６条　部会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

〔補　則〕

第７条　この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。

　附　則

　この要綱は、平成12年12月６日から施行する。
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４　沖縄県平和祈念資料館資料貸出要項

（目的）
第１条　この要項は、沖縄県平和祈念資料館（以下「資料館」という。）の所蔵する資料（以下「貸出資料」
という。）の館外貸出しを許可するにあたって必要な事項を定めるものとする。

（定義）
第２条　この要項において、貸出資料とは沖縄戦実物資料、沖縄戦写真パネル、沖縄戦の絵パネル、
児童・生徒の平和メッセージ入賞作品パネル、世界人権宣言絵画パネル、平和のウムイ地域版セッ
ト、平和学習キット、戦争体験証言ビデオをいう。各資料の内容については次の各号に定めるとこ
ろによる。
⑴　沖縄戦実物資料とは、沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例施行規
則（以下「規則」という。）第22条で定める資料であり、実物資料20種類をいう（別紙１）。
⑵　沖縄戦写真パネルとは、写真の複製パネルをいう（別紙２）。
⑶　沖縄戦の絵パネルとは、日本放送協会から寄贈された沖縄戦体験者が描いた絵の複製パネルを
いう（別紙３）。
⑷　児童・生徒の平和メッセージ入賞作品パネルとは、資料館が毎年主催している児童・生徒の平
和メッセージ展の作文、詩及び図画部門において最優秀賞及び優秀賞として入賞した作品をいう。
⑸　世界人権宣言絵画パネルとは、当館が制作した世界人権宣言に関する絵画パネルをいう（別紙
４）。
⑹　平和のウムイ地域版セットとは、「子や孫につなぐ平和のウムイ事業」により制作したDVD及
びパネル、証言集をいう（別紙５）。
⑺　平和学習キットとは、学校等で活用される平和学習の教材としての貸し出しキットの複製資料
及びパネル、絵本、紙芝居をいう（別紙６）。
⑻　戦争体験証言ビデオとは、沖縄戦体験者の証言を収録し複製したビデオ及びDVD、集団疎開
及び捕虜収容所での様子を収録し複製したビデオ及びDVD、「子や孫につなぐ平和のウムイ事業」
により証言を収録し複製したDVDをいう。

（貸出許可の申請）
第３条　資料の館外貸出しの許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、資料貸出申請
書により、沖縄県平和祈念資料館長（以下「資料館長」という。）に申請しなければならない。申
請書の様式については、次の各号に定めるところによる。
⑴　沖縄戦実物資料　規則第22条に定める資料貸出申請書（第14号様式）
⑵　沖縄戦写真パネル、沖縄戦の絵パネル、児童・生徒の平和メッセージ展入賞作品パネル、世界
人権宣言絵画パネル　沖縄県平和祈念資料館資料貸出申請書（第１号様式）
⑶　平和のウムイ資料　平和のウムイ資料貸出申請書（第２号様式）
⑷　平和学習キット　平和学習キット貸出申請書（第３号様式）
⑸　戦争体験証言ビデオ　戦争体験証言ビデオ貸出申請書（第４号様式）
２　申請者は、貸出日の２週間前までに資料貸出申請書を提出しなければならない。
３　申請者は、申請の際に身元確実な保証人がいなければならない。ただし、申請者が地方公共団体
等の代表者である場合にはその限りではない。
４　申請者は、あらかじめFAXで申請を行い、後日原本を送付するものとする。
（貸出の許可）
第４条　資料の貸出は、資料館が適切と認める公共団体及び任意団体が、沖縄戦の実相又は教訓を伝
え、平和の発信に資する学習又は展示活動等で使用することに対して許可する。
２　戦争体験証言ビデオについては、個人が沖縄戦に関する学習を目的に申請する場合には、許可す
ることができる。
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３　八重山平和祈念館部会の設置及び運営に関する要綱
〔設置〕

第１条　沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例施行規則（平成12年沖縄県

規則第87号）第28条第13項の規定により、沖縄県平和祈念資料館運営協議会（以下「運営協議会」

という。）に、八重山平和祈念館部会（以下「部会」という。）を設置する。

〔任務〕

第２条　部会は、八重山平和祈念館の運営に関する重要事項について調査、審議し、その結果を運営

協議会に報告する。

〔構成〕

第３条　部会は、運営協議会副会長を部会長とする３人の運営協議会の委員（以下「部会委員」とい

う。）で構成する。

２　部会委員は、運営協議会で選任する。

３　部会委員の任期は、運営協議会の委員の在任期間とする。

〔部会長〕

第４条　部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

２　部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名した部会委員がその職務を代理する。

〔会議〕

第５条　部会は、部会長が招集する。

２　部会は、必要があると認めるときは、部会に専門家その他の関係者の出席を求め、意見若しくは

説明を聴くことができる。

３　会議は、公開とする。ただし、出席した者の３分の２以上の多数で議決したときは、公開しない

ことができる。

〔秘密の保持〕

第６条　部会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

〔補　則〕

第７条　この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。

　附　則

　この要綱は、平成12年12月６日から施行する。
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（許可証の交付）
第５条　資料館長は、申請を受けて資料の貸出を許可したときには、申請者に対し、貸出許可証を交
付する。許可証については次の各号に定めるところによる。
⑴　沖縄戦実物資料　規則第23条の資料貸出許可証（第15号様式）
⑵　沖縄戦写真パネル、沖縄戦の絵パネル、児童・生徒の平和メッセージ入賞作品パネル、世界人
権宣言絵画パネル、平和のウムイ地域版セット、平和学習キット、戦争体験証言ビデオ　沖縄県
平和祈念資料館資料貸出許可証（第５号様式）

２　前項の許可証には条件を付すことができる。
（貸出期間）
第６条　館外への貸出期間は、平和のウムイ地域版セット及び平和学習キット、戦争体験証言ビデオ
については最長で２週間、それ以外については最長で１ヶ月とする。ただし、資料館館長が必要で
あると判断した場合にはその限りではない。

（貸出数量）
第７条　一度の申請において、貸出可能な数量は次の各号に定める。
⑴　沖縄戦実物資料、沖縄戦写真パネル、沖縄戦の絵パネル、児童・生徒の平和メッセージ入賞作
品パネル、世界人権宣言絵画パネルについては、20点以内とする。
⑵　平和のウムイ地域版セット及び平和学習キットについては、２点以内とする。
⑶　戦争体験証言ビデオについては、５本以内とする。

（費用負担）
第８条　資料の貸出及び返却に要する費用は、全て申請者がこれを負担する。
（貸出資料の保管及び禁止事項等）
第９条　第４条第２項の規定により貸出しを受けた資料（以下「貸出資料」という。）は、貸出を受
けた者（以下「利用者」という。）が、責任をもって保管しなければならない。
２　利用者は、貸出資料を貸出申請理由以外の目的で使用してはならない。
３　利用者は、貸出資料を他人に譲渡または貸与してはならない。
４　利用者は、貸出資料の複製または原型に変形を加えてはならない。
５　利用者は、貸出資料を紛失し、または著しく汚損し、もしくはき損した場合は、これを原型に復
し、または相当の代価をもって損害を賠償しなければならない。

（貸出資料の返還）
第10条　利用者は、貸出資料を貸出期限内に確実に返還しなければならない。
２　貸出資料は、平和祈念資料館の都合により、貸出資料を返還する場合、資料貸出許可証も同時に
返付しなければならない。
３　利用者が貸出資料を期限内に返還できなかった場合は、遅延理由書を提出しなければならない。
４　利用者が貸出資料を返還する際の輸送方法は、原則として、専門的技量を有する輸送業者扱いと
すること。

（報告書の提出について）
第11条　利用者は、貸出資料の利用状況について、貸出資料利用報告書（第６号様式）を提出しな
ければならない。ただし、戦争体験証言ビデオについてはその限りではない。

（許可の取り消し）
第12条　資料館館長は、利用者がこの要項に違反したとき、または許可証に付した条件に違反した
ときには許可を取り消すことができる。この場合において、許可の取消により生じた損害について
は、沖縄県及び資料館はその責を負わない。

　附　則
　この要項は平成29年４月１日から施行する。
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第１号様式                    
 

平和祈念資料館資料貸出申請書 
 
 
                                                                     令和  年  月  日 
                                        

沖縄県平和祈念資料館長 殿  
 

                            住 所：〒 
 

                         団体名： 
 
                         氏 名：            印 
 
                         電話番号： 

                         （担当者：         ） 

 

                        保 証 人 

                         住 所：〒 

                         氏 名：            印 

                         電話番号： 

                          
 

沖縄県平和祈念資料館の資料について、貸出しを申請します。 
 

種 別 

沖縄戦の写真パネル   ・   沖縄戦の絵複製パネル 

  
児童・生徒の平和メッセージ入賞作品   ・   世界人権宣言パネル 

資料名    

数 量                点    （２０点以内） 

期 間 令和  年  月  日（  ）から令和  年  月  日（  ）まで 

申請理由  

 
 
 
 

平和祈念資料館資料貸出申請書
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（許可証の交付）
第５条　資料館長は、申請を受けて資料の貸出を許可したときには、申請者に対し、貸出許可証を交
付する。許可証については次の各号に定めるところによる。
⑴　沖縄戦実物資料　規則第23条の資料貸出許可証（第15号様式）
⑵　沖縄戦写真パネル、沖縄戦の絵パネル、児童・生徒の平和メッセージ入賞作品パネル、世界人
権宣言絵画パネル、平和のウムイ地域版セット、平和学習キット、戦争体験証言ビデオ　沖縄県
平和祈念資料館資料貸出許可証（第５号様式）

２　前項の許可証には条件を付すことができる。
（貸出期間）
第６条　館外への貸出期間は、平和のウムイ地域版セット及び平和学習キット、戦争体験証言ビデオ
については最長で２週間、それ以外については最長で１ヶ月とする。ただし、資料館館長が必要で
あると判断した場合にはその限りではない。

（貸出数量）
第７条　一度の申請において、貸出可能な数量は次の各号に定める。
⑴　沖縄戦実物資料、沖縄戦写真パネル、沖縄戦の絵パネル、児童・生徒の平和メッセージ入賞作
品パネル、世界人権宣言絵画パネルについては、20点以内とする。
⑵　平和のウムイ地域版セット及び平和学習キットについては、２点以内とする。
⑶　戦争体験証言ビデオについては、５本以内とする。

（費用負担）
第８条　資料の貸出及び返却に要する費用は、全て申請者がこれを負担する。
（貸出資料の保管及び禁止事項等）
第９条　第４条第２項の規定により貸出しを受けた資料（以下「貸出資料」という。）は、貸出を受
けた者（以下「利用者」という。）が、責任をもって保管しなければならない。
２　利用者は、貸出資料を貸出申請理由以外の目的で使用してはならない。
３　利用者は、貸出資料を他人に譲渡または貸与してはならない。
４　利用者は、貸出資料の複製または原型に変形を加えてはならない。
５　利用者は、貸出資料を紛失し、または著しく汚損し、もしくはき損した場合は、これを原型に復
し、または相当の代価をもって損害を賠償しなければならない。

（貸出資料の返還）
第10条　利用者は、貸出資料を貸出期限内に確実に返還しなければならない。
２　貸出資料は、平和祈念資料館の都合により、貸出資料を返還する場合、資料貸出許可証も同時に
返付しなければならない。
３　利用者が貸出資料を期限内に返還できなかった場合は、遅延理由書を提出しなければならない。
４　利用者が貸出資料を返還する際の輸送方法は、原則として、専門的技量を有する輸送業者扱いと
すること。

（報告書の提出について）
第11条　利用者は、貸出資料の利用状況について、貸出資料利用報告書（第６号様式）を提出しな
ければならない。ただし、戦争体験証言ビデオについてはその限りではない。

（許可の取り消し）
第12条　資料館館長は、利用者がこの要項に違反したとき、または許可証に付した条件に違反した
ときには許可を取り消すことができる。この場合において、許可の取消により生じた損害について
は、沖縄県及び資料館はその責を負わない。

　附　則
　この要項は平成29年４月１日から施行する。
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 貸出申請資料明細 
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 貸出申請資料明細 
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第２号様式                    
 

平和のウムイ地域版セット貸出申請書 
 
 
                                                                     令和  年  月  日 
                                        

沖縄県平和祈念資料館長 殿  
 

                            住 所：〒 
 

                         団体名： 
 
                         氏 名：           印 
 
                         電話番号： 

                         （担当者：         ） 

 

                        保 証 人 

                         住 所：〒 

                         氏 名：            印 

                         電話番号： 

                          
 

子や孫のつなぐ平和のウムイ地域版セットについて、貸出しを申請します。 
 

資料名 

 
希望する地域版セットに○をつけて下さい。 

 
・北部地区セット（ＤＶＤ１枚、写真パネル６点、証言集６点）    （   ） 
  
・中部地区セット（ＤＶＤ１枚、写真パネル６点、証言集６点）    （   ） 
 
・那覇（南部）地区セット 

（ＤＶＤ１枚、写真パネル１１点、証言集１１点）         （   ） 
 

・久米島地区セット（ＤＶＤ１枚、写真パネル１１点、証言集１１点）  （   ） 
 
 
・宮古島地区セット（ＤＶＤ１枚、写真パネル１１点、証言集１１点） （   ） 
 
・石垣島地区セット（ＤＶＤ１枚、写真パネル１２点、証言集１２点） （   ） 

 

数 量           セット  （２セット以内） 

期 間 
令和  年  月  日（  ） から 令和  年  月  日（  ）まで 
  

＊期間：２週間以内を原則とする（借用及び返却の日を含む） 

申請理由  

 
 

平和のウムイ地域版セット貸出申請書
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＜別紙＞ 
 

 貸出申請資料明細 
 

 

 
ＮＯ 

 
    種    別 

 
資 料 名 

 
   数 

 
 備    考 

 

  1 
    

 

  2 
    

 

  3  
    

 

  4  
    

 

  5  
    

 

  6  
    

 

  7 
    

 

  8  
    

 

  9  
    

 

10 
    

 

11 
    

 

12 
    

 

13 
    

 

14 
    

 

15 
    

 

16 
    

 
17 

    
 

18 
    

 
19 

    
 

20 
    

 
 
 

 
 
 

 
合  計 

 

 
 

 
 

 

貸 出 申 請 資 料 明 細

NO 種　　　別 資　料　名 数 備　　考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合　　計

－ 72－
− 91 −



第３号様式                    
 

平和学習キット貸出申請書 
 
 
                                                                     令和  年  月  日 
                                        

沖縄県平和祈念資料館長 殿  
 

                            住 所：〒 
 

                         団体名： 
 
                         氏 名：            印 
 
                         電話番号： 

                         （担当者：         ） 

 

                        保 証 人 

                         住 所：〒 

                         氏 名：            印 

                         電話番号： 

                          
 

平和学習キットについて、貸出しを申請します。 
 

資料名 

 
希望するキットに○をつけて下さい。 
 
・平和学習キットＡ「戦争とくらし」１９点         （    ） 
  
・平和学習キットＢ「沖縄戦の記憶」２０点         （    ） 
 
・平和学習キットＣ「沖縄戦の記録写真」３０点       （    ） 
 
・平和学習キットＤ「みんななかよく」絵本１点・紙芝居２点 （    ） 

 
 

数 量           セット     （２セット以内） 

期 間 
令和  年  月  日（  ）から令和  年  月  日（  ）まで 
 

＊期間：２週間以内を原則とする（借用、返却の日を含む） 

申請理由  

 
 

平和学習キット貸出申請書

－ 74－
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第３号様式                    
 

平和学習キット貸出申請書 
 
 
                                                                     令和  年  月  日 
                                        

沖縄県平和祈念資料館長 殿  
 

                            住 所：〒 
 

                         団体名： 
 
                         氏 名：            印 
 
                         電話番号： 

                         （担当者：         ） 

 

                        保 証 人 

                         住 所：〒 

                         氏 名：            印 

                         電話番号： 

                          
 

平和学習キットについて、貸出しを申請します。 
 

資料名 

 
希望するキットに○をつけて下さい。 
 
・平和学習キットＡ「戦争とくらし」１９点         （    ） 
  
・平和学習キットＢ「沖縄戦の記憶」２０点         （    ） 
 
・平和学習キットＣ「沖縄戦の記録写真」３０点       （    ） 
 
・平和学習キットＤ「みんななかよく」絵本１点・紙芝居２点 （    ） 

 
 

数 量           セット     （２セット以内） 

期 間 
令和  年  月  日（  ）から令和  年  月  日（  ）まで 
 

＊期間：２週間以内を原則とする（借用、返却の日を含む） 

申請理由  

 
 

第４号様式                    
 

戦争体験証言ビデオ貸出申請書 
 
                                                                     令和  年  月  日 
                                        

沖縄県平和祈念資料館長 殿  
 

       

                         住 所：〒 

 
 
                         団体名： 
 
                         氏 名：           印 
 
                         電話番号： 
 
                         （担当者：         ）  
 
 

戦争体験証言ビデオについて、貸出しを申請します。 
 

種 別 

 
希望するビデオの番号を記入して下さい。 
 
・沖縄戦体験証言ビデオ（                       ） 
   
・平和のウムイＤＶＤ（                        ） 
 
・日系二世がみた戦中・戦後ＤＶＤ（                  ） 
 
・戦争体験者証言多言語吹き替え映像「ＤＶＤ１名収録」 
 １枚で貸出     （                       ） 
 
・住民の見た 沖縄戦証言「多言語ﾌﾞﾙｰﾚｲﾃﾞｨｽｸ70名収録」 
２枚１組（セット）で貸出       （              ） 

  

本 数              本  （５本以内を原則とする） 

期 間 
令和  年  月  日（  ）から令和  年  月  日（  ）まで 
 

＊期間：２週間以内を原則とする 

申請理由  

 
 

戦争体験証言ビデオ貸出申請書
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第３号様式                    
 

平和学習キット貸出申請書 
 
 
                                                                     令和  年  月  日 
                                        

沖縄県平和祈念資料館長 殿  
 

                            住 所：〒 
 

                         団体名： 
 
                         氏 名：            印 
 
                         電話番号： 

                         （担当者：         ） 

 

                        保 証 人 

                         住 所：〒 

                         氏 名：            印 

                         電話番号： 

                          
 

平和学習キットについて、貸出しを申請します。 
 

資料名 

 
希望するキットに○をつけて下さい。 
 
・平和学習キットＡ「戦争とくらし」１９点         （    ） 
  
・平和学習キットＢ「沖縄戦の記憶」２０点         （    ） 
 
・平和学習キットＣ「沖縄戦の記録写真」３０点       （    ） 
 
・平和学習キットＤ「みんななかよく」絵本１点・紙芝居２点 （    ） 

 
 

数 量           セット     （２セット以内） 

期 間 
令和  年  月  日（  ）から令和  年  月  日（  ）まで 
 

＊期間：２週間以内を原則とする（借用、返却の日を含む） 

申請理由  

 
 

平和学習キット貸出申請書
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第５号様式                   

沖縄県平和祈念資料館資料貸出許可証

令和　　年　　月　　日　

                                       

　

　　　　　　　　　　　　　殿   

　　　　　

      

　沖縄県平和祈念資料館　　　

館長　　　　　　　　印　

　　 

令和　　年　　月　　日付け、資料貸出申請のあった資料について、条件を付して許可します。

種　　別

数　　量 　　　　　　　　　点

資 料 名

用　　途

貸出期間 令和　　年　　月　　日（　　）　から　令和　　年　　月　　日（　　）まで

貸出条件

１　貸出資料は、貸出申請者が責任をもって保管しなければならない。

２　貸出申請者は、貸出資料を申請理由以外の目的で使用しないこと。

３　貸出申請者は、貸出資料を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

４　貸出申請者は、貸出資料を複製又は原形に変更を加えてはならない。

５　貸出申請者は、貸出資料を滅失し、又は著しく汚損し、若しくはき損した場合

は、これを原形に復し、又は相当の代価をもって損害を賠償しなければならない。

６　貸出申請者は貸出資料を貸出期限内に返還しなければならない。

７　平和祈念資料館の都合により、貸出資料を返還する場合、資料貸出許可証も同

時に返付しなければならない。

８　貸出申請者は、貸出資料を貸出期限内に返還できなかった場合は、遅延理由書

を提出しなければならない。

９　貸出申請者は、貸出資料を返還する際には、専門的技量を有する輸送業者にて

輸送しなければならない。

10　貸出申請者は、貸出資料の利用状況について、沖縄県平和祈念資料館利用報告

書（第６号様式）を提出しなければならない。

── 80 ──－ 76－
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第５号様式                   

沖縄県平和祈念資料館資料貸出許可証

令和　　年　　月　　日　

                                       

　

　　　　　　　　　　　　　殿   

　　　　　

      

　沖縄県平和祈念資料館　　　

館長　　　　　　　　印　

　　 

令和　　年　　月　　日付け、資料貸出申請のあった資料について、条件を付して許可します。

種　　別

数　　量 　　　　　　　　　点

資 料 名

用　　途

貸出期間 令和　　年　　月　　日（　　）　から　令和　　年　　月　　日（　　）まで

貸出条件

１　貸出資料は、貸出申請者が責任をもって保管しなければならない。

２　貸出申請者は、貸出資料を申請理由以外の目的で使用しないこと。

３　貸出申請者は、貸出資料を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

４　貸出申請者は、貸出資料を複製又は原形に変更を加えてはならない。

５　貸出申請者は、貸出資料を滅失し、又は著しく汚損し、若しくはき損した場合

は、これを原形に復し、又は相当の代価をもって損害を賠償しなければならない。

６　貸出申請者は貸出資料を貸出期限内に返還しなければならない。

７　平和祈念資料館の都合により、貸出資料を返還する場合、資料貸出許可証も同

時に返付しなければならない。

８　貸出申請者は、貸出資料を貸出期限内に返還できなかった場合は、遅延理由書

を提出しなければならない。

９　貸出申請者は、貸出資料を返還する際には、専門的技量を有する輸送業者にて

輸送しなければならない。

10　貸出申請者は、貸出資料の利用状況について、沖縄県平和祈念資料館利用報告

書（第６号様式）を提出しなければならない。
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＜別紙＞

貸 出 許 可 資 料 明 細

ＮＯ 資　料　種　別 資　　料　　名 数 備　考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合　　計
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第５号様式                   

沖縄県平和祈念資料館資料貸出許可証

令和　　年　　月　　日　

                                       

　

　　　　　　　　　　　　　殿   

　　　　　

      

　沖縄県平和祈念資料館　　　

館長　　　　　　　　印　

　　 

令和　　年　　月　　日付け、資料貸出申請のあった資料について、条件を付して許可します。

種　　別

数　　量 　　　　　　　　　点

資 料 名

用　　途

貸出期間 令和　　年　　月　　日（　　）　から　令和　　年　　月　　日（　　）まで

貸出条件

１　貸出資料は、貸出申請者が責任をもって保管しなければならない。

２　貸出申請者は、貸出資料を申請理由以外の目的で使用しないこと。

３　貸出申請者は、貸出資料を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

４　貸出申請者は、貸出資料を複製又は原形に変更を加えてはならない。

５　貸出申請者は、貸出資料を滅失し、又は著しく汚損し、若しくはき損した場合

は、これを原形に復し、又は相当の代価をもって損害を賠償しなければならない。

６　貸出申請者は貸出資料を貸出期限内に返還しなければならない。

７　平和祈念資料館の都合により、貸出資料を返還する場合、資料貸出許可証も同

時に返付しなければならない。

８　貸出申請者は、貸出資料を貸出期限内に返還できなかった場合は、遅延理由書

を提出しなければならない。

９　貸出申請者は、貸出資料を返還する際には、専門的技量を有する輸送業者にて

輸送しなければならない。

10　貸出申請者は、貸出資料の利用状況について、沖縄県平和祈念資料館利用報告

書（第６号様式）を提出しなければならない。
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第６号様式

貸 出 資 料 利 用 状 況 報 告 書

　沖縄県平和祈念資料館長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者

次のとおり、沖縄県平和祈念資料館貸出資料の利用状況を報告します。

利 用 目 的

（行事名等）

借 用 期 間 令和　　年　　月　　日（　　）　～　令和　　年　　月　　日（　　）

利 用 場 所
利 用 者 数

（参観者数）

借 用 資 料

 １　沖縄戦実物資料　　　　　　　　　　　　（　　　　　点）

 ２　沖縄戦写真パネル　　　　　　　　　　　（　　　　　点）

 ３　沖縄戦の絵パネル　　　　　　　　　　　（　　　　　点）

 ４　児童・生徒の平和メッセージ作品　　　　（　　　　　点）

 ５　世界人権宣言パネル　　　　　　　　　　（　　　　　点）

 ６　平和のウムイ地域版セット　　　　　　　（　　　セット）

 ７　平和学習キット　　　　　　　　　　　　（　　　セット）

利 用 状 況

および感想

＊ 利用状況写真、参考資料などがあれば添付し、資料返却時または返却後１週間以内にファックスか

郵送で送付して下さい。

送付先：沖縄県平和祈念資料館　〒901-0333　沖縄県糸満市字摩文仁614番地の1

TEL：098-997-3844　FAX：098-997-3947

── 84 ──－ 78－
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 - 1 - 

第１４号様式（第 22 条） 
 

資 料 貸 出 申 請 書 
 
                                                       令和  年  月  日 
 
 沖縄県知事  殿 
 
                                            申 請 者 
                                    住 所  
                                    氏 名    
                                    電話番号   
 
                                     保証人 
                                         住  所 
                                         氏  名 
                                         電話番号 
 
 沖縄県平和祈念資料館（分館を除く） 
                                  の資料について、貸出しを申請します。 
    八重山平和祈念館 

 
 種    別 

 
  

 
 数    量 

 
  

 
 規    格 

 
 

 
 用      途 

 
  

 
 保 管 期 間 
 

 
 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 
 

 
 貸出申請理由 
 
 

 
  
 
 

 
 
 

第14号様式（第22条）

資 料 貸 出 申 請 書

種　　別

数　　量

規　　格

用　　途

保管期間 　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

貸出申請理由
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第６号様式

貸 出 資 料 利 用 状 況 報 告 書

　沖縄県平和祈念資料館長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者

次のとおり、沖縄県平和祈念資料館貸出資料の利用状況を報告します。

利 用 目 的

（行事名等）

借 用 期 間 令和　　年　　月　　日（　　）　～　令和　　年　　月　　日（　　）

利 用 場 所
利 用 者 数

（参観者数）

借 用 資 料

 １　沖縄戦実物資料　　　　　　　　　　　　（　　　　　点）

 ２　沖縄戦写真パネル　　　　　　　　　　　（　　　　　点）

 ３　沖縄戦の絵パネル　　　　　　　　　　　（　　　　　点）

 ４　児童・生徒の平和メッセージ作品　　　　（　　　　　点）

 ５　世界人権宣言パネル　　　　　　　　　　（　　　　　点）

 ６　平和のウムイ地域版セット　　　　　　　（　　　セット）

 ７　平和学習キット　　　　　　　　　　　　（　　　セット）

利 用 状 況

および感想

＊ 利用状況写真、参考資料などがあれば添付し、資料返却時または返却後１週間以内にファックスか

郵送で送付して下さい。

送付先：沖縄県平和祈念資料館　〒901-0333　沖縄県糸満市字摩文仁614番地の1

TEL：098-997-3844　FAX：098-997-3947
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＜別紙①＞ 
申申  請請  用用  紙紙 

 
沖 縄 県 知 事  殿 
（沖縄県平和祈念資料館）                        申請者 
                                                   担当（         ） 
 
 
 N O 

 
資 料 名 

 
実 物 資 料 名 

 
数 

 
備 考 

 
  

 
   

 
 

 
    

 
 

 
  

 
  

 
 

 
   

 
 

 
  

 
  

 
 

 
   

 
 

 
  

 
  

 
 

 
    

 
 

 
  

 
  

 
 

 
    

 
 

 
  

 
  

 
 

 
    

 
 

 
  

 
  

 
 

 
    

 
 

 
  

 
  

 
 

 
    

 
 

 
  

 
  

 
 

 
   

 
 

 
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 
  

 
  

 
 

 
   

 
 

 
 

 
  

 
 

 
    

 
 

 
 

 
  

 
 

 
    

 
 

 
 

 
   

 
 

 
    

 
 

 
 

 
   

 
 

 
    

 
 

 
 

 
   

 
 

 
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                  合計 

       
  点 

 
 

 

申　請　用　紙

No 資　料　名 実 物 資 料 名 数 備　考

合　計 　　　点
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第15号様式（第23条関係） 

資 料 貸 出 許 可 証

 令和　　年　　月　　日　

 

　　　　　　　　　　　　　殿 

　　　　　

沖 縄 県 知 事　印　　

　　 

　令和　　年　　月　　日付け、資料貸出申請のあった資料について、条件を付して許可します。

種　　別 沖縄戦実物資料

数　　量 　　　　　　　点

規　　格

用　　途

貸出期間 令和　　年　　月　　日（　　）　から　令和　　年　　月　　日（　　）まで

貸出条件

１　目的以外に使用しないこと。

２　貸出資料を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

３　貸出申請者は、貸出資料の原型に変更を加えてはならない。

４　貸出申請者は、貸出資料を滅失し、又は著しく汚損し、若しくはき損した場合

は、これを原形に復し、又は相当の代価をもって損害を賠償しなければならない。

５　貸出資料を貸出期限に返還できなかった場合は、遅延理由書を提出しなければ

ならない。
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＜別紙①＞ 
申申  請請  用用  紙紙 

 
沖 縄 県 知 事  殿 
（沖縄県平和祈念資料館）                        申請者 
                                                   担当（         ） 
 
 
 N O 

 
資 料 名 

 
実 物 資 料 名 

 
数 
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                  合計 

       
  点 

 
 

 

申　請　用　紙

No 資　料　名 実 物 資 料 名 数 備　考

合　計 　　　点

－ 80－

第15号様式（第23条関係） 

資 料 貸 出 許 可 証

 令和　　年　　月　　日　

 

　　　　　　　　　　　　　殿 

　　　　　

沖 縄 県 知 事　印　　

　　 

　令和　　年　　月　　日付け、資料貸出申請のあった資料について、条件を付して許可します。

種　　別 沖縄戦実物資料

数　　量 　　　　　　　点

規　　格

用　　途

貸出期間 令和　　年　　月　　日（　　）　から　令和　　年　　月　　日（　　）まで

貸出条件

１　目的以外に使用しないこと。

２　貸出資料を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

３　貸出申請者は、貸出資料の原型に変更を加えてはならない。

４　貸出申請者は、貸出資料を滅失し、又は著しく汚損し、若しくはき損した場合

は、これを原形に復し、又は相当の代価をもって損害を賠償しなければならない。

５　貸出資料を貸出期限に返還できなかった場合は、遅延理由書を提出しなければ

ならない。
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＜別紙①＞

貸 出 許 可 資 料 明 細

　　　　　　　　　　　　　殿 

沖 縄 県 知 事　印　　

（沖縄県平和祈念資料館）　

ＮＯ 資  料  名 実 物 資 料 名 数 備　　考

１

２ 　

３ 　

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合　　計

── 76 ──－ 82－
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５　沖縄県平和祈念資料館保管資料の撮影・複製・掲載・放映・利用許可要項

（趣旨）
第１条　この要項は、沖縄県平和祈念資料館及び平和の礎の設置及び管理に関する条例施行規則第

２２条に基づき、沖縄県平和祈念資料館（以下「資料館」という。）の保管資料の撮影・複製・掲載・
放映・利用（以下「利用等」という。）の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）
第２条　この要項における用語の意義は次の各号に定めるところによる。
 （１）資料 資料館が保管する原資料等および写真資料をいう。
  また資料館の建物自体の内外観もこれに含むものとする。
 （２）撮影 資料を被写体として撮影した静止画（スチル写真）や動画（映画、テレビ、ビデオ等）
  を記録することをいう。
 （３）複製 資料を被写体として、複写、印刷物、レプリカ等を作成することをいう。
 （４）掲載 資料の複製を紙媒体に掲載することをいう。
 （５）放映 資料の複製を電子媒体で放映することをいう。
 （６）利用 講演会、朗読会、コンサートなどにおいて資料を利用することをいう。
２　第１項の第１号及び第３号については、資料館が保管する電子データを提供することを含むもの

とする。

（許可の基準）
第３条　資料館長（以下「館長」という。）は、沖縄戦の実相を伝え、平和の構築に資する使用であ

ると認めた場合において資料の利用等を許可する。
　２　次の各号に掲げる事項にあたる場合は許可しない。

（１）資料の保存上、悪影響の生ずる可能性がある場合。
（２）営利目的等、対価を得て、一部もしくは限られた範囲のみの使用が認められる場合。
（３）資料のうち、ほかに権利を有する者があるものについて、事前に書面による同意を得ていな

い場合。
（４）過去に許可条件に違反した事実があると認められる場合。
（５）その他、資料館の設立理念と合致しないなど許可することが適当でないと認められる場合。

（許可申請）
第４条　資料の利用等の許可を希望する者（以下「申請者」という。）は、沖縄県平和祈念資料館保

管資料等の撮影・複製・掲載・放映・利用許可申請書（第１号様式）に事業の趣旨や主体者、事業
内容を記載した企画書等を添付して館長に利用開始１４日間前までに、申請しなければならない。
ただし申請期日については館長が特に認める場合において、この限りではない。
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＜別紙①＞

貸 出 許 可 資 料 明 細

　　　　　　　　　　　　　殿 

沖 縄 県 知 事　印　　

（沖縄県平和祈念資料館）　

ＮＯ 資  料  名 実 物 資 料 名 数 備　　考

１

２ 　

３ 　

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合　　計
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（審査および決定）
第５条　前条の規定による申請があった場合、館長は次の各号に掲げる事項について、審査し、許可
するかどうかを決定しなければならない。
（１）事業の趣旨および内容
（２）事業の主体者
（３）その他必要な事項

（許可書の交付）
第６条　館長は、資料の利用等を許可する決定を行ったときは、申請者に対し沖縄県平和祈念資料館
保管資料等の撮影・複製・掲載・放映・利用許可書（第２号様式）を交付するものとする。
　２　館長は、必要と認められる場合は、許可書に条件を付することができる。

（報告書の提出）
第７条　申請者は資料の利用等の完了後、速やかに使用状況報告書（第３号様式）に成果品を添えて、
資料館に提出しなければならない。

（費用の負担）
第８条　資料の利用等に要する費用は、申請者が全てこれを負担する。

（禁止事項）
第９条　資料の利用等の許可を受けた者は次の各号に掲げる事項をしてはならない。
（１）申請書に記載した目的以外に使用すること。
（２）利用等の許可を得た資料を転貸しすること。
（３）資料等の使用により利益を得ること。

（許可の取り消し）
第10条　館長は、資料の利用等の許可を受けた者がこの要項に違反したとき、または許可書に付し
た条件に違反したときには許可を取り消すことができる。この場合において、許可の取り消しによ
り生じた損害については、沖縄県および資料館はその責を負わない。

附則
　この要項は平成２９年４月１日から施行する。
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第１号様式 
       

保保管管資資料料のの撮撮影影・・複複製製・・掲掲載載・・放放映映・・利利用用許許可可申申請請書書  
令和  年   月  日 

 
沖縄県平和祈念資料館館長 殿 

                       申請者  代表者名：              印 
                            団体名：  
                             （担当者名：            ） 
                            住 所： 
                            TEL： 
                            FAX： 
                            Email： 
   
  下記により保管資料の（ 撮影 ・ 複製 ・ 掲載 ・ 放映 ・ 利用 ）を許可くださるようお願いします。 
  申請にあたっては、沖縄県平和祈念資料館保管資料の撮影・複製・掲載・放映・利用許可要項の規定を遵 
守し、著作権等貴館の権利を侵害するような行為を行わないことを誓約いたします。 

 
記 

 
 １ 目的 
 
 
 ２ 資料名 
  
 
 ３ 用途 （撮影日時、掲載書籍名、書籍発行日、放映番組名、放映日などを記載） 
 
 
 ４ 利益発生の有無   有 ・ 無    
 
 
 ５ 添付書類（企画書等、事業の内容がわかるもの） 
 
 
 ６ 提供成果品 
 
  
 
 
〈注意事項〉 
＊申請の際には返信用封筒（切手貼付）を添えて、利用開始１４日間前までに申請すること。 

第１号様式

保管資料の撮影・複製・掲載・放映・利用許可申請書

－ 85－
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（審査および決定）
第５条　前条の規定による申請があった場合、館長は次の各号に掲げる事項について、審査し、許可
するかどうかを決定しなければならない。
（１）事業の趣旨および内容
（２）事業の主体者
（３）その他必要な事項

（許可書の交付）
第６条　館長は、資料の利用等を許可する決定を行ったときは、申請者に対し沖縄県平和祈念資料館
保管資料等の撮影・複製・掲載・放映・利用許可書（第２号様式）を交付するものとする。
　２　館長は、必要と認められる場合は、許可書に条件を付することができる。

（報告書の提出）
第７条　申請者は資料の利用等の完了後、速やかに使用状況報告書（第３号様式）に成果品を添えて、
資料館に提出しなければならない。

（費用の負担）
第８条　資料の利用等に要する費用は、申請者が全てこれを負担する。

（禁止事項）
第９条　資料の利用等の許可を受けた者は次の各号に掲げる事項をしてはならない。
（１）申請書に記載した目的以外に使用すること。
（２）利用等の許可を得た資料を転貸しすること。
（３）資料等の使用により利益を得ること。

（許可の取り消し）
第10条　館長は、資料の利用等の許可を受けた者がこの要項に違反したとき、または許可書に付し
た条件に違反したときには許可を取り消すことができる。この場合において、許可の取り消しによ
り生じた損害については、沖縄県および資料館はその責を負わない。

附則
　この要項は平成２９年４月１日から施行する。
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第２号様式 
       

保保管管資資料料のの撮撮影影・・複複製製・・掲掲載載・・放放映映・・利利用用許許可可書書  
  

沖 平 第       号 
令和  年   月  日 

 
 殿 

 
                                 沖縄県平和祈念資料館 
                                 館長           印 
 
   
   令和  年  月  日付けで申請のあった保管資料の（ 撮影 ・ 複製 ・ 掲載 ・ 放映 ・ 利用 ）に 
ついて、下記のとおり許可します。 

 
 

記 
  
 １ 資料名 
 
 
  
 ２ 用途 （撮影日時、掲載書籍名、書籍発行日、放映番組名、放映日などを記載） 
 
 
 
 ３ 提供成果品 
 
 
 
 ＊許可条件 
①上記の目的以外に使用しないこと。 
②資料を利用する際「沖縄県平和祈念資料館提供」と明記すること。 
③写真データ等を使用した場合、利用の完了後、すみやかにデータを消去すること。 

 ④使用目的完了後はすみやかに成果品および「使用状況報告書」を提出すること。 
 ⑤資料に記載されている情報のうち個人情報の保護に十分に配慮し、違法または人権を侵害すると判断される 
場合には文書内容をそのまま公にしないこと。 
⑥資料利用によって製作されたものは、登録商標化等により独占しないものとし、所有権を侵害しないものと 
する。 

  ⑦前項に違反した行為があったときは、許可を取り消すことがある。この場合、許可の取り消しにより生じた 
損害については、沖縄県および資料館はその責を負わない。  

第２号様式

保管資料の撮影・複製・掲載・放映・利用許可書

①上記の目的以外に使用しないこと。

②資料を利用する際「沖縄県平和祈念資料館提供」と明記すること。

③児童・生徒平和メッセージは、作品オリジナルのスタイルを変更しないこと。

④写真データ等を使用した場合、利用の完了後、すみやかにデータを消去すること。

⑤使用目的完了後はすみやかに成果品および「使用状況報告書」を提出すること。

⑥資料に記載されている情報のうち個人情報の保護に十分に配慮し、違法または人権を侵害すると判断される

場合には文書内容をそのまま公にしないこと。

⑦資料利用によって製作されたものは、登録商標化等により独占しないものとし、所有権を侵害しないものと

する。

⑧前項に違反した行為があったときは、許可を取り消すことがある。この場合、許可の取り消しにより生じた

損害については、沖縄県および資料館はその責を負わない。
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第３号様式 
       

使使用用状状況況報報告告書書  
 

令和  年   月  日 
 

沖縄県平和祈念資料館館長 殿 
                       申請者  代表者名：              印 
                            団体名：  
                             （担当者名：            ） 
                            住 所： 
                            TEL： 
                            FAX： 
                            Email： 
   
 

令和   年   月   日付け沖平第    号で許可された保管資料の使用状況について、 
下記のとおり報告いたします。 

 
 

記 
 １ 目的 
 
 
 ２ 資料名 
 
  
 ３ 用途 （撮影日時、掲載書籍名、書籍発行日、放映番組名、放映日などを記載） 
 
 
 ４ 使用完了日    
 
 
 ５ 提供成果品 
 
 
 
 〈備 考〉 
①利用の際を記録した写真や新聞記事、参考資料等があれば添付すること。 
②写真データ等を使用した場合、利用の完了後、すみやかにデータを消去すること。 
③資料利用によって製作されたものは、登録商標化等により独占しないものとし、所有権を侵害しないものと 
する。 

第３号様式

使 用 状 況 報 告 書
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保保管管資資料料のの撮撮影影・・複複製製・・掲掲載載・・放放映映・・利利用用許許可可書書  
  

沖 平 第       号 
令和  年   月  日 

 
 殿 

 
                                 沖縄県平和祈念資料館 
                                 館長           印 
 
   
   令和  年  月  日付けで申請のあった保管資料の（ 撮影 ・ 複製 ・ 掲載 ・ 放映 ・ 利用 ）に 
ついて、下記のとおり許可します。 

 
 

記 
  
 １ 資料名 
 
 
  
 ２ 用途 （撮影日時、掲載書籍名、書籍発行日、放映番組名、放映日などを記載） 
 
 
 
 ３ 提供成果品 
 
 
 
 ＊許可条件 
①上記の目的以外に使用しないこと。 
②資料を利用する際「沖縄県平和祈念資料館提供」と明記すること。 
③写真データ等を使用した場合、利用の完了後、すみやかにデータを消去すること。 

 ④使用目的完了後はすみやかに成果品および「使用状況報告書」を提出すること。 
 ⑤資料に記載されている情報のうち個人情報の保護に十分に配慮し、違法または人権を侵害すると判断される 
場合には文書内容をそのまま公にしないこと。 
⑥資料利用によって製作されたものは、登録商標化等により独占しないものとし、所有権を侵害しないものと 
する。 

  ⑦前項に違反した行為があったときは、許可を取り消すことがある。この場合、許可の取り消しにより生じた 
損害については、沖縄県および資料館はその責を負わない。  

第２号様式

保管資料の撮影・複製・掲載・放映・利用許可書

①上記の目的以外に使用しないこと。

②資料を利用する際「沖縄県平和祈念資料館提供」と明記すること。

③児童・生徒平和メッセージは、作品オリジナルのスタイルを変更しないこと。

④写真データ等を使用した場合、利用の完了後、すみやかにデータを消去すること。

⑤使用目的完了後はすみやかに成果品および「使用状況報告書」を提出すること。

⑥資料に記載されている情報のうち個人情報の保護に十分に配慮し、違法または人権を侵害すると判断される

場合には文書内容をそのまま公にしないこと。

⑦資料利用によって製作されたものは、登録商標化等により独占しないものとし、所有権を侵害しないものと

する。

⑧前項に違反した行為があったときは、許可を取り消すことがある。この場合、許可の取り消しにより生じた

損害については、沖縄県および資料館はその責を負わない。
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